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平成21年９月28日（月曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第３号 平成21年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計補正予算（第１号）

○議案第４号 平成21年度宮崎県営国民宿舎特

別会計補正予算（第１号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について（別紙２）

○請願第９号 「宮崎県中小企業振興基本条例

（仮称）」の制定を求める請願

○請願第19号 平成21年度宮崎地方最低賃金改

正についての請願

○請願第25号 大淀川水系河川整備計画の見直

しと事業促進に関する請願

○請願第27号 「改正貸金業法早期完全施行及

び多重債務救済制度充実などを

求める意見書」（案）の採択と

関係機関への提出を求める請願

○請願第28号 「改正貸金業法早期完全施行及

び多重債務救済制度充実などを

求める意見書」の採択と関係機

関への提出を求める請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・新規雇用創出１万人について

・昭和シェルソーラー（株）第３工場の本県へ

の立地について

・平成20年宮崎県観光動向調査結果について

・宮崎県の中長期道路整備計画の中間見直しに

ついて

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 持 原 道 雄

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 吉 田 親 志

経 営 金 融 課 長 安 田 宏 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策室長 篠 田 良 廣

企業立地推進局次長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 甲 斐 睦 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 河 野 満 洋



- 2 -

県立産業技術専門校長 西 盾 夫

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
岡 村 巌

（ 総 括 ）

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
藤 原 憲 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

用 地 対 策 課 長 服 部 芳 邦

部参事兼技術企画課長 岡 田 健 了

部参事兼工事検査課長 冨 髙 康 夫

道 路 建 設 課 長 濱 田 良 和

道 路 保 全 課 長 大 寺 重 樹

河 川 課 長 大田原 宣 治

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 東 康 雄

建 築 住 宅 課 長 佐 藤 徳 一

営 繕 課 長 川 﨑 俊一郎

施設保全対策監 上 門 豊 生

高速道対策局次長 河 野 俊 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

ただいまから商工建設常任委員○宮原委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○宮原委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時４分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

本委員会に付託されました議案等についての

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

商工観光労働部関係○渡邊商工観光労働部長

について御説明いたします。

本日お配りしております資料、商工建設常任

委員会資料、商工観光労働部関係でございます

が、下のほうに目次がありますが、平成21年９

月定例県議会提出議案及び商工観光労働部をめ

ぐる最近の動きについて御説明したいと思いま

す。

まず、資料の１ページをお開きいただきたい

と思います。今回提出しております商工観光労

働部関係議案の概要でございます。まず、議案

第１号「平成21年度宮崎県一般会計補正予算

（第４号）」は、経済・雇用対策の実施等に伴

う補正を行うものでございます。商工観光労働

部の補正前の一般会計歳出総額509億892万1,000

円に対しまして、６億6,762万4,000円を増額い

たしまして、合計が515億7,654万5,000円となり

ます。次に、議案第３号及び議案第４号は、経

済・雇用対策の実施に伴いまして、特別会計を

補正するものでございます。平成21年度宮崎県
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えびの高原スポーツレクリエーション施設特別

会計を２億2,590万6,000円増額補正いたしま

す。また、平成21年度宮崎県営国民宿舎特別会

計を１億6,321万2,000円増額補正いたします。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。６月に取りまとめました経済・雇用対策

に今回補正をお願いする商工観光労働部の事業

を位置づけたものでございます。まず、緊急的

な経済・雇用対策のうち、雇用確保・就業支援

といたしましては、離職を余儀なくされた方々

に対する雇用機会の創出を図るため、緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業費のうち、市町村補

助の増額を行いますほか、ふるさと雇用再生特

別基金を活用し、ＩＴ企業受注拡大支援事業な

どの事業を実施いたします。次に、中長期的な

視野からの産業づくり対策につきましては、産

業振興のための基盤整備等といたしまして、観

光客の受け入れ体制充実を図るため、スポーツ

レクリエーション施設及び国民宿舎の施設改修

を行います。また、新たな産業の展開・創出に

向けた取り組みといたしまして、県産品のＰＲ

を強化するため、アンテナショップの整備充実

を図ることとしております。また、このほか

に、中長期的な視野からの地域づくり対策のた

めの事業を実施することにしております。

議案については以上でございますが、報告事

項として７ページに、新規雇用創出１万人につ

いての平成20年度における新規雇用創出数、８

ページに、今回本県への立地が決まりました昭

和シェルソーラー株式会社第３工場の概要、９

ページ以降に、平成20年県観光動向調査結果の

概要を掲げております。

議案及び報告事項の詳細につきましては、担

当課長等より御説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。私のほうからは以上でござ

います。

商工政策課の平成21年度○古賀商工政策課長

９月補正予算について御説明いたします。

お手元の平成21年度９月補正歳出予算説明資

料の商工政策課のインデックス、107ページをお

開きいただきたいと思います。当課の補正額

は108万9,000円の増額でありまして、補正後の

額は７億3,649万4,000円となります。

補正内容につきましては、109ページでありま

す。（事項）連絡調整費でございます。アナロ

グ放送が停波されることに伴う地上デジタル放

送への対応を図るためのテレビ更新等の費用で

ございます。具体的には、部内各課及び出先機

関の合計15台を地上デジタル放送対応テレビへ

の更新と、出先機関２カ所の工事費用でありま

す。なお、地上デジタル放送への対応につきま

しては、全庁的に対応することとなっておりま

す。

当課については以上でございます。

工業支援課の平成21年度９○森工業支援課長

月補正予算について御説明をいたします。

お手元の21年度９月補正歳出予算説明資料の

工業支援課のインデックスのところ、111ページ

でございます。今回の補正予算額は842万1,000

円の増額補正で、経済・雇用対策に伴うもの及

び受託決定に伴うものでございます。補正後の

予算額は17億6,434万9,000円となります。

補正予算の内容について御説明をいたしま

す。113ページをお開きいただきたいと思いま

す。まず、（事項）鉱業資源対策費でございま

す。説明欄の１、休廃止鉱山鉱害対策費といた

しまして、287万2,000円の増額補正をお願いす

るものでございます。これは経済対策に伴うも

ので、現在、日向市が実施しております富高鉱

山の鉱害防止事業における沈殿槽の拡大工事に
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伴う県補助金の増額と、美郷町が平成22年度に

実施予定の速日鉱山の坑廃水処理事業に係る中

和処理施設の移設工事を今年度前倒しで一部実

施することに伴い、増額補正するものでござい

ます。

次に、（事項）工業技術研究開発費でござい

ますが、説明欄の１、その他受託研究事業は、

科学技術振興機構等からの共同研究の受託決定

に伴い、472万6,000円を増額補正するものでご

ざいます。

次に、（事項）食品開発センター研究開発費

でございます。説明欄の１、その他受託研究事

業も同様に、科学技術振興機構等からの共同研

究の受託決定に伴い、82万3,000円を増額補正す

るものでございます。

工業支援課につきましては、以上でございま

す。

商業支援課の平成21年度○吉田商業支援課長

９月補正予算について御説明を申し上げます。

お手元の平成21年度９月補正歳出予算説明資

料の115ページをお願いいたします。当課でお願

いしておりますのは、補正額1,373万6,000円の

増額でありまして、補正後の額は６億8,675

万4,000円となります。

補正予算の内容につきまして、117ページをお

願い申し上げます。まず、（目）商業振興費の

（事項）ＩＴ関連産業振興事業費におきまして

は、○ＩＴ企業受注拡大支援事業として347新

万3,000円の増額、及び（目）物産振興費（事

項）県産品販路拡大推進事業費におきまして

は、○アンテナショップ整備充実事業とし新

て1,026万8,000円の増額をお願いしておりま

す。

詳細につきましては、商工建設常任委員会資

料で御説明したいと思います。資料の３ページ

をお願いします。○ＩＴ企業受注拡大支援事業新

についてでございます。まず、１の事業目的で

ございますが、県内ＩＴ産業の振興を図るため

には、県外からの受注をふやすことが必要であ

ります。そのため、受発注案件の情報収集や提

供、県外発注企業との商談会等の実施を支援す

るものでございます。

２の事業概要としましては、民間産業支援機

関に委託をしまして、その機関で新たな担当職

員を雇用することによりまして、（１）から

（３）までの事業を行うものでございます。

（１）につきましては、取引情報の収集提供で

ございますが、県内外のＩＴ企業をその採用し

た職員が巡回することによりまして、取引に関

する情報の収集と提供を行うものでございま

す。（２）の県外発注企業との商談会でござい

ますが、首都圏を中心とする県外の発注企業を

宮崎に招きまして、商談会を開催するものでご

ざいます。（３）の経営力向上のための研修に

つきましては、中小のＩＴ企業を対象としまし

て、経営力向上や共同受注に関する研修を行う

ものでございます。

３の事業費は、ふるさと雇用再生特別基金を

活用いたしまして、347万3,000円を予定してお

ります。

４の事業効果といたしましては、ＩＴ企業の

受注が拡大することによりまして、ＩＴ産業の

振興が図られますとともに、県内中小企業等の

ＩＴ化が促進されるものと考えております。

４ページをお願いします。○アンテナショッ新

プ整備充実事業でございます。この事業の目的

は、１にありますように、県のアンテナショッ

プでございますみやざき物産館と新宿みやざき

館「ＫＯＮＮＥ」の整備充実を行うことにより

まして、消費者に対しまして県産品のＰＲの機
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会を拡充するとともに、県外でのアンテナ

ショップの多店舗展開について調査研究を行

い、県産品の一層の販路拡大を図ろうとするも

のでございます。

２の事業概要につきまして、２つの事業で構

成しております。（１）アンテナショップ整備

事業につきましては、物産振興センターの会員

が現在、非常に増加しておりまして、今のスペ

ースでは商品の展示がなかなかできないという

ことで、展示の要望が強くなっておりますこと

から、みやざき物産館の展示スペースを全体と

しては広げられないんですが、効率的な展示の

仕方や冷凍冷蔵庫を整備するということで取り

扱い商品の拡充を行いたいと考えております。

また、もう一つは、開設後10年以上たちました

新宿の「ＫＯＮＮＥ」につきましては、10年余

り大規模な改修をやっておりませんので、展示

什器等の整備更新等を行いまして、機能の充実

を図りたいと考えているところでございます。

（２）アンテナショップ多店舗展開事業につき

ましては、物産振興センターに委託をいたしま

して、新たに多店舗展開の専任職員を採用いた

しまして、県外でのアンテナショップの多店舗

展開について調査研究を行っていきたいと考え

ているところでございます。次年度以降につき

ましては、今年度の調査結果を踏まえまして、

アンテナショップの多店舗展開の実施を進めて

まいりたいと考えております。

事業費は、３にありますように、アンテナ

ショップ整備事業が875万7,000円、アンテナ

ショップ多店舗展開事業が、これはふるさと雇

用再生特別基金を活用いたしまして150万6,000

円、合計1,026万3,000円をお願いしておりま

す。

事業効果としましては、４にありますよう

に、アンテナショップの整備充実に伴って消費

者等への県産品等に関する情報発信力が高まり

まして、県産品の一層の販路拡大と定番・定着

化を図ることができると考えております。ま

た、アンテナショップの多店舗展開についての

調査研究を行うことによりまして、今後の県産

品の一層の販路拡大にもつなげることができる

と考えているところでございます。

商業支援課につきましては、以上でございま

す。

労働政策課の補正予算に○押川労働政策課長

ついて御説明をいたします。

歳出予算説明資料の労働政策課のインデック

スのところ、119ページをお開きいただきたいと

存じます。今回の補正は２億5,313万円の増額補

正でございまして、補正後の予算額は75億4,231

万1,000円となります。

以下、事項について御説明をいたします。121

ページをお開きいただきたいと思います。（事

項）緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費であ

ります。２億5,100万円の増額補正であります

が、これは、経済・雇用対策の実施に伴い、緊

急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助事業に

つきまして増額するものでございます。

次に、（事項）県立産業技術専門校費でござ

います。213万円の増額でございますが、これ

は、経済・雇用対策の実施に伴い、機器等整備

費を増額するものであります。県立産業技術専

門校におきまして、慢性的な公用車不足に加え

まして、厳しい雇用情勢に伴い大幅にふやしま

した委託訓練に関し、委託先との調整や相談に

迅速に対応するため、今回、新たな公用車を整

備することとしたものであります。

労働政策課の説明は以上であります。

新規雇用創出１万人○篠田地域雇用対策室長
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についての平成20年度の実績について御説明い

たします。

常任委員会資料の７ページをお開きくださ

い。まず、１の基本的な考え方についてであり

ます。（１）の新規雇用創出数の定義ですが、

雇用者だけではなく、新規創業による起業者や

新規就農者など県の施策により創出された第１

次から第３次産業における合計といたしており

ます。（２）の集計方法につきましては、平

成20年度に県の施策により創出された雇用等の

数について各部に照会し、雇用創出された数値

を集計したところであります。

その結果が、２にありますように、平成20年

度における新規雇用創出数ということで1,870人

となったところであります。その内訳でござい

ますが、①の新規立地企業による雇用創出につ

きましては、20年度に新たに立地した企業にお

ける最終雇用予定者数を計上しており、1,239人

となったところであります。また、②から④

は、20年度中に実際に雇用等が発生した総数で

ありまして、正規社員、雇用期間が６カ月以上

の非正規社員、創業、自営等を計上いたしてお

ります。まず、②の福祉施設の整備に伴うもの

につきましては、老人福祉施設の改築や障がい

者施設の新設に伴い、13名の雇用創出となりま

した。次に、③の農林水産業への新規就業者に

つきましては、農業生産法人における雇用や自

営の合計が188人となったところであります。ま

た、④のその他につきましては、地場産業の振

興などによる雇用等の創出を計上しており、合

わせて430名となったところであります。次

に、19年度と20年度の２カ年合計の新規雇用創

出数につきましては、（２）にありますよう

に、3,510人となったところであります。以上で

ございます。

企業立地推進局の○山口企業立地推進局次長

平成21年度９月補正予算について御説明をいた

します。

お手元の歳出予算説明資料、企業立地推進局

のインデックス、123ページをお開きいただきた

いと思います。企業立地推進局の９月補正につ

きましては、213万円の増額となっております。

補正後の予算額につきましては、55億88 3

万3,000円となります。

補正内容について御説明をいたします。125ペ

ージをお開きください。（事項）立地企業フォ

ローアップ等対策費でございます。立地企業の

県内定着及び事業拡大を促進するため、既存立

地企業のフォローアップ対策事業を推進してい

るわけでございますが、この事業の充実強化を

図りますために、今回、新たに公用車を１台購

入するための経費でございます。

続きまして、報告事項についてでございま

す。常任委員会資料の８ページをお開きいただ

きたいと思います。昭和シェルソーラー株式会

社第３工場の本県への立地について御報告いた

します。去る９月７日に昭和シェルソーラー株

式会社から、太陽電池の第３工場を本県に建設

する旨、発表されたところでございます。翌８

日には、同社の亀田代表取締役社長が来県され

まして、知事に直接御報告をされたところでご

ざいます。

まず、１でございますが、今回の第３工場の

概要を記載いたしております。立地場所でござ

いますが、国富町田尻の日立プラズマディスプ

レイ株式会社宮崎工場の土地建屋を買収いたし

まして、太陽電池製造装置を設置いたしまし

て、新工場を設置することとなっております。

事業内容につきましては、太陽電池の製造でご

ざいます。生産規模は、年産900メガワットと
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なっております。投資額は約1,000億円で、2011

年下半期が操業時期ということで予定されてお

ります。また、従業員につきましては約800名

で、そのうち400名につきましては、日立プラズ

マディスプレイ株式会社からの受け入れをした

いとの意向でございます。なお、敷地面積につ

きましては、約40ヘクタールとなっておりま

す。

２に昭和シェルソーラー株式会社の概要を記

載いたしております。本社につきましては、東

京都港区台場にございます。代表者は、代表取

締役社長亀田繁明氏でございます。資本金につ

きましては26億2,000万円で、資本構成は昭和

シェル株式会社の100％出資となっております。

従業員は約450名でございます。

今回の進出によりまして、直接的な投資や雇

用創出に加えまして、関連企業の本県への立

地、地元企業との取引拡大のほか、物流体系の

大幅な改善にもつながるなど、本県経済の拡

大、活性化に大きく寄与するものと期待いたし

ております。

なお、参考といたしまして、９月10日現在の

本年度誘致企業の一覧を掲載いたしておりま

す。大変厳しい経済状況でございますが、今後

とも、企業の投資情報の収集に努めまして、市

町村と連携して、積極的な誘致活動、フォロー

アップ事業に取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

企業立地推進局といたしましては、以上でご

ざいます。

観光推進課の９月補正予○後沢観光推進課長

算について御説明いたします。

お手元の平成21年度９月補正歳出予算説明資

料の観光推進課のインデックスのついていると

ころ、127ページをお開きください。補正額は、

一般会計と２つの特別会計を合わせまして、７

億7,823万6,000円の増額となっております。こ

れは、今回、２つの特別会計で実施いたします

事業に必要な補正予算といたしまして、３

億8,911万8,000円を計上してございますが、そ

の財源を全額一般会計からの繰入金で賄います

ため、歳出予算といたしましては、一般会計、

特別会計それぞれに３億8,911万8,000円を計上

するということから、予算書上は、一般会計と

特別会計を合わせまして７億7,823万6,000円の

増額となっているものでございます。この結

果、補正後の予算額は19億4,476万8,000円でご

ざいます。

それでは、補正予算の内容について御説明い

たします。129ページをお開きください。まず、

一般会計でございます。補正額は３億8,911

万8,000円の増額でございます。（事項）県営宿

泊休養施設改善対策費の説明欄１の県営国民宿

舎特別会計繰出金で１億6,321万2,000円、（事

項）観光振興費の説明欄１のスポーツレクリエ

ーション施設特別会計繰出金で２億2,5 9 0

万6,000円をそれぞれ増額補正するものでござい

ます。

次に、130ページをお開きください。（会計）

えびの高原スポーツレクリエーション施設特別

会計でございます。（事項）県営えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設運営費の説明欄１

の施設運営費で、一般会計予算からの繰入金を

財源といたしまして２億2,590万6,000円を増額

補正するものでございます。

次に、131ページをごらんください。（会計）

県営国民宿舎特別会計でございます。（事項）

国民宿舎えびの高原荘運営費の説明欄１の指導

推進経費で、一般会計予算からの繰入金を財源

としまして１億3,504万6,000円、（事項）国民
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宿舎高千穂荘運営費の説明欄１の指導推進経費

で、一般会計予算からの繰入金を財源としまし

て2,816万6,000円をそれぞれ増額補正するもの

でございます。

補正予算の詳細につきまして、お手元の委員

会資料で御説明いたしますので、委員会資料の

５ページをお開きください。県営えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設運営費についてで

ございます。１の事業目的でございますが、え

びの高原スポーツレクリエーション施設は、日

本最南端の屋外スケート場として20年以上にわ

たって利用されてきたところですが、アイスス

ケートのための製氷設備などに老朽化による能

力の低下や故障等のふぐあいが頻繁に発生する

ようになったところでございます。当該施設

は、えびの高原の冬場の誘客を進めるに当たっ

ての必要不可欠な目玉施設でございますことか

ら、安定した運営が行えるように製氷設備の入

れかえを行うものでございます。

２の事業概要ですが、製氷設備の更新工事と

いたしまして、製氷設備機器本体及びアイスリ

ンクの製氷のための冷却管設備の入れかえと、

それに伴う電源設備の工事を行うもので、３に

書いてございますとおり、補正額として２

億2,590万6,000円を計上しているところでござ

います。

４の事業効果といたしましては、より快適な

環境のもとでのサービスを安定的に安心して提

供できる体制が整うことによりまして、新たな

利用客の確保につながるものと考えてございま

す。

次に、６ページをお開きください。県営国民

宿舎えびの高原荘、高千穂荘運営費についてで

ございます。１の事業目的でございますが、え

びの高原荘は、平成８年の改築から13年余り

が、高千穂荘は、平成11年の改築から10年余り

が経過いたしまして、両施設とも設備機器や建

物の各所にふぐあいが発生しているところでご

ざいます。このため、両施設につきまして、所

要の修繕及び機械設備等の更新を実施するもの

でございます。

２の事業概要についてでございますが、えび

の高原荘につきましては、雨漏り防止のための

屋根工事、内装工事、温泉工事など、ごらんの

工事を行うこととしてございます。高千穂荘に

つきましては、（２）に記載してございます

が、空調設備機器類の改修工事などを行うこと

としております。また、両施設とも、平成23年

度に迫った地上デジタル放送への対応も必要で

ございますので、あわせてその対応のための工

事も行うこととしております。

事業費といたしましては、３に記載してござ

いますとおり、えびの高原荘が１億3,5 0 4

万6,000円、高千穂荘が2,816万6,000円、合計１

億6,321万2,000円を計上してございます。

４の事業効果としましては、より快適な環境

下でサービスを安定的、安心して提供できる体

制が整うことによりまして、新たな利用者の確

保につながるというふうに考えてございます。

以上が補正予算の説明でございます。

次に、平成21年９月定例県議会提出議案の11

ページをお開きください。議案第３号「平成21

年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設特別会計補正予算（第１号）」につきま

して、御説明いたします。

12ページをお開きください。この補正予算に

つきましては、先ほど御説明いたしましたとお

り、施設の所要工事の事業費として歳出予算を

２億2,590万6,000円増額補正するとともに、歳

入予算につきましても、一般会計からの繰入金



- 9 -

につきまして、これと同額を増額補正するもの

でございます。

次に、13ページをごらんください。議案第４

号「平成21年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正

予算（第１号）」につきまして、御説明いたし

ます。

14ページをごらんください。この補正予算に

つきましては、先ほど御説明いたしましたとお

り、県営国民宿舎えびの高原荘と高千穂荘の所

要工事の事業費といたしまして、歳出予算を１

億6,321万2,000円増額補正いたしますととも

に、歳入予算につきましても、一般会計からの

繰入金につきまして、これと同額を増額補正す

るものでございます。

以上が提出議案の説明でございます。

次に、報告事項がございますので、再び委員

会資料９ページをお開きください。平成20年の

観光動向調査結果について御説明申し上げま

す。まず、１の観光客数についてでございま

す。平成20年の本県への観光客数を太い線で囲

んでございますが、県外客は448万4,000人と

なっております。これを前年と比べますと、1.8

％の減となっております。次に、県内客につき

ましては、769万3,000人となっており、県内県

外の合計では1,217万7,000人、前年と比べます

と1.4％の減となったところでございます。要因

といたしましては、平成20年の中盤から後半に

かけてのガソリン価格の高騰、後半以降の世界

同時不況などにより旅行環境が悪化したことな

どが考えられるところでございます。

次に、２の県外客の交通機関別入り込み数に

ついてでございます。県外客の利用交通機関

は、ほぼ例年どおりでございまして、自家用車

が最も多く、全体の63.7％を占めており、以

下、バス、飛行機などとなっております。

10ページをごらんください。３の県外客の居

住地別構成についてでございます。九州内か

ら77.7％、その他各地域から、ごらんのような

割合となってございまして、ほぼ例年と同様の

傾向となっております。

11ページをごらんください。観光客数の年次

別の推移でございます。後ほどごらんいただけ

ればと思います。

続きまして、12ページをごらんください。こ

ちらに、観光地・観光施設別に平成20年の観光

客数上位20を掲載しております。順位の欄の下

の括弧内は前年の順位でございます。高千穂

峡、鵜戸神宮、青島神社、宮崎神宮などが前年

と比べまして10％以上増加しておりますが、逆

に、10％近く減少している観光地や観光施設も

ございまして、今後は、県内全体の観光地の底

上げを図っていく必要があるというふうに考え

てございます。なお、11位の宮崎県庁につきま

しては、173.1％と非常に高い伸びを示してござ

いますが、これは、平成19年は知事パネルを設

置した４月から12月まで、平成20年は１月か

ら12月までの来庁者数をカウントしているの

で、非常に高い伸びを示しているという要因も

ございます。

説明は以上でございます。引き続き、観光客

の増に向けて全力を尽くしていきたいと考えて

いるところで、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。

執行部の説明が終了しました○宮原委員長

が、その他の報告事項の質疑については後ほど

お受けいたしたいと思いますので、まず議案に

ついての質疑はありませんか。

常任委員会資料の３ページ、ＩＴ○太田委員

企業受注拡大支援事業というのがありますが、

理解を深めるために質問いたしますが、担当職
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員を雇用するということになっております。347

万3,000円ということですが、これは賃金であろ

うと思いますが、いつから何カ月分ぐらいにな

るんでしょうか。

これにつきましては、10○吉田商業支援課長

月以降の６カ月間というふうに考えておりま

す。

これは今後も継続ということにな○太田委員

ろうかと思いますが、来年度もこういう形で予

定をする、そしてこれは基金の扱いになるんで

すか。期間が定められておりますね。

今年度が、先ほど申しま○吉田商業支援課長

したように６カ月間、その後、22年度、23年度

ということで、２年半という形になろうかと思

います。

同じような質問になりますが、４○太田委員

ページの○アンテナショップ整備充実事業、３新

の事業費の（２）のところ、アンテナショップ

多店舗展開事業も「専任職員を採用し」とあり

ます。これも同じような賃金で、そういう感じ

でしょうか。

こちらのほうにつきまし○吉田商業支援課長

ては、人の採用もいろいろ考えなきゃいけませ

んので、今年度は５カ月間というふうに考えて

おります。

５カ月間ということで、また来年○太田委員

度、再来年度もということでよろしいですか。

おっしゃるとおりでござ○吉田商業支援課長

います。

５ページの県営えびの高原スポー○太田委員

ツレクリエーション施設整備施設運営費のとこ

ろですが、20年以上にわたり利用されてきた製

氷設備等、これをかえるということですけれど

も、製氷設備の耐用年数というのは20年以上も

つものなのか、もう耐用年数が来ているという

ことなのか、その辺はどうでしょうか。

物にもよるところはある○後沢観光推進課長

ようですけれども、大体15年が耐用年数という

ところです。

十分使っておられるということに○太田委員

なりますかね。

今度は歳出予算説明資料で質問させていただ

きます。113ページ、工業支援課のほうでありま

すが、工業試験場費、食品開発センター研究開

発費とありまして、それぞれ補正がされており

ますが、472万6,000円、もう一つは82万3,000

円、これは国からの10分の10で来ておりますの

で、特に大きな問題はないと思いますが、これ

は例えば人件費に相当するようなものなのか、

もしくはソフト的な何らかのものなのか、内訳

みたいなものはどうなっているんでしょうか。

内訳につきましては、試験○森工業支援課長

の材料費、そういったもの、いわゆる試験研究

に要する費用ということでございます。

わかりました。材料費ですね。○太田委員

次に、労働政策課のほうで121ページ、緊急雇

用創出事業臨時特例基金市町村補助事業という

のがありますが、２億5,000万程度の補正であり

ますけれども、これは市町村がやる事業という

ことだろうと思いますが、具体的にはこういう

ことをやりたいというような案があるんでしょ

うか。

例えば、市町村のほ○篠田地域雇用対策室長

うがこういう形で委託してやりたいとか、ある

いは直接実施してやりたいという事業について

今回上げたものでございまして、環境美化が

あったり、介護の分野があったり、教育の分野

があったり、さまざまであります。

それは既にヒアリングが済んだ上○太田委員

でのことということでいいわけですね。まだ公
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表はできないんですね。

市町村のほうから計○篠田地域雇用対策室長

画が上がった段階で、要件に該当するのかどう

かをヒアリングいたしまして、今回上げたもの

でございまして、今後、議決されましたら、公

表していきたいというふうに考えております。

125ページの企業立地推進局、立地○太田委員

企業フォローアップ機能強化事業ということ

で、先ほど説明では公用車をということであり

ました。県土整備部のほうの公用車購入のとこ

ろもあったんですが、エコカーを県土整備部の

ほうでは購入というようなことになっておりま

すが、この公用車はどのようなことになってい

るんでしょうか。

公用車の車種とい○山口企業立地推進局次長

うことでいいますと、エコカーをうちのほうも

買いたいというふうに考えております。

アンテナショップ整備拡充事業に○黒木委員

ついてお尋ねをしますが、みやざき物産館とい

いうのは、会員制、メンバー制になっておるん

でしょうか。

おっしゃるとおり、物産○吉田商業支援課長

センターは会員の会費等で運営しております。

会費はどのようになっているんで○黒木委員

すか。

一律２万円でございま○吉田商業支援課長

す。

会員数が増加しての整備をすると○黒木委員

いうことですけれども、会員数というのはどれ

ぐらいふえたものでしょうか。

会員数が増加しまして、○吉田商業支援課長

展示会場がちょっと狭くなったということで今

回の改修になるわけですけれども、会員の増加

につきましては、19年度から20年度にかけまし

ては、19年度が608会員だったのが680会員に

なっておりまして、72会員ふえているというこ

とでございます。21年度はまだ年度途中ですの

で、とっておりません。

前から会費を取っておりますか。○黒木委員

会員が減少したという例もありますでしょう

か。

会費は以前から取ってお○吉田商業支援課長

りまして、平成10年度からの統計が手元にある

んですが、すべて増加ということで来ておりま

す。

３年ぐらい前、県内の焼酎をず○黒木委員

らっと並べてあったと思うんですけれども、い

つの間にか、小さな焼酎メーカーの焼酎が消え

てなくなっておると。そのかわり、知事の顔の

写真の入った焼酎が並んでいるということで、

大手といいますか、売れ筋のものは置くけれど

も、小さなところは締め出されているような気

がするものですから……。こういうものがあり

ますよと、物産館というのはそういう場でもあ

るかなと思いまして、ちょっと寂しいことじゃ

ないかなと、気になっているものですから、聞

きに行きましたところ、会員制だからそういう

ことになるんじゃないですかという話があった

けれども、それだけでいいのかなという気がし

たものですから。

おっしゃるとおり、売れ○吉田商業支援課長

筋のものを並べるという傾向がございまして、

おっしゃった小さいところについては、展示ス

ペースがないじゃないかということがありまし

たので、今回の補正をお願いしたということで

ございます。

えびの高原スポーツレクリエー○黒木委員

ション施設についてお尋ねしますが、年間利用

者数と経営状況はどのようになっております

か。
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年間の入り込みにつきま○後沢観光推進課長

しては、約２万人の方が利用されてございま

す。経営状況につきましては、スポレク施設と

えびの高原荘、一体で運営しているものですか

ら、両方合わせての収支ということになります

が、平成20年は1,200万ちょっとの赤字を出して

いるという状況でございます。

施設の規模はそのままで、施設を○黒木委員

更新するということでしょうか。

施設の規模を変更する予○後沢観光推進課長

定はございません。

労働政策課にお尋ねしたいと思う○黒木委員

んですけれども、建設業の倒産、転業が一番多

いんですけれども、そこで働いていて失業した

人たちがどういうところに就職したのか、特に

ほかに雇用の場のない中山間地域の建設業はど

ういうところに就職したのかという統計はあり

ませんでしょうか。

これはその他になりますので、○宮原委員長

そこでお願いしていいですか。

わかりました。○黒木委員

113ページの休廃止鉱山鉱害対策費○坂口委員

ですが、これは経済対策がなされたからできた

事業なのか。これは、こういった緊急対策がな

くてもあっても必要なような気がするんですけ

れども、この時期に補正で上がってくるという

のがどういうことなのか。

国の経済対策におきまして○森工業支援課長

は、公共事業等の前倒し発注というのも経済対

策として位置づけられております。今回の工事

につきましても、22年度予定する分を前倒しで

実施する、そういう内容になっておりますの

で、経済対策ということで位置づけをしたとこ

ろでございます。

ことしの当初では必要なかったわ○坂口委員

けですね。22年度にやれば間に合うはずのもの

を前倒し これは必要性があったのに当初で―

組めてなくて、来年度前倒しということでの理

由づけでの補正というとり方をしたからなんで

す。この規模の事業でこういった事業内容の必

要性から見ると当然当初で ダブル事業で組―

まれるならいいんですよ。当初で組まれてい

て、また補正で追加で継続的にやっていくもの

の前倒しならいいんですけれども、前倒しとい

う理解はそういうものじゃないと思うんです。

ぽんと出てくるのは、こういった継続性や、

ずっと監視していく必要性がある事業の前倒し

じゃない。そういうのは前倒しという解釈はで

きないんじゃないかと思うんですけれども、単

純に当初で組まれていて追加なのかどうか。

特に、速日鉱山につきまし○森工業支援課長

ては、21、22年度にまたがって事業をやるとい

う計画でございましたけれども、今回、22年度

分を一部前倒しで21年度に実施するということ

でございます。

当初に組まれていて、あえてまた○坂口委員

追加の補正になるということですね。

21年度分の事業プラス22年○森工業支援課長

度分が一部前倒しでされるということでござい

ます。

了解です。○坂口委員

今度は施設整備、観光振興関連スポレク、指

定管理者がやっている部分の運営はどうなって

いるんだったんですか。

えびの高原荘、高千穂○後沢観光推進課長

荘、スポレク施設、いずれにつきましても、指

定管理者が管理運営を行っております。

それの是だ非だじゃなくて、物の○坂口委員

考え方の整理の仕方ですけれども、一つは、15

年ぐらいが大体の償却というか、耐用年数で
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あって、20年経過しているということで、必要

性は前からわかっていますね。もう一方の高千

穂荘なんかも、これをやれば客がふえるという

ことは当然わかっているし、やる必要のある施

設更新かなと思うんです。そこで、指定管理

者、すべて切りかえが最近あっていますね。３

年間の契約期間が切れて次の契約に入ったと。

その時点で整備をされていた場合、必要性が感

じられていた場合の指定管理料、出すほう、入

るほう、両方ですけれども、この査定という

か、積算というのはすごく変わってくると思う

んです。目的が入り込み客をふやすことですか

ら、経営者を利することになりますね。そうな

ると、この施設を何ぼで借りられるというの

は、その時点で大きく判断材料が違っていたと

思うんです。その時期的なもの、あるいは財源

の都合でできなかったなら、将来、何年次には

どういう整備をやっていきますというものがそ

こで入っていての指定管理者との調整という

か、見積もりというか、そういうことだったの

か、ぽんとここでやられるのかという整理の仕

方、これがいい悪いじゃないんです。

指定管理につきまして○後沢観光推進課長

は、この３件の施設につきましては、平成18年

から平成22年度までの５年間ということになっ

てございまして、先ほど委員が御指摘になった

３年目の分は、今回この施設についてはありま

せんでした。そうはいっても、平成22年度には

指定管理者をかえるのか継続か、わかりません

が、変更があるので、そこで、納付金をいただ

いているんですが、その納付金の額を幾らで算

定するのが一番適切なのかというのは、やはり

議論があるだろうというふうには思います。

22年度までなら、５年の中の残り○坂口委員

の１年余りでしょうから、そう大きい問題とと

らえるべきでもないのかなという気がするんだ

けれども、そのことがなされる計画があれば、

自分ところの経営見通しとか、そういった積算

する上で大きい要素になりますから、こういう

ものは前もって極力示せたほうがいいなという

のと、これは指定管理者を導入する以前に整理

できないままに終わっていると思うんですけれ

ども、こういった更新に対しての経費の客観的

な目安づくり、軽微な補修については指定管理

を受けた、運営するほうがやりましょうとか、

大規模な投資については所有者である県がやり

ましょうというこの整理がなかなか難しいと思

うんですけれども、何らかの整理しておく必要

があるかなという気がするものですから、また

何かこれについて検討でもなされてきて、一つ

の考え方というのが整理されていれば、お聞か

せください。

今ほどの修繕や、さまざ○後沢観光推進課長

まなリスク分担につきましては、指定管理者と

の間で基本協定書を結んで、さらに詳細を決め

た仕様書なども作成しているんですが、その中

で、施設については、大ざっぱに言うと、軀体

や構造に係るようなものですとか、大規模な修

繕は県のほうでやりましょう、日常の細々とし

た小さいものについては指定管理者でやりま

しょうという整理、あと、リスク分担につきま

しても、予期できないような社会変動、県で条

例を変えた、そういう原因で何らかの経営上の

リスクを負うことになった場合には、我々がそ

のリスクは負って何らかの措置をしましょう、

そうでない日常的なものである場合には指定管

理者が負いましょうと、一応の整理はされてご

ざいます。ただ、委員おっしゃったように、世

の中の情勢が一かゼロかで割り切れない場合も

あるので、判断に迷う場面があるというのも事
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実ですので、そういう場面を積み重ねながら、

しっかり整理していきたいというふうに考えて

おります。

なかなか難しくて、では、どうす○坂口委員

るんだといったとき、考え方があるわけではな

いんですけれども、民間の契約、例えばアパー

トなんかの契約だと、事細かにずっとこれにつ

いての責任分担というのが示されていますね。

例えば、デジタル化テレビ一つにしても、大が

かりな投資と見てテレビを買いかえるのか、あ

るいは小規模な、運営者側で対応できる修繕も

可能ということでチューナー交換だけでいくの

か、大きな投資と見るのか、小さな軽微な修理

と見るのかという、なかなか難しい問題がある

と思うんです。整理していくのも大変でしょう

けれども、５年の間に何らかのものが仕分けさ

れるようにやっていかないと、すごく難しいと

ころかなと思うものですから、これは要望で

す。

要望ということですので、お願○宮原委員長

いします。

今回の経済・雇用対策ということ○星原委員

でありますが、商工観光労働部の雇用の創出の

部分、先ほど５カ月とか半年とかいう話もあり

ましたが、今回の部分での商工観光労働部内の

雇用はどれぐらい見ているんですか。

ふるさと雇用再生特○篠田地域雇用対策室長

別基金と緊急雇用創出事業の基金について、県

全体ですけれども、今回の９月補正分で291名の

雇用創出を見込んでおります。

291名というのは全体の部分です○星原委員

か。

今回の９月補正分の○篠田地域雇用対策室長

県事業、市町村事業、合わせてでございます。

291名が雇用創出になって、先ほど○星原委員

の説明の中で私が聞き漏らしているかもしれな

いんですが、５カ月とか半年とかということで

ありましたね。緊急な部分のそれだけで、その

後についてのつながり、そういった関係は考え

られてこういう形になっているんですか。

緊急雇用創出事業に○篠田地域雇用対策室長

つきましては、つなぎ雇用ということで、短期

的な雇用対策ということで、次の就職に結びつ

ける間に一たん就職していただいて、また新た

な職を探していただこうということにしており

ます。ふるさと雇用再生特別基金につきまして

は、継続的な雇用ということで、最長３カ年事

業をやりまして、その後そのところで就職して

もらうとか、あるいは関連企業のところに就職

していただくような形で今、各委託先等にはお

願いしているところであります。

事業の中身的にはそういう話なん○星原委員

でしょうが、一方で、こういう事業費が出てい

るときは雇用する形になるかもしれませんが、

その間に景気が変化してこないと、継続して雇

用するとか、何か新たな技術を身につけて、そ

の身につけた技術を買うということでどこかの

企業が雇い入れていくということであればまた

違うんでしょうけれども、ただ緊急的な形で採

用していて、その間に見つけるという形では、

世の中の動向次第で全然違ってくるのかなとい

うふうに思っているんです。そういう面を考え

たときに、今のうちにどういうふうに持ってい

こうかということを考えておかないといけない

ような気もするんですが、その辺の対応策とい

うのは何か考えていらっしゃるんですか。

今、星原委員がおっ○渡邊商工観光労働部長

しゃった、まさにそのとおりなんです。緊急雇

用創出事業のほうは短期の雇用対策でございま

すので、これが永続的な雇用につながるかどう
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かというのは疑問符があります。ところが、ふ

るさと雇用再生特別基金事業については、一応

１年を目安にして３年間の継続雇用というのが

ねらいで、この基金事業の目的はそういうこと

です。その間、１年間の間に、委員がおっ

しゃったように、継続的な雇用につながるよう

な技術を習得したり、あるいは新しいビジネス

チャンスをそこで創出しようとか、そういう事

業がねらいでございまして、したがいまして、

我々としましては、ふるさと雇用再生特別基金

事業の採択に当たりましては、十分そのあたり

を考えて採択しなければいけないと思っていま

す。特に、今回のふるさと雇用については、市

町村分が補正は上がっておりません。県分だけ

でございます。市町村についても、あと２年

間、来年、再来年、続くわけでございますか

ら、そういう視点でぜひ新しい事業展開を考え

てほしいということをやっておりまして、金の

切れ目が雇用の切れ目ということになります

と、この事業の目的からいいまして、いけない

と、我々としてはそういう視点でこの事業を考

えていきたいというふうに考えています。

ほかにございませんか。○宮原委員長

アンテナショップのことで教えて○野辺委員

いただきたいんですが、県産品の一層の販路拡

大を図るということですが、多店舗展開事業と

いうことは、今、新宿の「ＫＯＮＮＥ」と宮崎

の物産館があるんですが、大阪や福岡、こうい

うことも想定されているんでしょうか。

多店舗展開事業というの○吉田商業支援課長

は、今おっしゃったように、東京と大阪 大―

阪は大阪事務所の中にあります それから宮―

崎ということで、３店舗あるんですけれども、

これに福岡、名古屋、大阪も事務所にあるん

じゃなくてどこかいいところはないかなという

ことで、今のところ３つぐらいを私どものほう

は想定しているんですが、その中で一番効果が

あるところを調査研究事業で探していこうとい

うことでございます。

やり方としましては、財政的な余裕もござい

ませんので、「ＫＯＮＮＥ」みたいにぼんと構

えるのではなくて、宮崎出身の方がやっている

ところで商品を置いてもいいという方がいらっ

しゃったり、そういうことがあったらいいかな

ということで我々としてはこの事業を進めてい

こうと思っておりますが、どちらにしても、調

査研究の中でどこに置くのが一番効果的で効率

的かということを検討していただく人を採用し

たい、我々も一緒になって調査研究していきた

いというふうに考えているところでございま

す。

採用する予定の人は、そちらの分○野辺委員

野にたけている人ということになるわけです

ね。

そうです。流通業界に詳○吉田商業支援課長

しい方がいたら一番いいなということでは考え

ております。ただ、募集の段階でそういう方が

いらっしゃるかどうかわかりませんけれども。

大阪は話されましたが、福岡は、○野辺委員

それにかわるものとして何かやっていないんで

すか、県物産の販売ということでは。

おっしゃるとおり、福岡○吉田商業支援課長

は、福岡事務所に県産品を置いていないのかと

いうことで大分言ってくるんです。展示場には

県産品を置いてあるんです。ただ、それは売れ

ないという形になっておりまして、販売員がい

ないということもありまして、その辺も調査研

究の対象になるのかなということは考えており

ます。

県営えびの高原スポーツレクリエ○星原委員
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ーションの施設、あるいはえびの高原荘、高千

穂荘、指定管理５年ということで、もう３年が

過ぎたところですね。指定管理者にする前と、

３年過ぎてくる中で、先ほど話を聞いたところ

では、1,200万の赤字と聞きましたし、２万人の

入り込みという話を聞いたところなんですが、

指定管理者にしてこういうことが変わってきつ

つあって、こういう効果が出ているとか、新た

な指定管理者になった取り組みで、プラス面、

マイナス面、どういったものがあるか、中間点

でありますが、教えてほしいと思います。

まず、指定管理者にして○後沢観光推進課長

のメリットにつきましては、指定管理に移行す

る前は、当然、県がほかの団体に管理委託をし

て運営していただいていたんですが、利用料金

やそういうものについては条例などのルールで

割と厳しく縛ってあったんですが、指定管理者

になると、そのあたりは弾力的な運用が可能に

なりますので、シーズンに応じて、繁忙期、閑

散期や、お客さんのニーズに合わせて料金設定

を弾力的にしたり、いろんな企画商品やイベン

トを、民間に委託していますので、民間の発想

でやっていただくというところでは、数字にな

かなか結びつきにくいところもあるので、どう

評価するか難しいところがあるんですが、少な

くとも前向きというか、指定管理者にしてよ

かった点としては挙げられると思います。

財政的なところにつきましては、今ほどお話

ししましたとおり、以前は施設の使用料は県の

財布に入ってきて、それに対して委託料を施設

管理者に出すという形をとっていたんですが、

指定管理者になってから、施設の使用料を、お

客さんは指定管理者にお金を払って、それは指

定管理者の方の財布に入って、そのかわり納付

金を幾ばくか我々がいただいているという形に

なったんですが、出し入れの関係が変わったこ

ともありまして、平成18年の導入前と比べまし

て、平成17年度と平成18年度の県の財政への影

響という意味では、年間7,900万円減ということ

になっております。県の負担が減ったというこ

とです。

17年までと18年では、県としては○星原委員

負担が軽くなったということではあるんです

が、仮にこれから22年、あと１年ちょっとある

わけですけれども、指定管理者が運営していけ

るかどうかというのが最終的に出てくると思う

んです。指定管理者も企業経営ですから、黒字

が出なくちゃいけない。指定管理者に任せて民

間の発想で物事を進めていくということは非常

にいいことなんですが、民間で発想するだけで

運営が黒字になっていくかどうかというのは厳

しいところもあろうかと思うんです。というの

は、今、景気が悪くなった。ガソリンの高騰だ

とかいろんなこともあって、観光客が減った

り、レクリエーションに使う予算というのが個

人の消費の中で非常に厳しくなってきている状

況とかありますね。そういった場合に、民間の

指定管理者だけが 自分たちの範疇でうまく―

経営できればいいんですが、そういう部分に対

して、行政としても任せたからいいじゃなく

て、トータルで県内のいろんなことを考えざる

を得ないと思うんです。そういうことの相談や

話し合いとか持ちながら、年の中の半年ぐらい

でいろいろ状況を聞いたりしながら、いろんな

悩みや問題があればそういうものに向けての対

応とか、そういう意見の交換というんですか、

何か情報交流みたいなものはやりながら進めて

いるものなんですか。こういう観光事業という

のは非常に難しい面があるんじゃないかなとい

うふうに思うものですから、そういう部分が民
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間の発想と行政のいろんな支援みたいなもの、

金銭的な支援じゃなくてもいろんな支援みたい

な、情報提供みたいなものをやってうまく効果

が出るように努力されているとは思うんです

が、その辺はどういうふうに行われているもの

なんですか。

今、委員がおっしゃった○後沢観光推進課長

点は非常に大事なところだと思っていまして、

我々も運営をお任せしているとはいえども、県

の施設でもございますし、そもそも、えびの高

原という本県にとって大事な観光地をどう振興

していくかという意味では、中核になる施設だ

と思っていますので、ほっておくということは

していないということです。例えば、えびのの

あたりですと、最近、韓国のトレッキングブー

ムというのもありますので、そういう情報は我

々持っている。えびの高原荘を一つベースにし

ながら、韓国のトレッキング客を呼び込む方法

は何かないかということを一緒に考えたり、そ

ういう取り組みを実はえびの高原荘はことしか

らし始めたんですけれども、そういうことに対

して、我々としても金銭的な支援も含めていろ

いろと支援しているというのはあります。えび

の高原全体をどうしていくのかという議論と不

可分だと思いますので、今年度、観光地総点検

と銘打って、県内各地の観光地の課題を洗い出

して、何をやっていったらいいのかという議論

も始めているんですが、その対象に今年度えび

の高原を選びまして、当然えびの高原荘を含め

て、あのあたり一帯をどう振興するのかという

のを官と民が一緒になって考えているというと

ころでございます。

もう一点だけ教えていただきたい○星原委員

んですが、あそこの場所は鹿児島県との県境に

なりますね。霧島温泉郷とタイアップする形に

なるんですが、両方の県がお互いに周辺をトー

タルで誘客する方法ということで、意見交換、

情報交換、そういう形で協力の部分というのは

やっているものなんですか、やっていないんで

すか。

今御指摘の県境をまたい○後沢観光推進課長

だ連携というのは非常に重要になってくると

思っております。今後、特に霧島とえびのにつ

いて言えば、九州新幹線の全通もにらみます

と、鹿児島中央駅でおりたお客さんを霧島経由

でえびの高原、さらに宮崎まで、奥地に引き込

んでいくという努力もこれから欠かせないと

思っていますので、霧島温泉地域とえびのの連

携をどう図っていくかという議論はしていかな

きゃいけないと思います。ただ、これまでやっ

ているのかということになりますと、あの一帯

で環霧島会議というのを市町村レベルで組織し

て、ジオパークの認定申請という動きはありま

すが、観光客誘致のルートづくりという観光の

切り口に立ったときに、そういう具体的な動き

がまだ十分とは言い切れないのかなと思ってお

りますので、そこを今後、力を入れてやってい

きたいというふうに考えております。

鹿児島県に新幹線が入ってきたり○星原委員

して、そういうことを今後考えていくべきかな

というふうに思うんです。というのは、今度エ

バー航空あたりが運休している形になってくる

と、福岡でおりて、新幹線を使って云々とか宮

崎へ入ってもらうとなると、そういうルートと

かも考え方をどこかに持って、うまく流れをつ

くらないと、宮崎に入り込みがやっぱり不足す

るんじゃないかなというふうに思うんです。一

つの面として、そういう環境づくり、そういっ

たものにもう少しいろいろ考えながら、民間の

人たちの話も聞いたりして、どうとらえていっ
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たらいいかということは今後大事じゃないかな

というふうに思いますので、ぜひその辺をお願

いいたします。

○ＩＴ企業受注拡大支援事業につ○井上委員 新

いてお伺いをします。今回、補正の出た中で、

産業に直接とか、雇用に直接という意味でいえ

ば、これは有効な支援事業だというふうに思う

んです。347万と補正額は非常に少ないんですけ

れども、これが効果が出てくるとおもしろいの

かなというふうに思います。民間産業支援機関

というのは何なのですか。

佐土原町にあります宮崎○吉田商業支援課長

ソフトウェアセンターになります。

宮崎県の言うＩＴ産業にかかわる○井上委員

事業者というのは何社ぐらいあるんですか。

18年度の調査ですけれど○吉田商業支援課長

も、事業所数としては137事業所あります。従業

員数としては2,420名いらっしゃいます。

そういう意味でいえば、各事業者○井上委員

が事業拡大というか、受注拡大をしていくのに

大変なところもあるでしょうから、これを支援

するのはおもしろいと思うんです。６カ月間と

いうのはもったいないような、１人というのも

もったいないかなという気がしないでもないん

ですが、県内外のＩＴ企業を巡回して取引情報

を収集するというふうになっていますけれど

も、取引情報が収集できたとして、具体的にど

うするんですか。

周辺の事情を申し上げま○吉田商業支援課長

すと、首都圏でＩＴ産業の売り上げが７割を占

めているんです。ＩＴ技術者に対する求人倍率

が東京都では3.73倍、今の状況ではちょっと考

えられないような数字なんですが、これが宮崎

では0.80倍ということでございまして、要する

に、首都圏では仕事があるんだけれども、仕事

をしていただくＩＴ技術者がいないという形に

なっているんです。地方のＩＴ技術者にその仕

事を回したらうまくいくということで、首都圏

も仕事ができますし、こちらも仕事が入ってく

るということで、首都圏にあるＩＴの仕事をこ

ちらに持ってきたいということで、いろいろな

仕事を持っている企業さんにこちらに来ても

らって、商談会をして、こういうことができま

すか、はい、できますよということで、商談が

進めばいいかなという事業になります。

待ってましたというか、これはコ○井上委員

ンセプトが非常にいいんです。予算額は非常に

少ないけれども、効果が出てきたら、以前から

私も何度もこれは言っている内容なんですけれ

ども、非常にいいんです。いいんだけれども、

こういうちまちま感でいいのかなというのが

ちょっとあるわけです。私の言い方が悪いかも

しれないんですよ。現実に言われたとおりだと

思うんです。首都圏に７割固まっていて、それ

が地方に分散するような形になってくれば、そ

こを大量にとる 今回私が宮崎県を人材の県―

にしたらどうかという提案をしたのはそのせい

もあるんですが、技術者養成というのはうちで

十分にできる、そして企業も来てもらっていい

し、受注があれば仕事は実際やれますよという

ことがアピールできればいい、そういうふうに

この前の代表質問では申し上げたところなんで

す。地方でやれることについてはしっかりとア

ピールして、仕事をとってこないといけない。

そこが小さい企業だとなかなか難しいんです。

そこをどうやってつなぐかということが こ―

れはコンセプトとしてはいいんだけれども、こ

んなものでいいのかというのが私はよくわから

ないんです。これは単なる実験程度のことで

あって、大量に仕上げていこうとかは余り考え
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ていない、それぞれの企業がそれをやれるよう

にしていくのが目的であって、実際は大きいこ

とは考えていないんだという事業なんですか。

どっちなんですか。

先ほど宮崎ソフトウェア○吉田商業支援課長

センターの話をいたしましたけれども、あちら

には50名職員がおります。その職員の方も、こ

こに書いてありますように、研修をやったり、

商談会というわけではないけれども、情報提供

なんかはしていますので、そこにまたもう１

人、専任の方を入れて、ソフトウェアセンター

の組織力も使って大規模にやれたらということ

も考えております。

ＩＴ産業の全体のこれからのもう○井上委員

かりというか、それが生み出す富というのがど

のくらいなのかというのは、まだわからないん

ですね。はっきりとこのくらいのものだと言え

ないぐらい、広さがまだわからないんですね。

それともう一方では、自治体としても、ＩＴを

活用した、もっとそれこそそこに予算額を投入

しないといけないこともあると思うんです。そ

ういうこととこれとがどういうふうにリンクし

ていくのか。産業界が生み出す大きな力がある

として、それによって宮崎が雇用として確保で

きるもの、それによる収入がどのくらい得られ

るのか、そういう分析はちゃんとやっているの

かどうなのかというのが、これを見る限りでは

ちょっと不安があるんです。

分析と言われますと○渡邊商工観光労働部長

非常に難しいんでしょうが、ただ、委員のほう

に誤解があるといけませんが、これは半年でご

ざいますけれども、ふるさと雇用再生特別基金

は１年以上雇用継続できるんです。我々として

は、６カ月雇いますが、とにかくそれで一回

やってみて、ソフトウェアセンターと内部で県

内の企業事情なんかもスクリーニングしながら

僕らは６カ月で終わるとは思っていないん―

です。来年、再来年、これは23年度までの事業

でございますので、23年まで継続できるわけで

ございますから、当然そういう形で事業を継続

して、場合によっては、１人じゃ不足するとい

うこともあり得るかもしれません。そのあたり

は、まさにふるさと雇用基金事業の利点だろう

と思いますので、我々としてはこれを精いっぱ

い活用して、とにかく、委員がおっしゃったこ

とも含めて、いろいろ可能性を模索するという

ことだろうと思います。

これを提案した職員の人は若いの○井上委員

かどうかわからないんだけれども、これからだ

と思うんです。まだ先がわからない。どのくら

い生み出せるのかというのはわからない。宮崎

でできる可能性として、企業としてどのくらい

のことができてという分析をきちんとしても

らって、人材育成という点からも含めて、きち

んとしたものを体系的に仕上げていくというも

のがないと、ちょこちょこ仕事を下さいよ程度

では無理なのかなという気がしないでもないで

す。せっかくの347万円で、補正というところが

おもしろいんだけれども、結果として、これが

突破口で宮崎が違う形に変化していけるとまた

いいのかなと。これは非常に期待していますの

で、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

要望ということですので、お願○宮原委員長

いします。

ほかにございませんか。

私も聞き漏れがありまして、今の○太田委員

ＩＴ受注拡大支援事業の件ですが、340万近く

は、１人ということであれば、賃金58万ぐらい

になるんですね。賃金として見たならば１カ

月58万ぐらい。これは委託ということでもあり
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ますので、ふるさと雇用再生特別基金は、基本

的には雇用につながるということがあるわけで

すから、58万がそっくり賃金に行くのかなと思

いますが、その辺はどうですか。委託の中で内

訳があるんでしょうか。

賃金につきましては、30○吉田商業支援課長

万円を想定しております。30万だと６カ月で180

万、それに賞与もありまして、203万が人件費、

要するに、その職員に行くお金ということで

す。残りにつきましては、巡回等もしますの

で、県外にも行きますので旅費とか、研修会が

ありまして講師の方に来ていただくとか、商談

会をやるときの会場の借り上げ、そういうもの

を合わせまして、347万3,000円というものを計

上させていただいているところでございます。

同じように、アンテナショップの○太田委員

ほうも、ＩＴのほうは１人というふうに聞いた

ものですから、アンテナショップのほうは雇用

人数とすれば何人ということを想定されている

んですか。

アンテナショップも一応○吉田商業支援課長

１名ということでございます。

単純に、１名であれば30万の賃金○太田委員

ということになりますが、先ほど説明があった

ような形での、いろいろ旅費とか、あんなのが

あるということでいいですか。

こちらは、17万2,000円が○吉田商業支援課長

１カ月の給料というふうに考えております。先

ほどおっしゃいました旅費とかもその中に入っ

ているという感じになります。この場合は５カ

月分ということです。

企業立地推進局、先ほど質問いた○太田委員

しましたが、公用車を低公害車にかえるという

説明がありましたが、この公用車については、

古い車を廃車して、新たに今度これを入れると

いうことなのか、買いかえであるのかどうか、

その辺を確認したいと思います。

ただいま公用車と○山口企業立地推進局次長

しては１台所有しております。フォローアップ

事業等につきましては、人員体制を強化いたし

まして、公用車の出る回数が若干多くなりまし

て、不足ぎみにありますものですから、新しく

１台購入したいということで考えております。

車の種類としては、特殊車両みた○太田委員

いなものじゃなくて、単なる乗用車的なものと

考えればいいですか。

おっしゃるとおり○山口企業立地推進局次長

です。

ほかにございませんか。○宮原委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ないようですので、○宮原委員長

次に、その他の報告事項について３点あります

が、３点についての質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。

昭和シェルソーラーのことでお尋○野辺委員

ねしたいんですが、本会議でも出たと思うんで

すが、2011年で800名の従業員の見込みというこ

とでありますが、これに対する最終的な企業立

地補助金は、金額はどれぐらいになるんでしょ

うか。

今、詳細に私ども○山口企業立地推進局次長

調べておりますのが、投資額が1,000億円で従業

員が800名ということになります。補助額につき

ましては、精算払いといいますか、実績に応じ

てこれからお支払いをさせていただくことにな

るわけですけれども、実際にこれから工場整備

を始めまして、投資額がある程度はっきりし

て、雇用人員もある程度実績が出た段階で、私

どものほうに申請が上がってくるということに

なりますので、ただいまのところ、補助額が幾
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らというのは言いづらいところでございます。

まだ調印式をしてい○矢野企業立地推進局長

ないんですが、10月初めにやる予定です。計画

書が出てきていません。ここは土地が約40ヘク

タールあります。土地を広げるときは開発行為

等が必要ですけれども、土地を広げる予定は現

在のところありません。その土地の中に建物を

どういうぐあいに配置するのか、新しくつくる

のかというのは、調印式の時点で発表になりま

すので、今の時点で計算はできないということ

でございます。

相当多額になると思うんですが、○野辺委員

宮崎県にとっては大変ありがたいことですが、

日立プラズマディスプレイには補助金は幾ら流

していらっしゃるんでしょうか。

日立プラズマディ○山口企業立地推進局次長

スプレイにつきましては、平成17年度、これは

２番館ですけれども、ここに５億円補助してお

ります。18年度、19年度、これは３番館につい

てでございますが、それぞれ各年５億円ずつ交

付いたしまして、プラズマディスプレイ、合計

で15億円の補助を行っております。

撤退された場合の補助金なんです○野辺委員

が、交付要綱では、撤退された場合はどうなる

んですか。３年間でしたかね。返還もあり得る

んですか。

企業立地補助金に○山口企業立地推進局次長

つきましては、日立プラズマディスプレイ、投

資をしていただきまして、会社を立ち上げて、

雇用人員250名、最終的に計画では1,500名弱の

予定でしたけれども、実際に工場を立ち上げま

して、雇用をしていただいております。それに

対する補助ということでございますので、既に

実際に工場を立ち上げていただいていますの

で、その実績に対して補助をしたということで

ございます。そういった補助に対する返還とい

うことにつきましては、特段の規定は設けてお

りません。返還という形はなかなか難しいとい

うふうに考えております。

今からこういうケースが出てくる○野辺委員

んじゃないかと思いますから、３年間操業され

たわけですか、短期間の場合、補助金の交付要

綱の中にそういう項目を設けたほうがいいん

じゃないかという気がするんですが、そのこと

についての考えはいかがでしょうか。

そういった御意見○山口企業立地推進局次長

もいただいているんですけれども、本県の場合

は誘致条件といいますか、大消費地も遠いとこ

ろにございます。加えて、高速道も、インフラ

整備も十分まだできていない途上にあるという

ようなことでございまして、誘致する対象企業

にとりまして、そういった返還規定云々という

のは敬遠するような材料になるのではないかと

いうことも若干懸念しているところでございま

す。ただ、大型案件につきましては、いろいろ

研究はしてみたいと思いますけれども、そう

いった状況で、今のところ、特段、制定するよ

うな考えはございません。

進出されるときに、短期間で撤退○野辺委員

するということは企業としても考えていらっ

しゃらないと思うんです。要綱の中に、後ろの

ほうでも、そういう項目を入れておかんと…

…。今、準備してある企業立地の補助金は、残

額どれぐらいあるんですか。

今年度の予算とい○山口企業立地推進局次長

うことでございましょうか。それにつきまして

は、過去に立地していただいた企業のほうで実

績を請求してまいりますので、その予算といた

しまして、８億3,000万ほどを今年度は予算化し

ておりますけれども、昭和シェルにつきまして
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は、操業が平成23年ということでございます。

実際に申請が上がってくるのはそれ以降という

ことで考えております。

わかりましたけれども、早期の撤○野辺委員

退ということについては、やはり何か一項設け

てほしいなと思っておりますので。

企業にとりまして○山口企業立地推進局次長

は、こういった1,000億というような投資をされ

るわけでございます。現在、企業もグローバル

化しておりまして、技術革新もスピードが速い

状況にございます。企業としても将来を見通せ

ない部分もあるのではないかというふうに考え

ております。そういったことで、実際に営業し

て間もなく撤退ということも、経済行為でござ

いますので、できれば１年でも長くいていただ

きたいんですが、そういうことも確かに可能性

としてはあるということで御理解はいただきた

いというふうに思います。

今、野辺委員がおっ○渡邊商工観光労働部長

しゃったことは、大きな一つの論点だろうと思

うんです。今回、本議会でも外山良治議員が御

質問されまして、お答えしたわけでございま

す。やはり我々としては、雇用を守っていかな

きゃいけない。短期間で撤退ということになり

ますと、それが完全にがたがたいくというよう

な状況になるわけでございまして、地域に根づ

いた企業経営というのをやっていただきたいと

いうのが一番の願いでございます。

そういう中で、企業立地補助金をどういうふ

うに考えるかでございますけれども、高額の補

助金の場合、そこにはある程度の規律というの

を設けたほうがいいんではないかというのは僕

らも今考えておりまして、どういう形がいいの

か、一方で、余りそれを厳しくしますと、本県

のような、先ほど次長が申し上げましたように

立地条件が非常に不利地なんですが、そういう

不利地なところにスムーズに立地がいくかどう

かという問題も一つあります。したがいまし

て、そのあたり両てんびん置きながら、いい形

でやりたいなと。それを補助金交付要綱で処理

するのがいいのか、あるいは立地協定みたいな

ものをつくりますので、そういう中で明記する

とか、補助金の出し方も、一遍で出すのではな

くて分けて出していくとか、いろいろやり方は

あろうかと思います。そのあたりも含めて全体

で、企業の意向なんかも、はっきりお聞きする

といけませんけれども、企業の今の状況、そう

いうものも踏まえながら、いい形 よその県―

では、そういうことを設けている県もあります

ので、一律に全部というわけではありませんけ

れども、特に高額の補助金についてはそういう

検討も必要ではないかと、我々、認識しており

ますので、今後検討していきたいと思っていま

す。

今、部長言われたように、すごく○坂口委員

難しいところだとは思うんですけれども、背に

腹をかえられないから、何でもかんでもいらっ

しゃいじゃなくて、今後の競争時代に勝ち残れ

るということが前提での誘致でないと、背に腹

はかえちゃだめだと思うんです。翻弄されるの

はそこで働く人とか、宮崎県自身であって、日

立プラズマディスプレイにしても、企業が倒産

したわけじゃないんです。整理する中で宮崎を

引き揚げようということで、淘汰しやすいとこ

ろだったということです。生き延びるために宮

崎を切ったわけです。ここらの何らかの判断と

いうものはないと、当たり前のところには行け

ないわなと、企業規模拡大でもやろうとすると

き、宮崎は行きやすいから腰かけるかというよ

うなことでは、ばば拾いではだめだと思うんで
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す。それが一つと、それだけの投資なら、地場

から逃げるわけにいかない人たち、建設業も含

めて、そこが３人なり５人なりの雇用を拡大し

たり守ったりすることと、500人、1,000人とい

うものをやることとのバランスが一つ必要と思

うんです。

今言われたように、部長の考えの中の一つに

も言われたけれども、過去、シーガイアの、60

億県が出して100億の基金というときも、徹夜を

やって附帯をつけて、結果的に、必要なものを

必要な年度に出していくということで26億出し

たですね。あのとき、そういう工夫していな

かったら、今度と一緒だと思うんです。60億ぽ

んと持っていかれて、なくなっていたと思うん

です。課長言われたように、単純に考えない

で、企業をここに誘致する目的は何なのかと。

雇用の場だと。雇用される人が翻弄されないた

めの誘致につながらなきゃ、１万人つくったよ

ということでの数稼ぎじゃだめだと思うんで

す。だから、そこはもう一度原点に返って、何

のための企業立地なのかということで、だれを

守る、だれのためにやっているのかというこ

と、やっぱり県民のためだということで、これ

は一回分析しながら、代表質問でもありました

し、野辺委員の指摘もありましたから、単純に

企業を集めやすいというための補助金じゃだめ

だと思うものですから、ぜひお願いします。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いします。

観光動向調査の結果の概要につい○徳重委員

てお尋ねしておきたいと思いますが、19年、20

年、観光客が前年比かなり減っている。特に県

外客の減少、1.8％、11ページの数字で見ると、

５％も減っているわけです。この原因は何だと

思っていらっしゃいますか。

19年と20年の減少率で言○後沢観光推進課長

いますと、県外客で言いますと、減少率として

は1.8％の減になっていることでございますけれ

ども、減った要因としましては、大きいのは経

済状況の悪化、月並みかもしれませんけれど

も、これが大きいと思っております。

数字の積み上げ方は違うんですけれども、月

ごとの入り込み数をカウントしていきますと、

これは暦年でとっているんですが、１月からゴ

ールデンウイーク前ぐらいまでは前年を上回っ

ていまして、そこそこで来ていたんですけれど

も、年の後半になって前年割れを毎月するよう

になってきているものですから、そういうとこ

ろから分析しても、年の後半の経済状況の悪化

というのが一番大きかったのかなというふうに

思っております。

宮崎県が観光を売りにしているこ○徳重委員

とは御案内のとおりでありますから、どうして

も観光は大事にしていかなきゃならない。まし

て、先ほどから出ておりますとおり、新幹線が

鹿児島まで来て、宮崎にそのお客を引き込むと

いうことになると、この状況からして、宮崎県

の観光の売り、こういう形で売り込んでいくん

だ、このことが宮崎県の観光の目玉なんだとい

うものが幾つかなければいけないと思うんで

す。ただ、来てください、それでは観光客は来

てくれないと思うんですが、今、考えていらっ

しゃる目玉は、宮崎県の観光の売りというのは

どういったものを考えていらっしゃいますか。

委員の御指摘は重要な点○後沢観光推進課長

だと思っていまして、我々も、日夜と言うと大

げさかもしれませんが、何を宮崎の観光の売り

にしていこうかということを議論しているとこ

ろです。まだ議論の過程というところもありま

すので、今後、いろんな方の御意見を聞きなが
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ら、生み出されていくものもあるかと思います

が、一つ大事な視点は、観光もほかの県との競

争ということになりますので、ほかの県との関

係で比較優位に立てるものは何なのか、それを

どう売り出していくかというのが大事な議論に

なるのかなと。そういう意味で、今、考えて取

り組みかけているのは、スポーツランドという

のは宮崎のある程度確立されたブランドだとは

思っておりますが、海をまだ生かし切れていな

いんじゃないのかということで、マリンスポー

ツというと非常に広いですけれども、サーフィ

ンとかそういうものに着目して、もっと磨き上

げることができないか、ただサーファーに来て

もらうだけではなくて、すそ野の広いものとし

てサーフィンというのをキーワードにして、幅

広い人に来ていただけるような仕掛けは何かつ

くれないのか、議論しています。

また今年度から、恋旅プロジェクトというプ

ロジェクトが動き始めていますけれども、宮崎

は、御案内のとおり、神話や伝承というのが豊

富なんですけれども、神話という縦の軸で売り

出していますが、それを横軸で切るというと変

ですけれども、昔、新婚旅行のメッカだったと

いうのも含めて、その中で、恋とか愛とか、真

顔で言うと恥ずかしいんですけれども、そうい

うテーマで、恋とか愛とかという切り口で今あ

る素材を再整理して再提示していく、それが新

しい価値になるんじゃないかということで、そ

ういう作業をしています。

部の中でもいろいろ意見があるんですけれど

も、宮崎は農業県であったり畜産県であったり

というところがあると思いますので、月並みか

もしれませんが、自然や農業の体験、今、グリ

ーンツーリズムやエコツーリズムというニュー

ツーリズムというのが需要として上がってきて

いますので、そこをとらえて、実は「ゆっ旅」

というブランドで育てようとしているんです

が、そういうものをつくっていけないかという

議論をやっております。

こういうものが全部が全部、目玉として、全

国、世界の人が注目してくれるものになるかわ

かりませんし、これ以外のものが新しい素材と

して発見されたりとかあるかもしれませんが、

現段階ではそういったものに着目しながら、育

てていきたいということで取り組み始めている

ところでございます。

いろいろお話しされたわけです○徳重委員

が、どうもこれとして確かに全国に売り出せる

ようなものはなかなか目につかないわけです。

新婚旅行のメッカといったって、今、時代の流

れとしてそれはどうかなと思います。いろいろ

おっしゃったんですけれども、宮崎県の売り

は、歴史・文化あるいは伝統、そういったもの

を、今、縦の線とおっしゃいましたが、横とい

うか、ちゃんとした形で残す、残される条件に

あるんじゃないかと思っているんです。私は、

ことしの質問でも都城の大島畠田遺跡のことを

申し上げました。ああいったところに弥生時代

の施設をつくって、歴史街道をつくったらどう

かということを提案したところです。上野原遺

跡あるいは都城の畠田遺跡、そして西都原古墳

という形で、縄文、弥生、古墳という流れをつ

くって、あそこに行けば歴史を勉強できるんだ

というような、ちゃんとした核があったほうが

いいんじゃないかというのが一つあるわけで

す。また、平和台もございますし、歴史神話街

道もちゃんとしたものがある。その一部でもど

こかにちゃんとしたものをつくって、観光客を

引っ張ってくる。あるいは、百済の里もありま

す。そういったものをつくっていくことがいい
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んじゃないか。そういった核になるものがどう

も見えないんです。それが一つ。

もう一つは、やはり食べ物に非常に関心があ

ります。雇用の問題もそうです。アンテナ

ショップのことも先ほど出ておりますが、宮崎

県の売りは、食べ物は何なのかというのがなか

なか見えてこないような気がするんです。宮崎

県の特産として、これはいいぞ、これは量産し

て全国に販売できるようなものがあるというこ

とを何らかの形で示すということ、それとあわ

せないとうまくいかないんじゃないかと。やっ

ぱり食べ物というのは非常に大事だと。マンゴ

ー生キャラメルもいいでしょう。何らかの形で

全国に売り出せるようなものをつくらせる、そ

れだって雇用の創出に絶対つながっていくんだ

と思うわけで、そういったものをもう少し真剣

に皆さん方あるいは関係の業界の皆さん方と積

極的な話し合いをして、売りに出ていくという

ような形がとれないものかなと思っています。

単純にただ形をつくればいいというんじゃなく

て、何かと組み合わせないとうまくいかないの

じゃないかと思うんですが、いかがでしょう

か。

私も、旅行関係の業者の○後沢観光推進課長

方と話をしたりという機会があるわけですけれ

ども、我々が、役人のグループですけれども、

これが売れるんじゃないのかという感覚と、実

際、旅行をなりわいとされている方がこれは受

けるんじゃないかという感覚とちょっと違って

いたりするところもあって、我々がこれはだめ

だろうと思ったのが意外と受けたり、これはい

けるだろうと思っていたのがそんなのだめです

よという話があったりする。委員がおっしゃっ

たような幅広い方の話も聞きながら、おっ

しゃったような歴史とか文化というのも当然選

択肢がありますし、食というのも重要な要素だ

と思いますが、なるべく懐深く、広くして、可

能性を余り摘み取らないように、いろんなもの

を受けとめて、そこから絞り込んでいくという

考えも必要かなと思いますので、委員がおっ

しゃったような素材も当然、我々の選択肢の中

には重要なものとして入れて、検討を進めてい

きたいというふうに考えております。

知事が就任されて、県庁観光が100○徳重委員

万人を超したということで、喜んでいいのかど

うか、いい面もありますし、入り込みも大変な

んです。毎日、朝早くから観光バスが入り込ん

でおります。余りいい状況ではない、はっきり

言って、そう思っています。ただ、この県庁ツ

アーそのものは減ることはないかもしれません

が、余りこれに重点を置くということはいかが

かなと私は思っておりますので、あえて申し上

げておきたいと思います。

県庁は、つい先日、100万○後沢観光推進課長

人を超えて、大きな入り込みですけれども、

おっしゃるとおり、東国原知事が就任されて観

光地になったわけですけれども、いわばその人

気にあやかっているところは多々あるかと思い

ますが、これからそれを頼りにし続けると、

やっぱりいけないんだろうというふうに思って

おりますので、御指摘のあったような新たな観

光素材というのを発見して磨いていくというの

をしっかりやっていきたいと考えております。

今の同じテーマなんですけれど○井上委員

も、入り込み客数というのは私たちもよくデー

タとかいただくんですが、それと宿泊客、宮崎

のどこに泊まってというデータはきちんとある

んですか。

まず、入り込み客数と宿○後沢観光推進課長

泊データというのは、おっしゃるとおり、違う
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ものでして、宿泊データにつきましては、先方

との関係があるので、どことは言えないんです

が、宮崎市内に20社を対象に宿泊者数を毎月統

計としてとっているものがあります。入り込み

客数につきましては、バスで来られる方、車で

来られる方、フェリー、飛行機、ＪＲ、いろい

ろありますが、県境で年に何回かカウント調査

をしたり、アンケート調査をしたりしながら、

どれぐらいの観光客が本県に入っているのかと

いうものを推計して整理しております。

ちなみに、平成19年度は450万が入○井上委員

り込み客数ですけれども、宿泊客数というのは

何人ですか。

今ほどお話ししたとお○後沢観光推進課長

り、宿泊客については20社の積み上げの数字と

いうことになりますので、県内全体ということ

にはならないんですが、宮崎市内の20のホテル

への宿泊者数は、平成20年で120万弱という数字

になっております。全体の数字を示す数字では

ございません。

入り込みの客はもちろん多いにこ○井上委員

したことはないんですけれども、問題は、宿泊

していただかないといけないと思うんです。通

りすがりで宮崎を通過していただくだけ、私も

今回、代表質問でも言わせてもらいましたけれ

ども、通過はだめなんです。経済効果が高いの

は、やっぱり宿泊していただくということが大

事なんです。東北の人たちはどういうふうなル

ートで来て、下手すると、高千穂まで来て熊本

に帰ってしまって熊本で宿泊とか、いろいろ違

うんです。私も、これには非常に興味があると

いうことと、個人的なあれもあるんですけれど

も、商品を見てみると、なかなか宮崎では泊

まっていただいていないわけです。観光業界全

体の振興を図るというときに、どうやって宿泊

客をふやすかということが大事だと思うんで

す。

前回、私は質問のときに環霧島観光圏のこと

も申し上げたので、先ほど星原委員から出たよ

うなことは申し上げたわけです。ありとあらゆ

るところを通じて、どう宮崎のほうにお客を引

き込んでくるのか、泊まっていただくのか、泊

まっていただいたときにどうやって宮崎を売り

込んでいくのかということ、リピーターをどう

ふやすかということとか、いろいろあると思う

んです。環霧島は、一つ着眼しないといけない

ところだと思うんです。だったら、えびの、京

町温泉をどうするのかという問題点が、皆さん

方がよく言っていた磨き上げはどうしているの

かということがあると思うんです。数だけ、入

り込み客数だけ言われて、450万来ました、よ

かったというだけでは、そこに経済効果、波及

効果 物産館のあそこだけが売れればいいと―

いうことではないと思うんです。各地域が元気

になって、一つの観光地をつくり上げていくと

いうのがないといけないと思うんです。徳重委

員が言われるように、いろんなことをみんなす

ごく心配しているわけです。宮崎はだんだん廃

れるんじゃないかという心配をしているわけで

す。

私、今回の代表質問では黒川温泉を使ってお

話をしましたけれども、別にきれいなおねえさ

んなんかもいないんです。げたをからころ言わ

せて歩いている観光客だけなんです。置いてあ

るものも、そう大したものはないんです。お土

産もロールケーキを買って帰る程度なんです。

だけれども、何かが違うということなんです。

先日、えびののちょうど市議会議員選挙があっ

ていましたので、えびのに行かせていただい

て、京町にもう一回行かせてもらいましたけれ
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ども、やっぱりどうかしたいんです。一点突破

で県庁だけにお客様が来てくださっているとい

う、これは物すごくありがたいと思うんです。

これもありがたいけれども、せっかく来た客を

逃がさないということがどうやったらできるか

ということだと思うんです。知事は何度も、私

に対する答弁も、神話の問題、恋旅のこと、マ

リンのこととかも言っていただいたんですけれ

ども、何か決め手がないんです。これというの

がない。職員の方と話をしたときに、意外にお

もしろいなと思ったのは、広域農道を使って出

てくる、小じゃれた感じで木城町があって、そ

こでロールケーキのおいしいお店があるんです

けれども、あそこに女の人が結構行く、そうい

うルートづくりということについても、車で来

た人をルートで逃がさないということもちょっ

と考えてみたらどうなんだろうと。無理くり10

号線を何で走らせるのかと、よく言うんですけ

れども、宮崎に今あるのをどうやって使って商

品化していくのか。部長が私の答弁に対して答

えていただいたけれども、どうやって商品化し

ていくのか、エージェントとどうやってうまく

話してそれが商品化できて広がっていくように

して発信できるようにするのかということを考

えていただけたらと。

私、観光推進課というところには、女性の人

たち、おばちゃん系の人とかいないのかなと

思ってしまうんだけれども、実際に行く人たち

が、実際にうろうろしている人たちが、その人

たちが 今、東北が「歴女」とか言われて、―

いいじゃないですか。直江兼続がどうだのこう

だの、景虎がどうだのと言っているじゃないで

すか。あれもおもしろいコンセプトですね。き

ちんとしたものを聞かせていただかないと、い

つも場当たり的な感覚というか、決め手がな

い。このままだと、旅行会社の人たちも宮崎を

見捨てるんじゃないだろうかという心配がある

わけです。単に車の問題なのか、列車の問題な

のか、飛行機の問題なのか、それだけなのか。

リーズナブルで、お金をそうかけないけれど

も、必ず、ここはいいというのを思わせるもの

がないと、女の人は財布をあけないと思うんで

す。財布をあけさせるものがないと、よくない

んじゃないかなと思うんです。せっかく九州内

からたくさん来ていただいているけれども、２

回は来ないと言われると、それはむちゃくちゃ

腹が立つ内容じゃないかと思うんです。そこを

どうするのかということと、何かいま一歩の先

の話が委員会で出てこないから、みんないらい

らするという感じだと思うんです。観光の問題

というのは、話していて、私たちもこれがいい

という実感がないわけです。

井上委員がおっ○渡邊商工観光労働部長

しゃったことは、昔、私も観光の係長をやって

いまして、20年間この議論をやっているわけで

す。議会のときに井上議員が黒川温泉とか出さ

れましたけれども、我々行政も一生懸命やるん

ですが、民間の方々、例えば黒川温泉には後藤

哲也さんがおられる。この人は、露天ぶろとか

温泉手形なんかつくって、その当時は変わり者

と言われたそうですが、この人が一生懸命に

なってやられた。それから、湯布院でも中谷健

太郎さんという、亀の井別荘をやられた方です

けれども、この方が地域おこしでやられた。お

隣の妙見温泉の雅叙苑、田島さんがおられます

けれども、彼なんかが、いわゆる高級露天ぶ

ろ、広い敷地の中で、彼は10数年かかって土地

をずっと買い求めておられましたが、そこにあ

あいう施設をつくった。観光というのは、この

方々にいろいろお話を聞きますと、行政に依存
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していないんです。自分たちで創意工夫しなが

ら、一つのポイント、あるいはアピールするよ

うな、ハード、ソフト含めて、そういうことを

やっておられる。かつて岩切章太郎さんがおら

れた。その後、佐藤棟良さん、そういう方がお

られて、宮崎も超弩級といいますか、非常に大

きい方はおられるんです。こういう地域おこし

できらりと光るような観光地づくりをされる方

といいますか、そういう方は潜在的にはおられ

るんだろうと思うんですけれども、そういう方

々の能力をいかに出すかというのが我々の仕事

かなと。しかし、基本は、自分たちの地域でそ

ういう視点で観光的な地域おこし、そういうこ

とをやってほしいなというのがずっと私、考え

ていることです。

もう一つ、井上委員が商品化のことをよく言

われるわけですけれども、商品化ということに

なりますと、もともと物がよくないと商品化で

きないわけです。ものづくりに帰着する。それ

は、ハード、ソフト含めてですね。京町温泉の

問題を見ますと、ハード、ソフトともに、黒

川、湯布院と比べてどうだろうかという話があ

るわけです。そのあたりも客観的に見詰めな

きゃいけない。我々は、県内の主要観光地の総

点検をやって、そのあたりの課題を剔抉して、

もう一回議論しようかと思っています。そのと

きは必ず、行政だけじゃなくて、民間の方々も

入れて議論しようかと思っていますので、そう

いう視点で今後、観光行政頑張りますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

部長からそれを言われると、あれ○井上委員

なんですが、霧島に旅行人山荘というのがある

じゃないですか。雅叙苑さんはちょっと高い。

でも、旅行人山荘は安くで行ける。そこで同じ

ように小さい温泉が、露天がつくってあって、

そこに行ける。出てくるものといったら、そう

大した食事は出てこない。でも、温泉がよくて

星がきれい、こうなってくると、大したもの

じゃないけれども、設定の仕方によっては物す

ごくお客は来るということなんです。うちはプ

レゼンが下手なんじゃないだろうかと、私はい

つも思うわけです。もう少しプレゼンの仕方を

研究すると、全然違うんじゃないか。大したも

のじゃないけれども、何か違う、何かきらりと

光るみたいな、いわゆるプレゼンの仕方を一回

研究してみていただけたらと思います。

重要なことだというふうに思い○宮原委員長

ますので、十分検討していただいて、いい方向

に持ってきていただけるとありがたいかなと思

いますので、要望だというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

既に時間が12時15分前になっておりますの

で、ここで午前の部を一応締めたいというふう

に思います。暫時休憩をさせていただきまし

て、１時10分から再開するということでよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

暫時休憩いたします。○宮原委員長

午後０時９分休憩

午後１時11分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

先ほどに引き続きまして、その他の報告事項

についての質疑は何かございませんか。

観光動向調査の中で、先ほどもい○星原委員

ろんな宮崎の観光の話が出ていたんですが、い

ろいろ民間の頑張りとか、部長の話もありまし

たが、そういう中で県として、要するに、年代

や、女性とか男性とか、ターゲットをどういう

ところにどういうふうにいこうとか、あるいは
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県外、海外からの客はどういったところを好ん

でいるとか、そういう調査、分析をやられたこ

とがあるのか。そういうことで、やる方向性が

決まっていくんじゃないかなという気もするも

のですから、そういう調査をやられる考えはな

いのかをお聞きしたいんです。

ニーズの調査について、○後沢観光推進課長

統計的な調査というものは、県独自としては私

の記憶の範囲ではやっていないと思います。た

だ、例えば海外の話が出ましたけれども、海外

のエージェントと接する中で、今、韓国なら韓

国でどういうものがブームで、旅行としてどう

いう選考があるのかという情報を仕入れてき

て、それをもとに施策を立てたりという取り組

みはしています。

どういったところが好まれている○星原委員

かというのをまず調査しないと、歴史、伝統、

文化がある、何かがある、こういうものだけで

はなかなか決めにくいのかなというふうに思う

んです。どういう層にはどういうねらいで、ど

ういう施設が県内にあるのかということがまず

ありますね。そういう調査と、最終的に観光で

生きようとすれば、リピーター、そういうのを

持たないと、一過性の観光では継続性がないと

思うんです。50％ぐらいはリピーターが、１年

に１回でも、２年に１回でも来るような形と

か、あるいは単純に言えばゴルフなんかは

しょっちゅうやるわけですから、ゴルフならゴ

ルフとか、そういうリピーターが来れるために

は何をテーマとしてやっていくのかというのも

あると思うんです。私も今回、質問の中で、食

をという、要するに、宮崎の農産・畜産・海産

物、そういった食べ物でねらう方法はないかと

かありますね。何かそういう目標を定めて、何

年間はそういうことで観光客を呼べるのか呼べ

ないのか、そういうテストみたいなものもやっ

ていかないと、47都道府県同じようなことをや

るわけです。北は雪があるかもしれん。南は何

があるのかとか、そういうテーマを決めて何か

取り組まないと、来てくださいだけでもなかな

か難しいですし、あるいはいろんなものがある

といっても難しいでしょうし、やっぱりデータ

をとって、海外からの客はどういった形のとこ

ろを好まれているとか、あるいは土産で、台湾

に行ったときはシイタケとかそういうのが好ま

れているという話もあったわけです。土産にす

るにはどういったものが好まれているかとか、

呼ぼうとすれば、いろんな細かい分析をどこか

でしていかないと、なかなかかなというふうに

思います。

先ほど井上委員からも出たように、泊のお客

を、宮崎に１泊でも２泊でも３泊でもさせるに

はどういう方法があるか、どういうことをやっ

ていけば泊をしてくれるのか、そういうところ

まで突き進んで、そしてどういう形のものを民

間の観光業の人たち、関連の人たちとやってい

くかも一方でやっていかないと、ふえた減っ

た、そういう形だけのとらえ方で果たしていい

のかなという感じが私は個人的にするんです。

ですから、もう少しそういう面に掘り下げてで

きないものかなと。行政じゃないと、一般の観

光業の人たちではそういうことはできないん

じゃないかなというふうに思うんです。その辺

についてはどう考えられますか。

おっしゃるようなニー○後沢観光推進課長

ズ、市場調査は大事だと思っています。私、先

ほど、県として独自に統計的なものはやった記

憶がないというお話をしましたけれども、日本

観光協会とか全国の組織では旅行の需要調査と

かやっていまして、そういうのは当然、我々も
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参考にしながらやっています。本県について、

本県に来られた方にどんなところが宮崎の魅力

だと感じましたかとか、そういう調査はまた別

途やっていますので、そういうものを駆使して

ニーズをとらえつつ、足りないところがあれば

我々みずからもやるという対応が必要になって

くるだろうというふうには思います。

私が言いたいのは、全国的などう○星原委員

とかこうとかじゃなくて、宮崎県が本当に観光

を県の事業の一つに据えるんであれば、28市町

村にもお願いする、あるいは観光関連団体にも

お願いする、タクシーとか町場の動いているい

ろんなところにお願いをして調査することで、

どういう意見が出てくるかとか、全部拾い上げ

るんです。そういうデータを寄せないと勝負が

打てないんじゃないかと思うわけです。みんな

で宮崎を観光県に育てるためには、関連の人た

ちが一緒になって、１年、２年、３年ぐらいか

けて、いろんな来た人の意見の調査から、どう

いう目的で来たから、いろんなことまで全部調

査していって、では宮崎として何を売りにして

いくかというようなものを見つけていかない

と、ただいろんな統計の全国のじゃなくて、生

の宮崎県内の市町村、そういう関連のところで

やっていかないと、通り一遍の対策しかできな

いんじゃないかなと。本当にやる気なら、年数

をある程度かけてでも調査してみて、先ほどの

泊も、宮崎市内だけの20云々という話もありま

したけれども、要するに、28市町村に、県外客

あるいは海外客はどういった形でどういうふう

に流れているのか、そういうものも調査分析す

る必要があるんじゃないかと思って言っている

のであって、通り一遍の話で想定で話じゃなく

て、じっくりそういう取り組みはできないもの

かということを聞いているんです。

今、星原委員が言っ○渡邊商工観光労働部長

ておられる視点というのは非常に大事で、実は

今、観光計画というのがあるんです。これが17

年から26年までの10カ年計画なんです。宮崎県

観光振興リゾート計画という名称だったと思う

んですが、17年から26年までなんですが、こと

しの21年が中間年なんです。あの計画を見ます

と、委員がおっしゃっている観光意向といいま

すか、世代別とか、それは日観協のデータを

とっているかどうか知りませんが、そういうの

を分析はしているわけです。その後、17年に策

定して、状況変化が非常に激しい。それから、

もう一つは、知事がかわりました。新しい知事

になられました。別な動きも出てきているとい

うことですね。そういう中で、我々、この計画

をどうするかという話が一つはあるんです。そ

のときに、宮崎県の観光を総ざらいしようか

と。今、総点検をやっていますけれども、それ

も一つでございますが、そういうことをやって

みる。

それともう一つ、では、従来の計画みたいな

のをつくるのかという話なんですが、計画をつ

くって、それを観光審議会にかけて、それでつ

くって、ほとんどの方がその中身を知らないと

いいますか、そういう計画であっていいのか、

むしろ、今、星原委員がおっしゃったように、

集中的な一つの事業展開というのを、例えば３

年、５年やるような、そういう戦略的なプロ

ジェクト計画みたいなものをつくってやってい

くのか、いろいろ議論しなきゃいけないなと私

は思っているんです。そういう中で、当然、委

員がおっしゃるような調査というのも必要に

なってくるんだろうと思います。そのあたりは

十分検討に値すると思いますし、観光戦略とい

うのをそろそろ 宮崎県が観光立県と言える―
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かどうかという問題が一つあります。そういう

中で、的を絞った戦略を立てていかないと、各

県との競争にも負けるんだろうと思いますし、

そのあたりも含めて十分今後検討していきたい

と思っていますので、またよろしく御指導をお

願いしたいと思います。

要するに、宮崎の自然とか、そう○星原委員

いう自然のままを見せる形で勝負が打てるの

か、あるいは何かをつくりながら勝負が打てる

のか、今、部長言われたように果たして観光が

柱になるのか、そういったところまでひっくる

めて、どの都道府県もやっているから、宮崎も

同じような形では、特色を出さないと勝負が打

てない、勝てないというふうに思うんです。そ

ういう中で、宮崎の観光面ではほかの46都道府

県に負けないものが何かあるのかないのか、そ

ういうことまでやっていかないと、あるいは九

州内でどうなのか、そういうことをやりながら

でないと、幾らうちが雪を求めても雪はないわ

けで、今度は暑いほうで売り込むとして何があ

るのか、そういう四季折々、１月から12月まで

の月の中でどういったものが売り出せるのか、

年代とか、分析する中にはいろんなことがいっ

ぱいあると思うんです。ぜひ、そういうことを

一回取り組んでいただいて、そして本当に観光

県として生き残れるためにはどういうことが一

番宮崎にとってやりやすい、攻めやすいものな

のかを検討していただきたいというふうに思い

ます。よろしくお願いしておきます。

要望ということですので、検討○宮原委員長

を十分していただきたいと思います。

関連してですけれども、今、部長○坂口委員

言われたように、観光立県でいけるのかどうか

ということからだと思うんです。さっきから

ずっと説明がありますように、官と民との役割

分担とか、そういうものをすべて含めてですけ

れども、そういった取り組みが功をなしたかな

さないかの判断というのは、事観光、しかも県

外からの入り込みなんかに関してはなかなか結

論づけられないと思うんです。一番が人様の財

布を当てにしているから、景気のいいか悪いか

でかなり変わってくると思うんです。そんな中

で、こういう調査は取り組まれているのかなと

いうのが、リピーターの把握です。県外から入

り込んできている中にリピーターが何人いるの

か、このリピーターの人たちの変動というの

が、宮崎の魅力を客観的に判断するのに、トー

タル的な数よりも、あえてそんな変動の中でも

リピーターが確実にふえてきているのか、減っ

てきているのかという、ここらはどうですか、

リピーター把握というのは。

動向調査の中で、来られ○後沢観光推進課長

た方に、本県を何回訪れたかということを聞く

という調査はやっております。

その調査結果というのは大まかに○坂口委員

どんな動きをしてきているんですか。いろんな

見方があるでしょうけれども、全体に占める割

合なのか、毎年のリピーターのみの数なのか、

２回、３回、４回というものがどうなってきて

いるのか。

手元にデータがないもの○後沢観光推進課長

ですから、後日、資料を提供させていただくと

いう形でやらせていただければと思います。

資料は特段構わないんですけれど○坂口委員

も、なぜこんなことを聞くのかというと、さっ

きのように、本県のある程度客観性の高い評価

の仕方というのがリピーターだと思うんです。

景気が変動する中にあっても、まず宮崎を選ん

でくれる、一たん来て知った上でまた来てくれ

るとか、それから、せっかく入り込んだ客をい
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かに消費活動につなげるかというので、これは

前も僕は委員会で言ったような気がして、数字

はあいまいなんですけれども、沖縄が消費額の

調査までやっていて、初めて来た人の１人当た

りの平均消費額がたしか２万だったと思うんで

す。２度目が２万7,000円ぐらい使っているんで

す。それ以降がほぼ２万7,000円の横ばいなんで

す。ということは、リピーターで入る人は何ら

か宮崎を知って、目的意識を持って来るから、

消費活動につながるのかなと。逆に言ったら、

それだけ金を使う価値を見出して選んでいるの

かなというのが一つです。ぜひ、そこらは含め

て調査していただいて、次の計画なんかへ分析

してほしいというのが一つあるんです。

それと今度は、競争時代に入って、ぜい肉を

いっぱいつけられるような状況というのは厳し

いのかなと思うんです。新幹線が抜けた、海外

からの入り込みが近隣の県にある、ついでに宮

崎入りというのはなかなか厳しいと思うんで

す。宮崎に入るためにこちらに来るというもの

にしないと、ついでに宮崎というのは景気の変

動に 中身だけとってからコースを組もう、―

ぜい肉は外そうといったときに、最初に外され

る観光地になってしまう。受け入れの民間の人

たちはそのための投資とか準備というものにか

なり労力を使っていると思うんです。変動がな

るだけ小さい、数だけに頼らずに確実に積み上

げていって、立県とするならば、ブームを生む

んじゃなくて、安定させる必要があると思うん

です。知事がかわったことによって大きく観光

状況が変わったと言われるけれども、また今度

知事がかわる可能性はあるんです。そこでまた

翻弄されるようなことではだめだと思うんで

す。部長言われたように、総棚卸しも含めて、

すべてを白紙に戻すべきかどうかの判断も含め

てですけれども、一遍、中間点にかけての大き

い検討は必要かなという気がするんですけれど

も、どうですか、部長。

先ほど申し上げまし○渡邊商工観光労働部長

たように、ちょうど現計画が中間年に入りまし

て、今、時期的にもいい時期だろうと思うんで

す。状況は非常に変わっていますし、景気変動

というのが観光には確かに大きいわけでござい

ます。できるだけぶれないような状況を宮崎に

つくり出す、それが僕らが一番やらなきゃいけ

ないことだと思っていますので、そのあたりも

含めて、とにかく観光施設だけじゃなくて、県

の行政だけじゃなくて、業界の皆さん方の相互

のつながり、我々が中に入って、そこをどんな

ふうに結びつけていくか、それで全体として輪

をつくって、それでパワーをつくっていくとい

うようなやり方が一番だろうと思うんです。そ

のためには、我々もしっかりしたデータを持た

なきゃいけないし、そういう意味でそのあたり

は十分今後検討して動き出したいというふうに

思っていますので、よろしくお願いしたいと思

います。

もう一つ聞いておきたかったんで○徳重委員

すが、修学旅行、私は、小学校単位でもいいん

じゃないかと思っているんですけれども、小学

校５、６年、高学年の修学旅行をターゲットに

する考え方はないのか。というのは、宮崎県、

修学旅行生が少ない。宿泊も少ない。九州で一

番少ないんじゃないかと記憶しているんです

が、その数字はわかっていますか。

数字は、古いんですけれ○後沢観光推進課長

ども、修学旅行の受け入れ実績で、数年前の数

字なんですが、宮崎県の受け入れが50校、南九

州だけしかないんですが、鹿児島県が324校、熊

本県が339校という数字が手元にございます。
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宮崎県が特別低いような感じがす○徳重委員

るわけです。いろいろ勉強する教材そのものも

あるし、また今、体験的な修学旅行、体験学習

的なものが、例えば西都原に行ってあそこで埴

輪づくりなり何なり体験させるとか、こういっ

たものをやらせることによってリピーターにつ

ながっていく、来年も次の生徒を連れていこう

ということになるんじゃないかという気がする

んです。先ほどからいろいろ出ているように、

継続、リピーターにならないと、なかなか定着

しない。ある基礎的なものをつくり上げてい

く、修学旅行が数的にも一番まとまるし、そう

することが宿泊につながると思うんですが、い

かがでしょうか。

御指摘のとおりだと思い○後沢観光推進課長

ます。宮崎も昔はもうちょっと来ていたような

んですけれども、大分減ってきている。おっ

しゃるとおり、隣県の小学校をターゲットに、

まずは一つ一つつぶすぐらいのつもりで、とに

かく回るということが一つ今まで欠けていた取

り組みだと思います。ただ、そのときに、何を

宮崎の魅力として提供するのかというのも御指

摘のとおり大事だと思いますので、宮崎で小学

生向けの、小学生もできるような体験や、午前

中にちょっと触れました農家宿泊とか、余り大

勢は泊まれませんが、そういった小学生向けに

どういったものを我々が提供できるのかという

のをもうちょっと再整理をして、できれば具体

的なコースをこちらのほうで幾つかつくって、

こういったものがあるので来てくださいという

情報とあわせて、小学校を誘致に回るという活

動をやりたいと思っていますし、今年度から動

き始めております。

今言われた子供たちに体験という○井上委員

ときに、太陽光発電、ああいうものを見せると

か、そんなのは可能なんですか。

まだ具体的な検討をして○後沢観光推進課長

いるわけではないですけれども、余り無責任な

ことは言えませんが、どこの太陽光発電施設を

見せるかにもよりますけれども、その施設が了

解をして、それが小学生の学習のためになる

か、修学旅行のネタになるかなというものであ

れば、あり得ない話ではないとは思います。

そういうのをつくってほしいとい○井上委員

うことです。ハウステンボスが今始めている

じゃないですか。議員向けに視察と宿泊とを

セットにして見せるとか、バイオマスとか、あ

あいうのも全部セットになっているんですけれ

ども、そういうのとかといったら、私たちなん

かだったら、行ってみようかなと。宿泊もつい

ていて、見学コースもついていて、結構専門の

人がきちんと説明してくれてとなると、それは

一つの売りになると思うんです。修学旅行もそ

ういうのがないといけないと思うんです。宮崎

というブランドをどうやってつくり上げていく

のかということがすごく大事なのかなと思うん

です。

全体で見てみると、商工観光労働部が設定し

ている観光に関するものというのは、戦略的に

はＡ評価をずっといただいているものがある

じゃないですか。全部が大体Ａ評価じゃないで

すか。進捗状況としてはそれでいいのかもしれ

ないんだけれども、委員の中からいっぱい出る

ように、本当にそこのところの売りは何なのか

という、実態がつかめない。工程表どおりには

行っているかもしれないけれども、これですと

いうものがなかなか出てこないというところに

問題点があるのかなと思うんです。

一方、みやざきブランドといったときに、例

えば食のみやざきブランドといったときに、ほ
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かに行けば、ぼろぼろあるわけです。例えば、

最近売り出しの観音池ポーク、豚肉だったら観

音池ポークがめちゃめちゃ人気があるとか、お

いも豚は前からあって、あれも人気があると

か、豚肉だけでも、ハマユウポークだけではく

くれないものがあるわけです。ということに

なってくると、地域のそういう意味でのよさ、

磨き上げというのがどういうふうにして こ―

この地域はこういうのが売りみたいなのがきち

んと把握できていないと、ここに行くと楽しい

というのがなかなかセットできないということ

になるのではないかと思うんです。ここへ行く

と、こういうものが食べられます、ここも観音

池ポーク、絶対オーケーですみたいな、都城で

いくと、そういう意味でいうと、豚肉のいろい

ろおいしいものというのはいっぱいある。で

も、食べさせ方が違うとか 私が黒川にこだ―

わって言うのは変なんだけれども、アユという

お魚一つ食べさせるでも、宮崎の食べさせ方と

あそことは違うんです。だからいつも言うんで

す。食事の提供の仕方、いわゆるプレゼンの仕

方を考えないと、アユだからといって、そのま

んましか出てこないというので本当にいいのか

なと。豆腐なら豆腐だけれども、豆腐の提供の

仕方はどうなのかなと。

星原委員からも出たように、細かくチェック

してみて、多分、皆さんがされていることは工

程表的には評価はいいんだろうけれども、現実

のものをどうやってつかんでいくのかというこ

とが、実際、物の見える形でどうやってつかん

でいくのかというものが必要なのではないか

と。観光は見えにくいところもあるけれども、

先ほど部長が言われたとおりだと思うんです。

熱心なだれかがいないといけないということ

は、そのとおりだと思う。そのとおりだと思う

けれども、宮崎にそういう人が出てこなかった

場合は、では、お手腹でずっといくのかという

話になってしまうので、行政ができることにつ

いては、地域ごとの磨き上げ、どうやってプレ

ゼンしていくのかというのはある程度やってほ

しいというふうなことを今申し上げているわけ

です。

修学旅行も、おいでくださいといっても、ど

こを見せるのかということが、例えば環境だっ

たら、こういうコースができますみたいなのが

ないと、どうぞおいでくださいといったって、

どうするのみたいな話になると思うんです。サ

ーフィンを体験させるというのもいいかなと、

鵜戸中学校がやっているみたいなのもいいと

思ってみたりもするけれども、幾つかそういう

のをきちっと自分たちで選び抜いて、ちゃんと

したものがあって、おいでくださいというふう

にしてやらないと、なかなかそんなふうにはな

らないんじゃないかと思うんです。環境なら環

境とテーマをきちんと決めてコースがつくれる

ようにしないと、単なるおいでくださいではだ

め、商売にならないのではないかというのを心

配しているわけです。そこが私たちの心配で

す。そこが一致しないというか、議論しても議

論しても一致しないというのは、先が見えない

のはそのせいじゃないかと思うんです。どう

やって現実のものと、実際あるものと一致させ

ていくのかというのを、市町村ごとも含めて、

知りたい。

県内に散らばっている観○後沢観光推進課長

光素材をしっかりとキャッチして、それにスト

ーリーとかテーマ性を持たせて売るということ

が大事になってくるだろうというふうに思って

いますし、そういう御指摘だったのかなと受け

とめていますけれども、そのためには、観光推
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進課なり、観光交流推進局の中だけで議論して

は多分見えてこないと思うので、実際に活動し

ておられる方とか、観光関係の業界に身を置い

ておられる方と一緒になって考えていくという

ことが大事なのかなというふうに思っていま

す。具体的なところだと、いろいろ御議論もあ

るでしょうけれども、九州新幹線対策をどうい

うふうに講じていくのかという取り組みを考え

ていくために、観光関係の方、民間の方と我々

とがチームをつくって知恵を出し合っていくと

いう取り組みを始めています。これをどういう

形にしていこうかと議論しているところなんで

すが、観光振興全般に関して、例えば秋に宮崎

のキャンペーンを打っていますけれども、その

キャンペーンの内容も、今までは我々が考えて

いたわけですけれども、そういう形ではなく

て、実際活動しておられる方と一緒になって考

えていくとか、そういうやり方をしながら、生

きた情報も入ってくるでしょうし、やろうとし

ていることの市場調査的な意味合いも持たせる

ことができるかなと思っていますし、そんな取

り組みをしながら、実現していきたいというふ

うに考えています。

経済交流拡大の戦略というのは、○井上委員

大方Ａ評価か、どうかなるとしてもＢという評

価をずっと皆さんされているわけだから、もう

ちょっと丁寧な、そういう意味での深さみたい

なのが必要なのかなというふうに思います。企

業誘致も、プラスアルファとしてリゾートがつ

いてくるというのは、企業としては大きいテー

マなんです。厚生施設を一緒につけているよう

なものです。誘致のときの売りは、一つは観光

がある。厚生施設を丸ごと差し上げますみたい

な、これがセットになってきますみたいな、そ

ういうのがあればこそ、企業誘致も違ってくる

というふうに、それは売りなんです。Ｕ・Ｊ・

Ｉターンというのもそうです。今度、山形県が

出している銀座のその窓口みたいなのを見に

行ってみたいと思っているんですが、そういう

ことをいろいろ考えてくると、うちも戦略的に

物事をきちんと仕上げていく癖というのはつけ

たほうがいいんじゃないかと思います。

ベトナムが、東京と大阪にちゃんと事務所を

構えて、今度は九州でいえば福岡に構えるじゃ

ないですか。それというのも、人任せでいいの

かという問題、海外戦略はどうするんだという

問題、いろいろあると思うんです。ベトナムが

それだけ観光に力を入れて、九州をターゲット

にしてくるなら、それだったら、うちはそれに

対して、返しはどうするんだという問題とか、

あると思うんです。福岡も見に行ってみたいと

思っているんですが、そういう意味でいうと、

いろんなところが、ようこそジャパンも含めて

だけれども、各県競争しているわけだから、そ

の競争に打ち勝つだけのこっちも手持ちがない

と、勝てないというふうには思うので、ないな

い尽くしだけれども、うちにはこれがあるみた

いなのがないと、なかなか勝てないんじゃない

かと思うんです。頑張ってほしいけれども、そ

こを丁寧に、そしてしっかりと確実につかみな

がらやっていただけたらというふうに思いま

す。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いします。

商工観光労働部関係の予算で、６○野辺委員

月と今回の補正予算で執行停止になる心配のあ

る予算があるんですか。

今、国の方針が詳細○渡邊商工観光労働部長

わかっていないものですから、お答えしようが

ないわけですが、現時点で我々が心配している
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事業というのは、地域活性化経済危機対策交付

金というのがありまして、これが県全体で交付

限度額見込みということで99億来ているわけで

すが、今回補正を上げている事業をきょう御審

議いただいておりますけれども、７件がその対

象でありまして、我々としましては、非常に心

配しているところでございます。地方には余り

影響を与えないということでございますので、

我々としては、この事業をぜひとも確保してい

ただきまして、とにかく現在の厳しい雇用情勢

の中で行う緊急対策の一つでございますので、

ぜひとも実施させていただきたいというふうに

思っております。

ほかにないですね。○宮原委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですが、先ほど坂口委○宮原委員長

員のほうからありました観光客のリピーターに

ついての資料がもしありましたら、御提出をお

願いしたいと思います。

それでは、請願の審査に移ります。

新規請願第27号並びに第28号について、執行

部からの説明はありますか。

請願が２つ出ております○安田経営金融課長

けれども、内容としては同一の内容になってお

ります。若干この請願の背景だけ御説明をさせ

ていただきます。

平成18年度になりますけれども、多重債務問

題が深刻な社会問題になっておりました。こう

いった状況を受けまして、貸し手であります貸

金業者の業務の適正化を図るために、過剰貸し

付けの抑制あるいは金利体系の見直しなどを柱

といたしました改正貸金業法が平成18年12月に

成立をいたしております。

一方で、政府におきましては、借り手 消―

費者側ですけれども の多重債務の対策とい―

たしまして、多重債務対策本部を設置いたしま

して、例えば相談窓口の強化、セーフティネッ

ト貸し付けの提供、あるいはヤミ金融撲滅に向

けた取り締まりの強化といったプログラム、い

わゆる多重債務問題改善のプログラムを平成19

年４月に策定いたしまして、現在、このプログ

ラムに沿って多重債務対策は行われているとこ

ろでございます。

先ほど言いました改正貸金業法でありますけ

れども、その内容が大幅な改正ということもあ

りまして、激変緩和を図るために、平成19年12

月以降、段階的に施行されてきておりまして、

来年６月18日までに完全施行されるという流れ

になっております。

一方、今回の請願は、多重債務問題が喫緊の

課題であるということを踏まえまして、改正貸

金業法の早期の完全施行、具体的には、来年６

月までとなっておりますのを６カ月間前倒しい

たしまして、本年12月に完全施行すること等を

求めて請願がなされているものでございます。

以上でございます。

執行部からの説明が終わりまし○宮原委員長

たが、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上で終了○宮原委員長

いたします。

その他で何かありませんか。

先ほど黒木委員のほうから建設業の就職先の

関係か何かあったと思いますので、あればどう

ぞ。

建設業の転職先はどうなっている○黒木委員

のかという資料がありましたら、お願いしたい

んですけれども、わかりますでしょうか。

建設業の雇用者の状○篠田地域雇用対策室長

況につきましては、雇用保険の受給資格を取得
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したとか、あるいは喪失した人数等を把握して

おるわけでございますが、具体的に、建設業を

離職した方の再就職状況というのは把握してい

ない状況でございます。把握できるかどうかに

つきまして、宮崎労働局と協議してまいりたい

というふうに考えております。

協議をいただいて、もしそう○宮原委員長

いった資料が出るようであれば、御提出をよろ

しくお願いしたいと思います。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上をもっ○宮原委員長

て商工観光労働部を終了いたします。執行部の

皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時49分休憩

午後１時58分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

本委員会に付託されました議案等についての

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

商工建設常任委員会の委○山田県土整備部長

員の皆様方には、かねてから県土整備行政の推

進に大変な御指導、御協力をいただいておりま

して、厚く御礼を申し上げます。

御説明に入らせていただきます前に、一言お

わびと御報告を申し上げます。５月に判明いた

しました県営向陽団地におきます家賃算定の誤

りについてでございます。その後の調査により

まして、過大徴収総額等が確定いたしました。

また、あわせて、その他のすべての県営住宅に

ついて調査をしました結果、このほど、さら

に18団地の一部の住宅で面積に誤りがあったこ

とがわかっております。まことに申しわけござ

いません。深くおわび申し上げます。

詳細につきましては、後ほど担当課長から御

説明させますけれども、今後は、さらに調査を

進めまして、それとともに入居者の方々への十

分な説明と、今後このようなミスが起こらない

よう、再発防止の指導徹底を図ってまいりたい

と存じます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等について概要を御説

明いたします。

お手元にお配りしております商工建設常任委

員会資料でございますが、目次をごらんくださ

い。御審議いただきます議案及び報告事項を担

当課ごとに記載しております。上から順番にご

らんいただきますと、まず管理課から、県土整

備部及び管理課分の９月補正予算案について御

説明を申し上げます。次に、道路建設課から、

９月補正予算案及び宮崎県の中長期道路整備計

画の中間見直しについて御説明を申し上げま

す。次に、道路保全課から、９月補正予算案を

御説明申し上げます。また、道路の管理瑕疵に

係る損害賠償額の決定を専決処分で行ったこと

につきまして、御報告申し上げます。次に、河

川課、砂防課、港湾課、都市計画課、公園下水

道課から、９月補正予算案について御説明を申

し上げます。次に、建築住宅課から、９月補正

予算案及び県営住宅における家賃算定誤りにつ

いて御説明を申し上げます。また、県営住宅の

管理上必要な訴えの提起、和解及び調停の専決

処分を行ったことにつきまして御報告を申し上

げます。最後に、営繕課から、９月補正予算案

について御説明を申し上げます。

以上が当委員会で御審議いただきます議案等

でありますが、詳細につきましては、それぞれ
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担当課長から説明をさせますので、よろしくお

願いいたします。以上でございます。

管理課でございます。○成合管理課長

まず、議会提出資料について御説明いたしま

す。各課が本日委員会で説明に使用いたします

議会提出資料は、１つ目が21年９月定例県議会

提出議案、２つ目が21年度９月補正歳出予算説

明資料、３つ目が21年９月定例県議会提出報告

書でございます。なお、県土整備部分関係分だ

けを抜粋いたしまして、お手元の委員会資料の

ほうにまとめておりますので、各課ではこの委

員会資料で御説明させていただきます。

それではまず、委員会資料の１ページをお開

きください。県土整備部の９月補正予算の概要

について御説明いたします。この表は、今回の

補正額などを一覧表にした県土整備部の予算総

括表でございます。今回の補正内容は、国の経

済危機対策１次補正に伴うものと、国の当初予

算に係る補助決定と県予算との差を事業間で調

整したことなどによるものでございます。今回

の補正総額は102億3,638万9,000円でございま

す。補正後の県土整備部の予算は1,011億6,544

万6,000円、前年度同期比で114.2％となってお

ります。

２ページをお開きください。２の補助公共事

業でございます。主なものとしましては、事業

別欄に掲げておりますとおり、道路事業が６

億4,550万7,000円の減額、河川事業が26億3,600

万円の増額、街路事業が９億9,000万円の減額な

ど、合わせて18億6,792万6,000円の増額であり

ます。

次に、３ページをごらんください。３の地方

道路交付金事業でございます。道路事業と街路

事業を合わせまして、９月補正額は54億4,500万

円の増額でございます。先ほどの補助公共の減

額分、道路事業、街路事業で減額しております

が、これにつきましては、国の交付率が高い地

方道路交付金事業への振りかえが行われたもの

でございます。次に、４の県単公共事業でござ

います。合計で９月補正額は９億8,884万5,000

円の増額であります。

次に、４ページをお開きください。５の直轄

事業負担金でございます。道路、河川、港湾な

ど、合計で９月補正は13億8,169万4,000円の増

額であります。

次に、５ページをごらんください。一般会計

の繰越明許費であります。公共道路新設改良事

業など９事業で134億3,515万4,000円となってお

ります。なお、繰り越しの主な理由といたしま

しては、関係機関との調整や用地交渉等により

工期が不足することによるもの等でございま

す。

次に、６ページをお開きください。債務負担

行為の追加をお願いしております。これは、道

路保全課の沿道修景美化推進対策費で、２事

業、１億1,000万円の設定でございます。これ

は、本県観光を支える代表的な区間でございま

す宮崎市街から青島にかけての沿道等の植栽維

持管理を年度をまたいで切れ目なく行うために

設定させていただくものでございます。

続きまして、管理課の補正予算につきまし

て、御説明いたします。８ページをごらんくだ

さい。管理課の補正予算額は、874万8,000円の

増額をお願いしております。補正後の予算額

は23億9,211万9,000円となります。

続きまして、９ページをごらんください。今

回の管理課の補正は、（事項）土木事務所等管

理費874万8,000円の増額でございます。これ

は、国の地域活性化経済危機対策臨時交付金を

活用しまして、土木事務所の公用車の更新や県
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土整備部が所管します施設等を地上デジタル放

送対応とするものでございます。

補正予算の概要と管理課の説明につきまして

は、以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

道路建設課でございま○濱田道路建設課長

す。

まず、当課の補正予算について御説明いたし

ます。委員会資料の10ページをごらんくださ

い。当課の補正予算額は21億9,919万3,000円の

増額をお願いしております。補正後の予算額

は277億7,806万2,000円となります。

次の11ページをごらんください。主な補正予

算の内容でございますが、まず（事項）直轄道

路事業負担金で５億970万円の増額をお願いして

おります。これは、国の経済・雇用対策に伴い

実施される直轄道路事業に対する県の負担金で

あります。

次に、（事項）公共道路新設改良事業費であ

りますが、国庫補助決定に伴いまして、13

億1,250万7,000円の減額であります。内訳とし

ましては、一般国道で６億2,600万円の減額、地

方道 県道でございますが、６億8, 6 5 0―

万7,000円の同じく減額でございます。

次に、（事項）地方道路交付金事業費であり

ますが、26億9,000万円の増額をお願いしており

ます。12ページの説明欄でございますが、これ

は、今年度創設されました地域活力基盤創造交

付金の決定に伴う増額でございます。一般国道

で17億4,400万円、地方道で９億4,600万円のそ

れぞれ増額でございます。先ほどの公共道路新

設改良事業費の減額分13億円余につきまして

は、すべてこの交付金事業に振りかえとなって

おります。

次に、（事項）県単特殊改良費であります

が、経済・雇用対策事業の一環として３億円の

増額をお願いするものでございます。

補正予算につきましては、以上でございま

す。

次に、宮崎県中長期道路整備計画の中間見直

しにつきまして御報告いたします。資料の36ペ

ージをお開きください。１の計画の中間見直し

検討フローの中で黒く塗りつぶしてある部分が

現在検討が進んでいるところでございまして、

右側に懇談会というのがございます。この懇談

会を今月７日に開催いたしました。

２に懇談会の開催概要を記載しております。

（２）の構成等でございますが、直轄事務所、

バス・トラック協会等の関係団体、大学の土木

の先生、道づくり団体等の委員15名の方に御検

討いただいております。（３）の②の内容でご

ざいますけれども、本県の現状、既存計画の達

成状況、会議に先立ち実施しましたアンケート

の結果を提示し、課題の抽出と道路整備のあり

方等について御議論いただいたところでありま

す。計画の基本的な考え方としましては、農林

道を含めたネットワークや、整備から維持管

理、さらに利活用も含めた道路の全体的な計画

と位置づけまして、計画期間は来年度を初年度

とする中期が５年、長期を10年とし、道路の将

来像や理念、整備の方向性を提示するととも

に、基本方針と目標水準を設定することとして

おります。

37ページをごらんいただきたいんですけれど

も、懇談会における内容を記載しております。

３は、既存計画で設定している８つの指標のう

ち、主な４つの指標の達成状況でございます

が、現在の計画では最終年度の目標値しか示し

ておりませんで、20年度の達成状況を記載して

おりますけれども、この評価が難しいため、今
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回の見直しにおきましては、中長期の目標値と

あわせまして、途中年次の目標設定も必要かと

いうふうに考えております。

４に、懇談会に提示したアンケート調査の概

要を記載しております。（１）は、８月に実施

しました県民アンケートについてであります。

整備、維持管理、利活用の各面で今後進めてほ

しいというニーズについて把握を行い、結

果、1,530通の回答をいただいております。さら

に、（２）ですが、県内全28市町村を対象に同

様の調査を行いました。（３）に結果の概要を

記載しております。県民の皆様のニーズとして

は、まず高速道路の整備を望んでいること、そ

の他交通安全など身近な道路の整備へのニーズ

が高いことが読み取れます。市町村と比較して

も大きな違いはございませんが、維持管理にお

きまして、県民の皆様方からは行政への注文が

あるのに対し、市町村からは沿線住民にも管理

へ参加してほしいという思いを読み取ることが

できます。

５に、懇談会で御議論いただき抽出された７

つの課題を記載しております。高速道路の整

備、道路防災対策、交通安全対策、より使いや

すい道路のあり方等が課題とされたところであ

ります。

懇談会における主な意見につきましては、36

ページに戻っていただきまして、主な意見とい

うのがございます。この中では、高速道路や中

山間地域の「命の道」の必要性、計画段階から

の住民参加の必要性といった御意見をいただき

ました。加えて、選択と集中の考え方は都会と

地方では意識の差があり、必要性を訴えること

と、整備の実現を図るための戦略が必要といっ

た進め方や、物流や観光の視点による追加アン

ケートの必要性などについて御示唆をいただい

たところであります。今後、今回の御意見を十

分参考にして作業を進めてまいりたいと考えて

おります。今後の予定につきましては、11月か

ら12月にかけまして素案のたたき台を提示し、

パブリックコメントを実施した後、２月から３

月にかけて策定へと取り組んでまいりたいと考

えております。

道路建設課からは以上でございます。

道路保全課であります。○大寺道路保全課長

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の13ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は19億5,550万円の増額を

お願いいたしております。補正後の予算額は167

億9,884万5,000円となります。

以下、内容を御説明します。14ページをお開

きください。まず初めに、（事項）公共交通安

全施設事業費です。これは、国の補助を受けて

自転車歩行者道路の整備や交差点改良等を行う

事業ですが、国庫補助の決定等に伴い、３

億2,100万円の減額であります。

次に、（事項）公共道路維持事業費です。こ

れは、国の補助を受けて防災対策や橋梁補修等

を行う事業ですが、国の経済・雇用対策の実施

等に伴い、８億6,600万円の増額であります。

続きまして、15ページ、（事項）県単道路維

持費は２億900万円の減額、（事項）県単舗装補

修費は２億4,200万円の減額、そして16ページに

なりますが、（事項）県単橋梁維持費3,850万円

の減額となります。減額分合わせました４

億8,950万は、15ページに戻りますけれども、

（事項）地域自立活性化交付金事業への振りか

えに伴う減額であります。なお、振りかえに伴

う地域自立活性化交付金の増額分８億9,000万に

つきましては、６月議会で補正承認いただいて

いるところであります。今回の１億1,000万と記
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載されております増額分は、内示差の調整で補

てんするということになります。

15ページの（事項）地方道路交付金事業費で

あります。これは、歩道整備や交差点改良及び

災害防除等を行う事業でありますが、地域活力

基盤創造交付金の決定に伴い､13億5,500万円の

増額であります。

予算関係につきましては、以上でございま

す。

次に、道路管理瑕疵に係る損害賠償額を定め

たことについて、地方自治法第110条第２項の規

定に基づき御報告いたします。委員会資料の38

ページをお開きください。今回の報告は、東臼

杵郡椎葉村県道上椎葉湯前線の落石事故以下８

件でございます。事故内容別の内訳は、落石事

故が４件、穴ぼこ事故が３件、マンホールぶた

接触事故が１件でございます。発生日、発生場

所等につきましては、資料に記載のとおりでご

ざいます。損害賠償額の範囲は、１万1,820円か

ら13万6,900円までとなっております。なお、賠

償額はいずれも道路賠償責任保険から支払われ

ます。報告事項の説明は以上でありますが、今

後、さらに道路施設の安全確保に努めてまいり

たいと存じております。

道路保全課は以上でございます。

河川課でございます。○大田原河川課長

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料17ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は37億1,691万1,000円の

増額をお願いしております。補正後の予算額

は248億8,254万1,000円となります。

次に、補正予算の内容でございますが、18ペ

ージをお開きください。まず、（事項）ダム施

設整備事業費であります。これは、国の補助を

受けまして、ダム管理施設の設備や機器の更新

改良を行う事業でありまして、国庫補助の決定

等に伴いまして、30万円の減額であります。

続きまして、経済・雇用対策の実施等に伴う

補正についてであります。まず、（事項）公共

河川事業費であります。これは、国の補助を受

けまして、洪水によります災害の発生や内水被

害を防止することを目的としました河川改修な

どを行う事業でありまして、三財川などの河川

改修事業の増加に伴い、26億3,600万円の増額で

あります。

次に、（事項）県単河川改良費であります。

これは、県管理の河川のうち、国庫補助の対象

とならない局部的な河川の改修や堆積土砂対策

を実施するための事業でありまして、河川改良

事業の増加に伴い、４億4,670万円の増額であり

ます。

次に、（事項）直轄河川工事負担金でありま

す。19ページにかけてごらんください。これ

は、国が大淀川や宮崎海岸など直轄区間におき

まして、通常の河川改修や激特事業、海岸事業

などを実施するための県の負担金であります。

五ヶ瀬川や大淀川などの河川改修事業の増加に

伴いまして、５億5,391万1,000円の増額であり

ます。

次に、（事項）海岸保全事業費であります。

これは、県内の海岸に漂着しました流木等の処

理などを行うものでありまして、海岸維持管理

事業の増加に伴い、500万円の増額であります。

次に、（事項）ダム施設管理事業費でありま

す。これは、国庫補助事業の対象とならないダ

ム本体や設備などの規模の小さな改修工事、修

繕、機器の更新などを行う事業でありまして、

ダム施設改良事業の増加に伴い、7,560万円の増

額であります。

河川課の補正予算につきましては、以上であ
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ります。

砂防課であります。○平田砂防課長

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の20ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は５億7,034万9,000円の

増額をお願いしております。補正後の予算額

は52億6,790万6,000円となります。

以下、主な内容について御説明いたしま

す。21ページをごらんください。まず、（事

項）公共砂防事業費であります。これは、土石

流などの土砂災害から人命・財産を守るために

砂防堰堤等の整備を行う通常砂防事業や、土砂

崩壊により下流域等に被害が及ぶおそれのある

地すべり区域に対策工を実施する地すべり対策

事業等でありますが、経済・雇用対策の実施等

に伴い、３億5,888万2,000円の増額をお願いい

たしております。

次に、（事項）公共急傾斜地崩壊対策事業費

であります。これは、急傾斜地の崩壊による災

害から人命を保護するため、急傾斜地崩壊防止

施設の整備を行う急傾斜地崩壊対策事業や、流

域単位で施設の整備などを行う総合流域防災事

業でありますが、経済・雇用対策の実施等に伴

い、１億5,900万円の増額をお願いいたしており

ます。

次に、22ページをお開きください。（事項）

県単公共砂防事業費であります。これは、小規

模な砂防工事や既設の砂防施設等の修繕等に要

する経費でありますが、経済・雇用対策の実施

等に伴い、1,500万円の増額をお願いいたしてお

ります。

次に、（事項）県単公共急傾斜地崩壊対策事

業費であります。これは、小規模な急傾斜地崩

壊対策工事や修繕等に要する経費であります

が、今年度実施予定箇所を国庫補助事業へ振り

かえることから、825万円の減額をお願いいたし

ております。

次に、（事項）直轄砂防工事負担金でありま

す。これは、国が大淀川水系で実施する火山砂

防事業に対する県の負担金でありますが、経済

・雇用対策の実施等に伴い、4,571万7,000円の

増額をお願いしております。

砂防課は以上でございます。

港湾課であります。○野田港湾課長

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の資料の23ページからでございます。当

課の補正予算額は、一般会計で８億5,7 8 9

万8,000円の増額をお願いしております。補正後

の予算額は、一般会計と港湾整備事業特別会計

を合わせまして86億7,891万2,000円となりま

す。

以下、主なものを御説明いたします。24ペー

ジをお開きください。まず、（事項）港湾維持

管理費でございます。緊急を要する岸壁や護岸

の補修等の費用として１億3,004万5,000円の増

額をお願いしております。

次に、（事項）直轄港湾事業負担金でござい

ます。細島港及び宮崎港の防波堤等の整備に係

る直轄事業に対する負担金でございますが、国

の補正等に伴いまして、２億7,236万6,000円の

増額をお願いしております。

25ページをごらんください。（事項）公共港

湾建設事業費でございます。県内の港湾施設の

機能強化、安全性を確保するため、国庫補助事

業によりまして防波堤などを整備する経費でご

ざいますが、国の補正等に伴いまして、３

億6,223万7,000円の増額をお願いしておりま

す。

次に、（事項）地域自立活性化交付金事業費

でございます。これは、観光拠点として利用を
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図るために宮崎港の緑地にアクセスする道路の

建設費でありますが、国の内示に伴い、3,300万

円の減額をお願いしております。

港湾課につきましては、以上であります。

都市計画課でございま○黒田都市計画課長

す。

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の27ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は、一般会計で３億8,000

万円の増額をお願いしております。補正後の予

算額は36億5,834万4,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。28ペー

ジをお開きください。まず、（事項）公共街路

事業費でありますが、国庫補助決定等に伴う９

億9,000万円の減額であります。これは、国庫補

助決定に伴う減額１億2,900万円及び国の経済対

策である１次補正に伴う増額３億円の差し引き

によるものであります。なお、国庫補助決定に

伴う減額12億9,000万円につきましては、より交

付率の高い（事項）地方道路交付金事業費に振

りかえられたものであります。

次に、（事項）地方道路交付金事業費であり

ますが、ただいま説明いたしましたように、一

部、公共街路事業費からの振りかえ10億円の増

額をお願いするものであります。

都市計画課につきましては、以上でございま

す。

公園下水道課でありま○東公園下水道課長

す。

当課の補正予算につきまして、御説明いたし

ます。委員会資料の29ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は2,300万円の増額をお願

いしております。補正後の予算額は10億6,417

万5,000円となります。

内容を御説明いたします。30ページをお開き

ください。（事項）県単都市公園整備事業費で

あります。これは、都市公園としての機能が十

分発揮できるよう環境整備を行う事業でありま

して、今回の補正によりまして、阿波岐原森林

公園の歩道の劣化が著しい区間の補修工事等を

行うこととしております。

公園下水道課につきましては、以上でありま

す。

建築住宅課でございま○佐藤建築住宅課長

す。

初めに、当課の補正予算について御説明いた

します。お手元の委員会資料の31ページになり

ます。建築住宅課の補正予算額は１億1,962

万3,000円の増額をお願いしております。補正後

の予算額は28億9,630万3,000円となります。

補正の内容について御説明いたします。32ペ

ージをお開きください。（事項）建築確認指導

費でございます。これは、指定道路等の情報管

理の適正化に要する経費でありまして、経済・

雇用対策の実施に伴う新規の事業として、5,300

万9,000円を計上しております。

詳細を御説明申し上げます。40ページをお開

きください。指定道路等情報管理適正化事業に

ついてであります。本事業は、国、県、市町村

の公共管理の道路以外で建築基準法に基づいて

県が指定しました、いわゆる位置指定道路及び

みなし道路の情報管理の適正化を図るものであ

ります。現状では、こうした県が指定した道路

の情報が公表されていないため、県民や建築事

業者等は道路に該当するか否かをその都度土木

事務所や市町村に確認する必要があり、建築や

売買にトラブルが発生しやすい状況であるとと

もに、道路の判定に多大な時間を要していると

ころです。このため、１の事業の目的に記載し

ておりますように、指定道路の位置や種類を明
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示したデータベースとして、指定道路図及び指

定道路調査の整備を進めるとともに、それらを

閲覧に供することによりまして、短時間で正確

な情報が取得でき、建築や売買の計画が立てや

すくなるよう、県民や建築事業者等の建築活動

の円滑化を図るものであります。次に、２の事

業の概要であります。（１）予算額は5,300

万9,000円を計上しております。（２）事業期間

は平成21年度のみであります。（３）事業内容

としましては、①建築物の敷地が接する道路に

関する情報が一目でわかる指定道路図の作成、

②位置指定道路について、その延長や幅員を明

示した指定道路調書の作成、③県民からの問い

合わせ等に迅速に対応できるよう、紙ベースで

保存されている過去の建築計画概要書をデータ

ベース化することであります。これらのデータ

ベースの整備に係る業務を委託しまして、その

中で経済・雇用対策といたしまして、17名程度

の新規雇用を予定しております。

32ページにお戻りください。（事項）建築住

宅管理費でございます。県営住宅の家賃算定誤

りに伴う住宅使用料の還付金として1,600万円を

お願いしております。

詳細を御説明申し上げます。41ページをお開

きいただきたいと思います。まず、１の向陽団

地についてであります。（１）の経緯でありま

すが、本年５月に、県営向陽団地のうち88戸に

おいて、家賃算定の基礎となります住戸面積に

誤りがあり、うち40戸が過大徴収、48戸が過小

徴収であったことが確認されました。誤り発生

の要因は、平成10年４月までに新家賃制度移行

のため県営住宅管理システムを構築いたしまし

たが、その過程で住戸面積データに誤りが生

じ、家賃設定を誤ったものであります。（２）

の過大または過小徴収の概要でありますが、過

大徴収につきましては、過去の入居者を含めま

して40戸71名で、還付する総額は1,268万2,000

円となっております。この還付金は、誤りが発

生しました平成10年４月分から実際にお支払い

いただいた家賃と正しい家賃との差額に法に定

める還付加算金額、いわゆる利息を加えまし

て、お支払いいただいた月数分について合計し

た金額となっております。なお、今回計上して

おります補正額の1,600万円は、予算要求額を整

理した時点での見込み金額でお願いしたところ

であります。過小徴収につきましては、48戸83

名で、過小に徴収したものと正しい家賃との差

額の合計は320万1,000円となっております。な

お、これらの金額は去る８月末現在で計算した

ものでございまして、還付を予定しておりま

す10月まで家賃納付が継続する関係で、実際に

還付する額はここにお示ししました金額とは若

干異なる、利息等が異なるということになりま

す。（３）の入居者への対応でございますが、

過大徴収分につきましては、10月中をめどに還

付させていただきたいと考えております。過小

徴収分については、過去にさかのぼっての追加

徴収は行わないことにしたいと考えておりま

す。なお、家賃につきましては、10月分より正

しい家賃に改定させていただきます。以上の３

点につきましては、入居者の皆様に対し説明会

または戸別訪問を行い、御理解をいただいたと

ころであります。

次に、42ページをお開きください。向陽団地

の件を踏まえまして、同様の誤りがないかを確

認するため、向陽団地を除きます全県営住宅115

団地8,812戸に対しまして、５月から９月にかけ

て間取り図と住戸面積の調査を行いました。今

後、さらに詳細な調査を行ってまいりますが、

本日は、住戸面積調査の結果について中間報告
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をさせていただきます。（２）の調査結果の概

要でございますが、県営住宅管理システムに入

力しております面積データが本来の面積より過

大であったもの、すなわち過大徴収であったも

のが10団地166戸で、全体の1.9％、また過小で

あったものが15団地336戸、全体の3.8％であ

り、合計で誤りがあったものは18団地502戸、全

体の5.7％となっております。過大過小のあった

団地は、アとイに記載のとおりであります。こ

の住戸面積の誤りの原因でありますが、建設年

度の古いものについては、住戸面積の算定に必

要な正確な図面の保存整備に不十分なものが

あったこと、また昭和40～50年代の年間300

～400戸建設していたころは、毎年、２平米程度

住宅の規模を大きくしていたこととともに、同

一年次で複数の標準図面があったことから、似

通ってはいるが、実は違う住宅が多数存在し、

このため、新家賃制度導入時の作業の中で図面

の取り違え等を生じたことが主な原因と考えて

おります。（３）の入居者への対応であります

が、過大徴収分につきましては、今後、それぞ

れの住宅ごとの家賃の詳細なチェックに一定の

期間を要しますことから、今年度内をめどに還

付を行い、過小徴収分については、向陽団地と

同様に過去にさかのぼっての追加徴収は行わな

いこととしたいと考えております。なお、正し

い家賃への改定は、入居者の皆様に御説明し、

十分な御理解をいただいた上で来年４月をめど

に行いたいと考えております。今回の調査の結

果、向陽団地だけでなくほかの団地におきまし

ても誤りが発見され、入居者の皆様を初め県民

の皆様に多大な御迷惑をおかけすることとなり

ましたことにつきましては、まことに申しわけ

ございません。深くおわびを申し上げる次第で

あります。今回のことを踏まえまして、今後、

二度とこのような事態を招くことのないよう、

まず建物の整備等に伴う家賃の決定は、複数の

職員で住戸面積を含めた計算のダブルチェック

を徹底すること、また入居時等に、入居者に対

し床面積、間取り等のデータを書面で提供する

ことにより、利用者の目で確認していただくこ

と、さらに入居者の入れかわり等の機会に、土

木事務所担当者による住戸の間取り、床面積の

随時のチェックを行うこと、なお、建設完了後

に、現在の紙ベースの図面に加えまして、電子

データによる保存を確実に実施していくことな

ど、事務処理上のチェックマニュアルを早急に

整備し、運用していくことで、再発防止の徹底

に取り組んでまいる所存であります。

再び32ページにお戻りください。（事項）公

共県営住宅建設事業費であります。これは、県

営都原団地ほか２団地の計３棟について外壁の

落下防止のための改修など、県営住宅の維持管

理に要する経費で、経済・雇用対策の実施に伴

う補正として5,061万4,000円の増額でありま

す。

次に、43ページをお開きください。県営住宅

の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停につ

いて、地方自治法第180条第２項の規定に基づ

き、御報告いたします。県営住宅の家賃等を滞

納されている方に対しましては、入居者の立場

に立ったきめ細かな納付指導を行っているとこ

ろでありますが、受益者負担の公平性を確保す

る観点から、悪質な滞納者に対しましては、明

け渡し訴訟等の法的措置を講じているところで

あります。表に掲げております５名につきまし

ては、県営住宅の家賃等を長期間滞納してお

り、これまでの再三の請求に対しても家賃等の

納付がないことから、「宮崎県営住宅の設置及

び管理に関する条例」第33条第１項の規定に基
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づき、住宅の明け渡し請求を行ったところ、滞

納している家賃を分割により納付する旨の申し

出があり、分割納付もやむを得ないものとして

和解を行うこととしたものであります。専決年

月日をもちまして、それぞれ専決処分を行った

ものでございます。

建築住宅課につきましては、以上でありま

す。

営繕課であります。○川﨑営繕課長

当課の補正予算について御説明いたします。

委員会資料の34ページをお開きください。当課

の補正予算額は４億516万7,000円の増額をお願

いしております。補正後の予算額は13億1,124

万3,000円となります。

内容について御説明いたします。35ページを

ごらんください。（事項）庁舎公舎等管理費で

あります。これは、庁舎・公舎等の維持補修を

行うものでありますが、国の経済・雇用対策の

実施に伴い、老朽化により能力が低下している

非常用発電設備や空調設備の更新工事などを行

う経費として４億516万7,000円を計上しており

ます。

営繕課につきましては、以上でございます。

執行部の説明が終了しました○宮原委員長

が、その他の報告事項の質疑については後ほど

お受けをいたしますので、まず議案及び報告事

項についての質疑を受けたいと思います。

営繕課の庁舎・公舎等の営繕工事○徳重委員

ということで４億516万7,000円、これは空調や

その他ということだったんですが、内容を具体

的に。

内容についてでございます○川﨑営繕課長

が、一つは、県庁３号館の非常用発電設備を更

新するものでありまして、もう一つが、県庁本

館ほかの本庁舎域12棟ございますが、その傷ん

でおります照明器具を更新するものでございま

して、この２つを合わせますと、約１億7,000万

弱でございます。それから、空調設備のほうに

つきましては、県庁３号館、４号館、６号館、

７号館、８号館の空調設備を、耐用年数15年以

上経過しているものですから、この傷んでいる

ものを更新するということでございまして、合

計２億3,000万ほどを計上してございます。

発電も照明も耐用年数を超してい○徳重委員

る、空調も今おっしゃったようですけれども、

耐用年数をすべて超えているという理解でいい

んですか。

そのとおりでございます。○川﨑営繕課長

ほかにございませんか。○宮原委員長

説明資料の港湾課の24ページ、港○坂口委員

湾調査費の深浅測量ですけれども、5,100万、こ

れは経済・雇用対策で出どころが一般財源から

になっているんです。一般財源から持ち出さな

い方法というのはなかったのかというのが一つ

と、一般財源ですから、事業を出せばそれだけ

経済も雇用も確かに効果はあるんですけれど

も、当初で組んでなくて、この対策として一般

財源で対応されるということで、ほかの緊急雇

用対策とちょっと違うのかなと。財源が、特定

財源、基金事業あるいは国庫補助の高いものと

かで、そこらはどうだったのかなと。

24ページの港湾調査費5,100万○野田港湾課長

でございますが、これは、（事項）港湾維持管

理費の中で１番の説明で港湾維持管理事業とい

うのがございまして、１億1,804万5,000円をお

願いしているんですが、この中身としまして、

維持しゅんせつ費が入っておりまして、これは

通常の補助にのらない小規模な港の維持しゅん

せつということで、しゅんせつを行うにはやは

り深浅測量が必要でございまして、それは補助
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にのりませんので、県単の調査費で対応すると

いうことでございます。

そこらのところが、経済・雇用対○坂口委員

策、ぴんとこなかったので、これは通常、必要

な事業のような気も それはそれでですけれ―

ども、しゅんせつのための深浅測量ということ

ですけれども、深浅測量はずっと継続的にやら

れていますね。その中で、しゅんせつの必要性

とか、逆に養浜の必要性なんですけれども、一

般的にというか、平均的になんですけれども、

海岸侵食が起こって、汀線の動きと深浅のコン

ターの一定の時間内での大きい動きというのは

どんな方向にあるんですか。

基本的には、港の中というこ○野田港湾課長

とでお答えをさせていただきますと、台風等の

大きな波で外から砂が港の中に運ばれてくる。

入ったものは、港の中は波が静かなものですか

ら出ていかないで、防波堤の内側あるいは航路

の中にとどまっていく、そういうふうに考えて

おります。

この議案の予算の範囲内となる○坂口委員

と、それ以上の説明というのはなかなか難しい

んですけれども、一つには、掘れるところが掘

れて埋まるところが埋まるということをずっと

繰り返してきていると思うんです。その一つが

マリーナで、ここもしょっちゅう堆積して、日

本でユーザーに一番評判の悪いマリーナです。

せんだっては、ここの沖を航海中、うねりが出

たというので、ここに寄港したいと言ったけれ

ども、それも埋まっているからということで断

られたとかで、安全にもかかわるような最悪の

マリーナになっているんです。

そもそも汀線の動きとコンターの動きを聞い

たのは、宮崎港の整備がこういった海岸侵食の

大きな原因だ、あそこに港を出したことが問題

だという指摘が結構あるんです。でも、理論的

にそうだというところに結びつけられていない

けれども、構造物があそこにできたことによる

侵食堆積の繰り返しなら、抜本的なあそこへの

対応というのが必要なような気がするんです。

今回、この事業に伴っての深浅測量として必要

性に応じてやられたものなのか、長年、データ

を積み上げていって、海底の動き、海岸の動き

というものを分析していくためにこういうこと

をやられているのかなということで、深浅測量

に対しての考え方を聞きたかったんです。予算

に絡めて説明しづらければ、それでしようがな

いんですけれども、とにかく、しゅんせつや養

浜とかの宿命的なものを抜本的にやる必要があ

るんじゃないかということで、これは今後、十

分検討してほしいということを要望します。

次に、資料の40ページ、みなし道路ですけれ

ども、今言う建築確認をおろすときに、４メー

ター幅ないと建築確認ができません、それがな

いときには４メーター引っ込めたところからつ

くってくださいというもののための管理台帳で

すね。ここにみなし道路が来るというところ

は、現実的にはかなり住宅が連檐していて、家

を建てようとする空き地や既得権のない人がそ

こに来て建てようとするときに、その人に条件

づけ、規制づけをやるものですね。そうなる

と、その土地を200坪なら200坪買って、そこ

の30坪なりがみなし道路の区域内に入ると、そ

この私有財産の利活用権というのは全く凍結さ

れるわけですね。そこで、知りたいのは、そう

いったものに対しての固定資産税の考え方で

す。全く利活用できないものを資産として持っ

たとき、そこに固定資産税がかかるとなったと

きは、これは制限者側責任と思うんです。従前

そこに家を認めてきていて、何月何日からだめ
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ですよというものですから、市町村、県、国は

そこのところをどう整理されているのか。それ

とセットでなきゃ、その人は土地を持っていて

も一切使えないわけなんです。連檐しているか

ら、道路整備計画も立てられていないんです。

凍結する面積に対しての何らかの行政側の責任

か、何年後にはこの道路を整備しますという見

通しをはっきり示してからの凍結でないと、地

主さんには一方的なことで、「いつ道路をつく

るの」「恐らくできないでしょう」と。「何で

４メーター要るの」「救急車が入りません」

「でも、入り口入ってこんわ」「いや、法律が

そうなったんです」で、単純に片づけられない

と思うんだけれども、そこらの問題や課題とい

うのは意識として抱えられていないんですか。

委員おっしゃるとおり○佐藤建築住宅課長

で、固定資産税の問題は確かにあろうと思って

います。県だけでなく、宮崎市、都城市、延岡

市、日向市、４市特定行政庁ということでそち

らでやっておるんですけれども、県ではまだ

行っていないんですけれども、宮崎市等では４

メーターの幅員のところまで寄附採納的な扱い

で、登記まで行って市道にするという手続を

行っておるんです。我々の取り組みがまだでき

ていませんので、今回のデータベース化の事業

もありますので、こういう事業を絡めながら、

県のものにすることはできない、市町村のもの

にすることをどうするか、協議が必要だと思っ

ていますけれども、今後、そこらを考えていき

たいと思っています。固定資産税は、それま

で、登記が変わらない限り、そのまま払い続け

なければいけないということになると思います

ので、そこに問題があることは認識しておりま

す。

最も理想的なのは、将来の道路計○坂口委員

画を立てざるを得ないスペースだからここは制

限するんですよとなれば、そのとき、何らかで

そこを公有地に買収していくというのが一番い

いんでしょうけれども、また財源の問題で…

…。結果的に道路をつくらないところの財産を

凍結するというのは、一つにはその人の利用権

を抑制することになりますし、もう一つには、

不動産が動きづらくなると思うんです。そんな

ところを買っても１割無駄になるということ

で、住宅地がどんどん伸びてきても、そこにぽ

こんと空き地があって雑草地になっていった

り、ごみ捨て場になっていったり、これはトー

タル的に何らかの方策を考えていって、少なく

とも、緊急時、火災のとき、災害のときに安全

確保のために４メーター道路必要ですというこ

とでの法律改正でしょうから、そこに到達する

ような事業を積極的に求めていくんだ、そのと

きは公有地としての買収が必要なんだというこ

とになれば、行政が買い上げるというのも決し

て理にかなわないというか、理屈の通らない話

じゃないし、ここは何らかの工夫が要るような

気がするんです。法改正に伴って、決して実る

ものがないんです。これは今後の研究課題とし

てでもいいですけれども。

委員おっしゃるとおり、○佐藤建築住宅課長

研究課題だと思っていますけれども、市町村の

道路を県のほうが買うということはなかなか難

しいと思いますので、そこらは検討が必要と

思っています。

そういうものを含めて行政課題と○坂口委員

して。

我々は、まずこれをデー○佐藤建築住宅課長

タベース化で公表できるようにして、建築活動

が円滑化することを目的にしておりますので。

同じこの事業のことなんですけれ○井上委員
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ども、公道じゃなくて、これにあわせたもので

教えていただきたいんですけれども、緊急の経

済と雇用の対策ということで言えば、これは非

常にわかりやすい。17名程度の新規雇用を予定

しているというふうになっているわけですけれ

ども、この事業の内容というのがいまいちわか

らないんですけれども、指定道路等のデータベ

ースの整備に係る業務を委託となっていますけ

れども、打ち込みみたいなものをやるというこ

とですか。事業の期間が21年度ということは、

来年の３月までしかこの17名は雇わないという

ことなんですか。中身を教えてください。

事業の内容は、指定道路○佐藤建築住宅課長

図のほうは、地図情報システムというもので、

それぞれの道路が、国、県、市町村の道路であ

り、ここは指定道路がありますということが

はっきり明示できるような図をつくるというこ

とです。指定道路調書というのは、台帳的なも

のですけれども、その道路の調書をつくる。建

築計画概要書のデータベース化というのは、電

子情報で紙ベースのものをデータベースつくる

というものなんですけれども、これを委託によ

り行っていくということで、指定道路図のほう

はコンサル業者さんを予定、建築計画概要書の

データベース化についてはデータエントリー、

データ入力の業者さんですが、県で登録されて

いる業者さんがおられるんですけれども、そち

らのほうに出していきたいと。雇用について

は、建築計画概要書のデータエントリーのほう

の業者さんがハローワーク等で新規雇用を行う

ことを予定し、それを17名程度、それが３月末

までの委託ということで考えています。

ということは、10月から３月まで○井上委員

の６カ月間の雇用ということですね。

半年ぐらいです。半年満○佐藤建築住宅課長

たないぐらいになると思います。

補正の予算額の5,300万というの○井上委員

は、内訳からすると、どんなふうなお金の使い

方になるんですか。

指定道路、道路位置指定○佐藤建築住宅課長

の件数が1,060件あります。二項道路の路線数は

約5,000路線あります。建築計画概要書の保存の

枚数､26万5,000枚ほどありまして、これを電子

化するのに伴う費用ということです。

私、素人で、大変恐縮なんですけ○井上委員

れども、情報全体のソリューション展とかに

行ってみると、例えば宮崎県なら宮崎県が全

部、中に入っていて、データベース化されてい

て、山の高さから、地質まではわからないけれ

ども、いろいろなものがあるじゃないですか。

ああいうものは全くこういうものには利用でき

なくて、初期化からこういうふうなものをやら

ないといけないものなんですか。

落とし込む地図情報シス○佐藤建築住宅課長

テムというものは既製のものを使います。その

中に、県内の国・県・市町村道から、県が指定

した道路、それを全部落とし込んでいくという

作業になります。これはデータ化されたものが

ありません。建築計画概要書についても、電子

データでデータ化されたものはございません。

それも新たに行うということになります。それ

を県民の方々が迅速に確実に閲覧できるように

ということで予定しております。

わかりました。○井上委員

次に、同じ建築住宅課に、県営住宅の長期滞

納者のことですけれども、大体どのくらい滞納

されていて、分割といったときに１回の分割金

というのはお幾らぐらいなんですか。

５名の方がおられますけ○佐藤建築住宅課長

れども、一番多い方で32カ月51万7,800円です。
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毎月の返済額につきましては、それぞれの滞納

額に応じた形になりますけれども、月別の家賃

にプラスして5,000円から２万4,900円まで、そ

れぞれ応じて分割納付の条件が付されていると

いうことです。

余りよくわかっていなくて申しわ○井上委員

けないんですけれども、これは、月々の分にプ

ラスしてというふうに理解していいんですか。

滞納額を減らしていくこ○佐藤建築住宅課長

とが目的で分割納付誓約を結びますので、家賃

にプラスしてということです。

例えば、職業を全く持っていらっ○井上委員

しゃらないとか、個人的に配慮をする理由は全

くない方たちだというふうに理解していいとい

うことですか。

無職と言われる方は、生○佐藤建築住宅課長

活保護受給者の方も２名ほどおられます。あと

の方は職業を持って収入を得ている方たちとい

うことです。

よくわからないんですが、こんな○井上委員

に高額にならないうちに対応というのはなかな

か難しいものなんですか。

滞納の初期段階から納付○佐藤建築住宅課長

指導、督促状から、３カ月、５カ月、６カ月、

催告書を出して、６カ月目に最終催告書、それ

から明け渡し請求の検討に入るというようなこ

とで、ずっと粘り強くやってきた結果で、最終

的に明け渡し請求に至り、今回、和解というよ

うなことに至ったということなんですけれど

も、ずっと粘り強く指導してきた結果というこ

とであります。

分割納付を２回以上怠ったときは○井上委員

住宅を明け渡すとなっているので、ここに至る

までの間に、当該市町村の人たちとの連携、福

祉的な対策等と一緒に話をするとか、そういう

のは全くできないものか、それはどうなんです

か。

保護受給者の方などとは○佐藤建築住宅課長

福祉のほうと連携を図っているわけですけれど

も、なかなか……。

予備軍の人がいっぱいいると思う○井上委員

んです。ここに至った人は５人だけど、この予

備軍の人たちは、今のところ何人ぐらいです

か。

実は、30万以上の滞納者○佐藤建築住宅課長

が48名ほどいます。この方たちには、ずっと明

け渡し請求、法的措置、それぞれ講じていって

います。この５名の方はその中に入っている方

たちということです。

関連でお尋ねします。市町村の公○徳重委員

営住宅と県の公営住宅、それぞれですが、ほと

んどどの公営住宅も保証人というのをつけるは

ずですが、いかがでしょうか。何人ついている

か。

保証人は２名、県でつけ○佐藤建築住宅課長

ております。市町村もほとんど２名ということ

です。

市町村では、保証人に対して非常○徳重委員

に厳しく督促請求をされておるんです。私は、

都城で自分でも経験があるから、こう申し上げ

ているんですけれども、滞納者に対してちゃん

と指導してくださいということを何回も言われ

ましたし、納められなかった場合は安い家賃の

ところに移動してくださいとか、いろんな手を

使ってこられました。最終的に、移転して、生

活保護にその方はなったんですけれども、それ

までの分については私は払わされたんです。保

証人がちゃんと払わされたんですが、市町村と

県と違うというのは、いかがでしょう。

保証人の件につきまして○佐藤建築住宅課長
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は、委員から６月議会の委員会のときにお話が

ありまして、我々のほうも調べさせていただい

たんですけれども、県下28市町村のうちで保証

人請求というのは２市であったということと、

九州・沖縄で 大分県のみがやっている。全国で※

は訴えの提起４件のみということで、なぜそう

いうふうにやられているかという事情もござい

まして、県営住宅、公営住宅の対象者というの

は低所得者の方、ひとり暮らしの高齢者の方と

か、いろいろおられまして、保証人を立てるこ

とが非常に難しい状況がございまして、立てる

のに困っているのが実情でありまして、そうい

うときに、ここで保証人に対して訴えの提起を

起こしていくと、そこがなかなかできないとい

うようなことになって、入居者の皆さんにも不

利益が及ぶということも考えまして、いろいろ

広く考えなきゃいけないというところを、委員

から６月の委員会でお話を受けた後にいろいろ

検討もしてきたんですけれども、そういう状況

もあるということでありまして、結論は出てお

りません。

入居するときに、保証人の方も当○徳重委員

然お呼びになると思うんです。あるいは確認を

されると思うんです。その辺のところをしっか

りと言っていただかなければ、せっかく税金で

家もつくっているわけですから、そして安い家

賃で入っていただくわけです。公平さを欠くと

いうことになりますので、ひとつよろしくお願

いをしておきたいと思います。

保証人を交えた協議、保○佐藤建築住宅課長

証人に対する督促、これも行っておりますの

で、そこらで滞納が解消するように努力してい

きたいと思っています。

ほかにございませんか。○宮原委員長

常任委員会資料の９ページ、管理○太田委員

課の予算でありますが、低公害車に公用車を更

新と、地デジ対応の事業ということですが、車

の購入については過去の車との買いかえという

ことなのか、新たに買いそろえるのか。

９ページでございますけれど○成合管理課長

も、今回、土木事務所等管理費で低公害公用車

更新事業で１台を更新ということで予定してお

ります。これにつきましては、道路パトロール

車を予定しておりまして、出先の土木事務所１

所属分を更新することにしておりますけれど

も、これは財源が、６月補正でもお願いしまし

たけれども、経済危機対策の臨時交付金でござ

いまして、国の交付金で買いかえるわけです

が、当然、買いかえに該当する車両につきまし

ては、県の更新基準、例えば10年以上たってい

るとか、あるいは走行距離が10万キロ以上とい

うことで優先順位をつけまして、更新をさせて

いただくものでございます。

次の地上デジタル対応の事業であ○太田委員

りますが、これはテレビなのか、アンテナでも

つけるのか、テレビであれば何台ぐらいとか、

何かあるのかどうか。

同じく土木事務所等管理費で○成合管理課長

今回要求させていただいております地上デジタ

ル化対応事業でございますが、これにつきまし

ては、518万7,000円を計上しております。事業

内容につきましては、アンテナ配線工事、これ

は、県内の例えば都市公園総合事務所とか３カ

所の地デジ対応工事を実施するものでございま

す。もう一つが、御案内のとおり、2011年から

の地デジに対応しまして、県有のテレビジョン

につきまして、地デジ対応テレビに更新するも

のでございます。台数は県土整備部で61台をお

願いしております。更新ということでございま

※55ページに訂正発言あり
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す。

続きまして、11ページ、これは道○太田委員

路建設課のほうですが、わからないところがあ

りますので、尋ねます。公共道路新設改良事業

費というのがあります。12ページにも、一般国

道、地方道というふうに説明のところで分かれ

ておりますが、11ページで言うと、減額の県債

の補正でありますけれども、考えたときに、県

が一般国道に対して何らかの経費を負担してき

たということではありますが、国道に対する県

からの出さないかん部分というのはどういう意

味なんですか。

ここで一般国道と申しま○濱田道路建設課長

すのは、県が管理している国道でございまし

て、この改築事業は、県が国のほうから補助金

なり交付金をいただいて事業を実施するという

ものでございます。

わかりました。○太田委員

同じような質問になるかもしれませんが、15

ページの地方道路交付金事業費、道路保全課の

業務でありますが、地方道路交付金事業という

のは県が交付するということですが、市町村に

対して交付するということでよろしいでしょう

か。

ここで補正をお願いして○大寺道路保全課長

おりますのは、県が管理します道路に関しての

交付金ということで、国から県が交付していた

だいて、県管理の道路を整備するというのが13

億5,500万円の増額であります。したがいまし

て、市町村に流れる金というのはございませ

ん。

わかりました。○太田委員

38ページ、マンホールふたの接触事故という

のがありますが、ふたは閉じられておるんです

が、何らかの原因でこういう事故が起こった、

どういうことでしょうか。

県道塩鶴木崎線でマンホ○大寺道路保全課長

ールふたに接触事故がありまして、１件計上さ

せております。38ページの６番目の事故でござ

います。マンホールは、通常のとおり道路の上

に配置してあるんですけれども、よく見ます

と、前後の高さとマンホールのふたの高さが６

センチほど離隔がありまして、その前面に道路

に波打ったところがありまして、そこを走って

きた車が、車のばねで沈み込んでオイルパンを

損傷したというものでございます。通常の車で

すと、そんなに波打ったような走り方はないと

思うんですが、この車は、車両がやわらかい、

車種で申しますとプレジデントでして、道路の

波打ったところで急に車高が下がって、６セン

チのところまで下がって、オイルパンを傷めた

という事故でございます。ただ、管理者として

は、それも踏まえて十分に管理する必要がある

というふうに判断しましたので、管理瑕疵とし

て上げさせていただいております。

40ページであります。いろいろ議○太田委員

論がされましたが、指定道路の関係ですが、デ

ータベース整備に係る業務を委託というふうに

書いてありますが、委託する業者というのは公

表されているんでしょうか。

今から、議決を経まして○大寺道路保全課長

発注を行っていきます。

わかりました。○太田委員

41ページの家賃の誤りについてであります

が、最終的には人間の目で見るということです

から、コンピューターで全部やられますけれど

も、人間が介在すると、どうしてもこういうこ

とが起こることはあり得るわけですが、できる

だけそういうことがないようにせなきゃいかん

と思いますが、例えばこういう家賃等を決定し
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て通知する場合に、利用者側、入居されている

人が何か不服がある場合は何カ月以内に申し立

てなさいという、入居者側から何らかのアク

ションを起こしてくださるような、そういう行

政手続法的なお知らせはしておるんでしょう

か。

家賃の決定につきまして○佐藤建築住宅課長

は、毎年度行っているんですけれども、次年度

の家賃を２月に収入認定通知書というものを送

る中でお知らせしているんですけれども、その

中で、疑義がある場合はお問い合わせください

という内容をお示ししてお知らせしています。

そういう形はとっているというこ○太田委員

とですね。できるだけこういうミスをなくすた

めには、見取り図みたいなものでも、相手方

に、こういう家になっていますということも含

めて出せるようになると、今回全部調べられた

ということですから、もうこういうことはない

と思いますけれども、新たな何かが新築された

場合には、こういう形で家賃が決定されており

ますという形がまたとれたら、少なくなるのか

なというふうに思います。

委員おっしゃられるよう○佐藤建築住宅課長

に、床面積、間取り等のデータを書面で提供す

ることで利用者の目でチェックしていただくこ

とを今回再発防止策として考えていきます。至

急対応したいと思っています。

県営住宅の和解の関係ですが、○太田委員

今、聞きましたところ、生活保護の方が２名い

らっしゃったということですが、生活保護の場

合、県営住宅の家賃を納めることについては、

市から県に直接その人に成りかわって家賃を納

めるという手法もあるというふうに聞いていま

すが、そういう形は今後とれるわけですね。

代理納付の手続がありま○佐藤建築住宅課長

すので、それをとらせていただいています。

ということは、過去のたまった○太田委員

分、代理納付ができなかった時代の分が残って

いたということでしょうね。

保護世帯の方は、今度、○佐藤建築住宅課長

保護世帯になって、この分割納付誓約なされた

というような事情です。

そういう人はふえないということ○太田委員

になりますね。わかりました。

部長にお聞きしたいんですけれど○井上委員

も、経済・雇用対策で来たお金で県土整備部が

今回補正で上げたい、補正で絶対にやりたいと

いって強力に申し出た金額の総体と、現実に認

められたものの差というのはどのくらいあるん

ですか。

今回の補正でございますけれ○成合管理課長

ども、資料の１ページにございますように、今

回の９月補正、一般会計で102億3,638万9,000円

要求しております。この中で、公共計というの

がございますが、これは、補助公共から直轄負

担金まで合わせまして96億8,300万余でございま

す。これにつきましては、公共事業でございま

して、主に国の21年度１次補正、経済危機対策

の中で、公共投資臨時交付金、いわゆる公共投

資による経済の活性化という趣旨で設けられま

して、地方の負担分、補助公共の場合は２分の

１が都道府県、地方団体の裏負担になりますの

で、その分を国のほうが補てんしましょうとい

うものがございます。

その交付金を活用いたしまして、県土整備部

としましては、例えば補助公共事業につきまし

ては、あるいは地方道路交付金につきまして

は、国交省の内示に基づくものでございます

が、県単公共事業９億8,884万5,000円につきま

しては、県の裁量で補助公共では手の届かな
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い、簡単な道路の改修、特殊工事、交通安全、

そういったものでございますけれども、これら

につきましては、委員の質問の御趣旨から申し

上げますと、いわゆる賦存量といいましょう

か、手をつけたい事業はまだまだたくさんござ

いますけれども、枠の中で優先順位を決めて

やったということでございます。

公共事業はそういったことでございますけれ

ども、その他非公共で今回予算要求をお願いし

ております主なものは、先ほど御説明しました

雇用基金による雇用対策、17名の雇用というこ

と、そのほかは、基金事業でグリーンニュー

ディール基金というのがございまして、これに

つきましても、県土整備部でなかなか手のつか

ない河川や海岸の流木処理、そういった、優先

度は高いんですが、県単事業で手の届かないも

のを優先吟味しまして、要求をお願いしている

ところでございます。

率直に言って、雇用と経済の対策○井上委員

というのは、早期にお金が落ちたほうが効果は

早い。手続は手続として確かにあるのは理解し

た上で、できるだけ早く現場に人が動くよう

に、現場にお金が落ちるようにというのが一番

いい、私はそう思うんです。この事業は必要で

すというのは、もちろん、やりたいけれども、

今まで先延ばしにしてきた事業とかいっぱいあ

ると思うんです。今回９月の補正で出したもの

というのは、ちょびちょびなのか、それともこ

れでいっぱいいっぱいで、県土整備部が考えた

ものは全くほかにはないんだというものなの

か、どっちかと聞いているわけです。本来は、

もっと予算があったら、今回出している９月の

補正なんていうのは微々たるものですというの

か、それともこれでいっぱいいっぱいで、うち

で考えつくのはこれぐらいですでおしまいなの

か、そこが聞きたいということです。

発注機関の執行能力もご○山田県土整備部長

ざいますけれども、県内のいろんな河川や道路

や砂防、社会インフラが立ちおくれているとい

う状況にありますので、我々としては、こう

いった補正を契機にインフラの整備充実を図り

たい、これはチャンスだという思いで補正対応

は取り組んできたところでございます。では、

あとどのくらいかというお話は、なかなかお答

えしづらい面がございますけれども、我々とし

ては、まだまだといいますか、そういう気持ち

でおるところでございます。

議会で再三出るように、宮崎は、○井上委員

建設業も含めてだけれども、それに関連する事

業が非常に多い。できたら、そこに真水がぱっ

と行くようにしたいというのは、みんな県議会

の議員の人たちは考えているし、県議会もそれ

についてどうしていくのかというのを考えてい

るわけです。想定できるものについては早く落

ちていくようにというのを常に持っているんだ

けれども、これは予算執行上しようがないとは

いうものの、何か常に、少ないと言ったらおか

しいけれども、感覚的に見ると、非常に量的に

は小さいんじゃないかなと。ほかのだって、今

回の経済・雇用対策の分は、全体の補正の中の

率からしたときは、そんなにないでしょう。丸

ごと、全部ですか。違うでしょう。100億の総体

全部ではない。だから、言っているわけです。

本来必要であるとしたら、それは分捕り合戦だ

からしようがないのかもしれないけれども、こ

れはこのままなのかなという思いがしてならな

いんだけれども、先々にうちで活力をどこに先

に入れるかといったら、中小企業を含めて、そ

ういうところなのかなというふうに思うから、

経済的な効果が早く出るようにするのにはどう
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したらいいのかというのが先手先手でやられな

いと、後手後手で、倒産してから金が来てもど

うにもならないので、そこを常に一つ心配して

いるわけです。６月の補正も割と、小ぢんまり

と言ったらいけないけれども、そういうふうな

補正の立て方だったし、本当に今どこに金を注

いだらいいのかというのは、庁内全体での議論

のときにどんなふうに議論されるんだろうかと

疑問に思ってしまうわけです。かといって、す

ぐ雇用に効果があるものになっているかという

と、なかなかそんなふうにはなっていないの

で、どこにまず金を注ぐのかという庁内論議を

したときに、県土整備部としてはどうなのかと

いうのをさっきお聞きしたのはそのせいなんだ

けれども、要らないのなら要らない、要るなら

要るというのが明確にならないと、庁内に欲し

い部はいっぱいあるわけだから、ずれずれに

なってしまうんじゃないかと。本当に緊急雇用

対策、経済対策ということで、どこに金を落と

すかという議論が、総体な補正を見ると、どこ

に力を入れているのかが余りよく見えない。確

かに、予算としてはバランスが悪かったとして

も、今ここに金を注ぐというものがはっきりと

見えないと、県政的には余りよくないんじゃな

いかという思いがするわけです。県土整備部は

これでよかったのかなみたいな、そういう感覚

を持ってしまったんですけれども、そこはどん

な議論がされるのかなと思うんです。

井上委員からの御指摘でござ○成合管理課長

いますが、県土整備部では、先ほど御説明した

ような公共事業予算をお願いしているところで

ございますけれども、公共事業全体、公共三部

合わせまして124億7,000万円の９月補正をお願

いしております。これは県民政策部のほうが所

管しておりますけれども、全体的な今回の９月

補正予算における経済・雇用対策としまして

は、総合政策課がまとめておりますのは366億円

という補正額になっております。うち約125億円

が公共事業ということでございます。国の21年

度経済危機対策の中で、基金事業、そういった

ものを含めまして、残りは、例えば安全・安心

の実現、医療対策、高齢者・少子化対策、そう

いったもののほうに行っておりますし、農林水

産業の支援とか、いろんなものが入っておりま

す。

今回の本県の公共事業の補正でございますけ

れども、先ほど井上委員のほうから御指摘があ

りましたように、６月補正では本県の県土整備

部の補正が経済対策で51億円程度で、他県に比

べて少ないのではないかという御指摘を６月議

会でもいただいたところですが、今回の９月補

正、９月議会の九州各県の状況、土木部関係の

予算を見てみますと、福岡県を除きますと、宮

崎県が100億円超えということで一番大きな額に

なっておりまして、これは一つには、６月補正

で大きな額を補正しました県につきましては、

まだ国の内示が出る前に見込みで予算を組まれ

た県もあるようでございまして、６月補正と９

月補正を合わせた経済対策の公共事業費として

は、ほぼ各県並みの予算額になったのではない

かというふうに考えております。

部長に求めたいのは、今、何を県○井上委員

がやるべきなのかというところで、各部バラン

スとかいっていると、経済的効果があらわれて

くるのには物すごい時間がかかってしまうわけ

です。先ほど商工観光労働部でしたが、道路が

ないから何もできないみたいな話ばかりしてい

ましたが、あれが本当かどうか私も知らないん

です。本当なら、全部の予算を固めて道路をつ

くればいいじゃないですか。そういう話です。
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そういう言い方からすれば、今、経済的な波及

効果として、どこに一番効果が出てくるのかと

いう議論がしっかりされないと、小さく事業を

切るだけでは効果は出てこないんではないかと

いうふうに思うわけです。今議会でも代表質問

でその議論ばかり出てきましたね。そういう議

論を何度繰り返してもまた一緒。倒産してか

ら、それこそ死にそうな人にかたい御飯をやっ

ても絶対だめなんです。そういう人は食べられ

ないんです。そういうことを考えていくと、

今、何をなすべきかという庁内論議が足りない

んではないか、前もっての補正の組み方、お金

の落とし方というのがちょっとまずいんじゃな

いかというふうに思うんです。その話はしっか

りと庁内の議論のときにやっていただかない

と、出てきた予算で私たちが認めた認めないと

いう話だけでは済まないのではないかと思うん

です。経済・雇用対策で県政が何をしたいのか

というのがよくわからないんです。今度の県土

整備部のこれでいかほどの経済効果と雇用が生

まれたのかという実証の仕方、検証の仕方とい

うのは、非常に難しいと思うんです。そこを

しっかりと議論してもらえるといいなと思うん

です。これを多いとするのか、少ないとするの

か、私もよくわからないんですが、私からする

と、お金の持って行き場所というのが、地デジ

や公用車を買うだけではだめなんではないだろ

うかと思ってしまうんです。これは意見だと

思って聞いていただいて結構です。

意見ということですので、ひと○宮原委員長

つよろしくお願いをします。

ほかにございませんか。

訂正があります。先ほど○佐藤建築住宅課長

徳重委員の県営住宅の御質問の中で、保証人へ

の訴えの提起を九州各県で実施しているのは大

分県と申し上げましたけれども、大分県ではな

く、福岡県でしたので、訂正させていただきま

す。申しわけありません。

それでは、ないようですので、○宮原委員長

次に、その他の報告事項についての質疑を受け

たいと思います。宮崎県の中長期道路整備計画

の中間見直しについてということになります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ないようですので、○宮原委員長

終了したいと思います。

請願の審査に移りたいと思います。新規請願

第25号について執行部からの説明はあります

か。

今回、ただいまお話ありま○大田原河川課長

したように、請願第25号としまして、大淀川水

系河川整備計画の見直しと事業促進に関する請

願というのが出されております。これは大淀川

の直轄がかかわっている区間でございますが、

大淀川の直轄管理区間の河川整備計画につきま

しては、国のほうが、地域住民、学識者等で構

成されます流域委員会に諮りまして、平成18年

３月に策定されております。これにつきまして

は、主な目的としまして、家屋の浸水被害の解

消軽減を図ることとしておりまして、おおむ

ね30年間の河川整備の計画が示されているとこ

ろでございます。

今回の請願につきましては、庄内川、高崎川

につきまして、農地のほうにつきましても浸水

被害等が発生していますので、この軽減につい

てこの整備計画の中に入れていただきたい、そ

れとあわせまして、早期にこの計画に着手して

いただきたい、庄内川、高崎川の改修工事に早

期着手しまして、安全・安心できる河川を早く

提供していただきたいという内容の請願でござ

います。



- 57 -

先ほど申しましたように、国のほうでこの計

画をつくる中で主目的としておりますのが、家

屋の浸水被害の解消軽減ということでございま

して、この請願にあります農地等の浸水対策に

つきましては、私たちとしましても、今後検討

すべき課題として十分認識はしておるんです

が、まずは、今の整備計画に位置づけられまし

た家屋の浸水被害の解消軽減を図ることが優先

されるんではないかと考えております。なお、

この整備計画の中に高崎川の改修も掲げられて

おるんですが、この請願に谷ヶ久保という地区

名が出ております。この浸水につきましては、

整備計画の実施によりまして軽減されるのでは

ないかというふうに考えられます。また、この

計画の中では、大淀川本川河道の掘削もメニュ

ーとして上がっておりますので、それによりま

して、農地等の浸水軽減などにも効果があるの

ではないかというふうに考えられます。また、

これらにつきましては、地元のほうからも要望

を受けておりますので、この内容につきまし

て、国のほうへまた伝えてまいりたいと考えて

おります。

執行部の説明が終わりました○宮原委員長

が、質疑はございませんか。

国の直轄部分、この河川の末端の○徳重委員

部分になると思うんですけれども、直轄部分の

掘削を２～３年前からやったかなと思います

が、これは継続するんですか。

委員が言われましたのは高○大田原河川課長

城のところになるんですか。

一昨年でしたか、河川の掘削をや○徳重委員

りましたね。大々的にやられたと思うんです。

末端のほう、下流側はやるんですか。

これにつきましては、継続○大田原河川課長

でされます。今回、請願で上がっています内容

につきましては、中抜け区間といいますか、

今、激特等の事業で国、県のほうでやっていま

すが、今回、高岡の上流部と高城の区間、これ

が県管理区間になっておりまして、これにつき

ましては、県のほうで次年度以降の新規という

ことでいろいろ要望しております。それに続く

区間の上流側の整備がどうなっているのかとい

うことで、それについての見直しをやっていた

だきたいという請願でございました。

上流側ももちろんですが、下流側○徳重委員

の遺跡の拡幅と掘削がないと、上流を幾ら整備

しても、とまってしまうということだと思うん

です。県ももちろんやらなきゃいけないが、国

にも積極的な働きかけをしてもらわないと、意

味がないような気がするんです。

今、委員が言われましたの○大田原河川課長

は、観音瀬のことだと思います。これにつきま

しては、県の史跡にもなっておりますので、今

の計画の中では、下のほうに掘削するんじゃな

くて、横のほうにというような計画になってお

りまして、これにつきましても、国のほうと今

いろいろ協議を進めているところです。先ほど

申しましたように、県のほうが来年新規で要望

するものですから、それにあわせていろいろ協

議を進めていきたいというふうに考えておりま

す。

今の関連ですけれども、河川課○星原委員

長、国の直轄の部分はわかるんですが、観音瀬

周辺は県の部分ですね。河川国道事務所と話を

すると、あそこは県のほうだから県でやっても

らわないかんという説明を受けるわけです。県

のほうはなかなか予算がないということなの

で、県の予算が厳しい状況だから、地元として

はとりあえず、谷ヶ久保の地区は住家が浸水す

るものですから、築堤を急いでほしいと。県が



- 58 -

観音瀬の周辺を広げてもらうと、ひょっとした

ら少しは引くんじゃないかという気はするんで

すけれども、そういう場合、県としては、その

辺の検討にも入っているんですか、入っていな

いんですか。

県のほうで観音瀬云々とい○大田原河川課長

う検討にはまだ入っておりません。ただ、直上

流まで国の今度の整備計画に入っているもので

すから、引き続き、先ほど委員おっしゃられま

したように、向こうの事業で何とか、その辺の

いろんな調整を今、図っているところです。協

議中でございます。

わかりました。○星原委員

これは飛躍するんですけれども、○坂口委員

地方分権の中で、国管理の河川もよこせという

ようなことも今度協議の対象にという説明も知

事からあっているんです。河道断面不足が上流

部で起こったときに、断面を確保する。当然、

下流域の市街地に入っているところは、それに

対応するためにはかさ上げしかないと思うんで

す。実際、川幅を広げるというのはなかなかで

す。そうなったとき、堤防の歴史からいったと

きに、構造自体の強度計算はできないと思うん

です。現実に、一ツ瀬川でも、高さはあるけれ

ども、漏水が起こったりとか、極めて危ない状

況にあると思うんです。この整備計画に必要と

する、将来のそういったリスクも含めた財源が

確保できない限りは、河川を安易に受け取るこ

と自体が、事業量が稼げるというのはありがた

い話だけれども、危険がいっぱいなところにど

うも河川の堤防というのは来ているような気が

するんです。構造が、明治時代の人海戦術で何

でもかんでも埋めたところがあんこで包まれて

いるわけです。その後にいろんな、構造令は最

近ですけれども、それに見合うものができたと

いうことで、中身が全くわからないものです。

これを判断する材料として本当は欲しいんです

けれども、一般的に河川の堤防というものに対

しての信頼度と、今まで先送りされてきたそう

いった河道断面の不足、これが解決できないと

ころを今後どんなぐあいに見通されています

か。これは本当に整備計画で解決できていくの

かなと。対症療法でその都度逃れていくしかな

いかなと。最終的には、昔の霞堤、犠牲地を

ちゃんと確保して、そこを補償する制度みたい

なものがこの計画とセットで、何年確率で何ヘ

クタールの農地を犠牲にするんだと、そのとき

の補償制度というのが出てこないと、これはな

かなか難しいと思います。そんな整理の仕方は

見通せないままに、仮に分権なんかでこれを地

方が受け取ったら、えらい目に遭いそうな気が

するんですけれども、そこらは何か考えを持っ

ておられれば聞かせていただけると……。

今、委員言われましたよう○大田原河川課長

に、確かに原則としましては、下流のほうから

完成形で連続堤といいますか、堤防を持ってい

くのが一番理想的ではあるんですけれども、多

大な費用と時間がかかります。そこで、今は、

おっしゃられましたように、宅地かさ上げ、輪

中堤、そういうもので下流よりかちょっと飛ん

でいるところの浸水被害が発生しているところ

を応急的に、すぐ対応できるような形での工事

をやっているところです。これにつきまして

は、異常気象あるいは豪雨で完璧に浸水しない

とか、そういうことは言えないと思います。例

えば10年に１回、30年に１回、まずは暫定形と

いいますか、被害が大きかったところをまずは

必要最小限、浸水しないようにする、そういう

いろんな手だてをやっていきながら、暫定的な

形ができた後に、さらに完成形といいますか、
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大きな洪水が来てももつような形、そういうふ

うな形で仕上げていくのが、地元に対しても効

果があるといいますか、話もしやすいし、地元

の方も安心できるのではないかというふうに考

えております。

輪中堤やかさ上げというのは、な○坂口委員

かなかいい制度で小回りがきく。ただ、何年か

なりますね。４～５年になるんですかね。これ

はこれでトータル的には理想的な形だと思うん

です。今のようにほんの１時間ぐらい集中的に

降って、すっと引いていく、その間の水をどこ

に逃すかですけれども、こういった30年計

画、10年計画で堤防が整備されてくる。それに

伴って地域の発展あるいは衰退が起こって、犠

牲にできるというと悪いんですけれども、極

力、経済的な犠牲が低いようなところにそれを

補償しながら、例えば右岸側と左岸側の堤防の

完成高を調整しながら、ここの付近では左岸に

流すことが経済的負担の対象となる、補償すべ

き人たちも少ないというものを、そういった今

度は小規模な計画というとおかしいんですけれ

ども、それでとりあえずは向こう何年間かは川

下を守って、そのかわり、応分の負担はしっか

りしていくというものを制度的に何かできない

かなと。堤防は今さら難しいような気がするん

です。参考ですから、ここまででいいですけれ

ども。

ほかにありますか。○宮原委員長

その他、何かありませんか。

さきの一般質問でも質疑が行われ○黒木委員

たんですけれども、一般競争入札の設定金額で

すけれども、宮崎県と佐賀県が250万以上という

ことになっておりますけれども、この変更につ

いて検討がされているのかどうか、お尋ねいた

します。

入札制度改革につきまして○成合管理課長

は、御案内のように、19年３月に実施方針を決

定いたしまして、そのときに250万以上の建設工

事につきましては、原則、一般競争入札という

ことで、20年１月から全面導入をしてまいりま

した。その間、一般競争あるいは途中でやりま

した総合評価方式等の検証、見直しを行いなが

ら、現在まで来ているところでございます。今

議会におきましても、指名競争入札、一般競争

入札の問題については、さまざまな視点からい

ろんな御質問をいただいたところでございます

けれども、現段階で申し上げられるのは、一般

競争にしましても、指名競争につきましても、

メリットあるいはデメリット、課題、そういっ

たものが、さまざまな問題点があろうかと思い

ますけれども、この入札改革を導入しました経

緯、それから、現段階では、指名競争入札にな

りますと、最大のデメリットが業者選定に恣意

の余地が残るという課題がございまして、本会

議のほうでも知事以下お答えさせていただきま

したように、現段階では、基本的には、一般競

争の枠の中で現在の制度の検証と見直し、さま

ざまな角度から改善等を、県議会あるいは県民

の皆様、場合によっては業界の皆様の御意見を

踏まえながら、制度の構築をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

さきに商工観光労働部でも質問し○黒木委員

たんですけれども、建設業は、倒産したり廃業

したりして、失業者ができておりまして、特

に、ほかに雇用の場のない中山間地域において

は厳しいものがあります。商工観光労働部も、

再就職先の資料については、わからないという

ことでありましたけれども、こういう制度改革

が行われるときには、部局横断的に雇用対策を

打つべきではないかというふうに思うんです。
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例えば、私の住んでいるような山村において

は、建設業というのは重機を持っているから林

業にシフトしやすいというようなことが言われ

ておりました。実際に、林業に進んだ人もおり

ますけれども、現在の木材価格低迷状況におい

ては、仕事をするけれども、日当にはなっても

林家に渡す金がない、こういう仕事はやってお

れんというような現実です。何か仕事先はない

かということで途方に暮れておるというのが現

状でありまして、今のいろんな制度見直しは

やっておりますけれども、何らかしっかり検討

して、今の制度を何とか見直さなければ、地方

の雇用対策というのは先が真っ暗というような

状況になりつつありますので、しっかりとこの

ことについても見直していただくように、検討

いただきたいというふうに要望しておきたいと

思います。

要望ということですが、何かあ○宮原委員長

りませんか。

関連で。今、出ましたように、経○星原委員

済・雇用対策ということで言えば、企業の誘致

とか、そんなのも雇用にはなってくるんです。

ただ、中山間地域は本当に疲弊状況で、そうい

うところが唯一経済対策の部分になるというの

はやっぱり公共事業じゃないかなと。公共事業

も、先ほど管理課長は、指名になると業者選定

で恣意があるんじゃないかという話なんです

が、地元の我々のところでも困っているのは、

指名であれば、とらない人と、とった人が大体

わかってきますから、順送りである程度、指名

いただくと、いつごろ自分たちが仕事がとれる

可能性が近づいているというのがわかる。金融

機関にお金を借りに行って、では担保にするも

のは何かあるかと。いつごろ市の仕事あるいは

県の仕事がもらえる、そういうものがあると金

融機関が金を貸しやすいんですが、今の状況だ

と、いつとれるかわからないので、金を貸して

くれないというわけです。その点が一番悩まし

い状況なんです。金融機関が金を貸してさえく

れれば、息継ぎしながら、下請でもあるいは民

間の仕事でもとりながら、食いつなぎができて

いくんですが、その予測が全然立たない。た

だ、数字的に低いところがとっていく、あるい

は専任技術者がいるところがとっていくという

形の中でやられますと、とれるところ、とれな

いところとの格差が出てきているんです。これ

だったら、続けるよりかやめたほうがいいとい

うような、廃業できる人たちは、自分ところの

財産とかそういうものがあって、ある程度廃業

しやすいんですが、そうじゃなくて何とか回さ

なくてはいけない人たちが一番苦しんでいるわ

けです。かといって、ほかの仕事に転業といっ

ても、これまた新たに資本投下しなくちゃなら

ない、資本投下する金がないということになる

わけです。

その辺を考えたときに、中山間地の若い人た

ちの労働力、あるいは災害が起きたときにどう

するかということを考えると、地域にもよるわ

けですが、そういう考え方も持ってもらわん

と、ただ単に一般競争さえすれば、いろんな問

題が起きないということじゃなくて、地域を維

持していく、そういう面も考えた配慮がない

と、このままいったら、中山間地の経営内容の

規模の小さいところは多分つぶれざるを得な

い。やりたくてもつぶれざるを得ないところが

今まで以上に出てくるんじゃないかと思うんで

す。そういうことを考えると、地域地域にある

程度の業者が配置されていないと、災害が起き

たときなんかは、道路が寸断されていれば入っ

ていくこともできんわけですから、そういうこ



- 61 -

とも念頭に置いた、入札制度を改革するんであ

れば、そこにも配慮のある考え方も一方で持っ

てもらわんといかんのじゃないかなというふう

に思うんです。

宮崎県以外では、250万以上というと、佐賀県

がそういう形になっていますが、ほかのところ

は5,000万とか4,000万以上のところが一般に

なっているわけで、大きい仕事は競争させてい

いと思うんですが、小さい地域で2,000～3,000

万しか仕事がとれなくて、あるいは年間5,000万

以下ぐらいの規模でやっている人、そういう人

たちは、仕事が交代ででもとれるというような

システムをつくってほしいなと思うんですけれ

ども、どうしても皆さん方から見ると、競争競

争という形になるんですが、我々、小さい業者

の人たちの話を聞くと、そういうことを織り交

ぜて、民間とか下請とかやれるようなシステム

を何とかしてほしいということなんですが、そ

の辺については考えられませんか。

建設産業につきまして○山田県土整備部長

は、近年の建設投資の大幅な減少、あるいは入

札制度改革によりまして、一般競争の拡大によ

りまして、非常に競争性が高まってきている、

そして、昨年来の経済の急速な悪化ということ

で、極めて厳しい経営環境に置かれていると

思っております。我々としては、建設産業とい

うのは社会基盤整備の大切なパートナーだとい

うふうに思っております。そして、災害発生時

の緊急対応、我々は何もできないわけで、業者

の皆さんが動かなければ何一つできないという

ことで、そういった緊急時の役割、あるいは特

に中山間地域におきましては、やはり経済雇用

に大きな役割を果たしているというようなこと

で、非常に重要な産業であるということも十分

認識いたしております。

そういった中で、19年から改革をやってきて

おりますけれども、公正で透明性の高い、競争

性の担保された、そういう制度改革の確立を求

めながら、一方では建設産業の育成、そういっ

たことを念頭に置いて、その両立をいかに図っ

ていくかということでこれまで一生懸命工夫し

てきたところでございまして、今後とも、いろ

いろ御意見を伺いながら、有効な手だて、必要

な見直しを行いながら、取り組んでまいりたい

というふうに思っております。今後ともよろし

くお願いいたします。

部長が言われることは、いつも僕○星原委員

らも聞いておりまして、大体わかるんです。た

だ現実に、昔は2,200億円ぐらいの公共事業費が

あって、これが半分以下になっているわけで

す。業者も、もちろん一方で減っていくのも仕

方のない部分があるかもしれません。ただ、あ

の当時は、落札額も95％以上とか、その前後で

ありましたから、会社を守っていく上でもある

程度回せたわけですが、今は、あのころからす

ると、10％も下がっている。完全な純利の部分

がなくなっているわけで、競争も激しくなった

上に落札額も落ちているものですから、余計厳

しい状況になっているわけです。透明性、公平

性とか、確かに言葉としてはそうかもしれない

んですが、言われるように、いい業者を育てる

とか、あるいは地域になくちゃいけないという

ふうに思われるんなら、ある程度そういうこと

も考えながら、どうやったら地域に残れる、ど

ういう形のやり方をしていけば仕事を守りなが

ら生活ができていくかということになろうかと

思うんです。

単純に、私の地元でも29社あった会社がこの

２年ちょっとで19社で、10社減りまして、私よ

りか下の年齢の２代目の社長たちもやめて、そ
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ういう形になっていて、家庭まで犠牲になって

いる姿を見ますと、もうそろそろどこかでとめ

られる感じにならないと、同じような状況がこ

れからあと１～２年続くと、またそれぐらいの

数が減っていく。地域を守らないかん、地域を

どうかしなきゃいかんという中で、その辺の人

たちが今まで中心になって地域を支えていたわ

けです。商店街にしても何でも寂れてきてい

る。第１次産業と公共事業の活性化が図れんの

が地域をかなり疲弊させ、若い人たちが地域に

帰る元気もない状況になってきているわけで

す。確かに、皆さん方のほうは、いろんな改革

の中でいい方向に持っていこうとして努力され

ているんだけれども、それだけではなかなか解

決できない部分があるということは思いなが

ら、また改革にも取り組んでいただきたいとい

うふうに、これは要望で結構です。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いしたいと思います。

ほかに。

これはずっと一貫してなんですけ○坂口委員

れども、恣意性、公正さ、それは何を意味して

いるかというと、自分らを守ろうということだ

と思うんです。発注者側が県民に批判された

り、不信感を持たれることを守ろうということ

で、一番の根本は、税をいかに生かしていくか

だと思うんです。納税者に対しての行政として

の責任です。税の使い方の責任。1,200億もの公

共投資をやって、そのことでどれだけその金が

納税者に対して生かし切れたかという責任が欠

けていると思うんです。

例えば、恣意ということを先ほど管理課長説

明されたですけれども、好き嫌いで指名を入れ

たり外したりするということを直接的には意味

しているのかなと思うんですけれども、指名に

対して限りなく公正さが保てるような指名選択

のあり方とか、指名審査委員会というのもある

わけですから、第三者も入ってくることもある

わけですから、それがないのかなというのと、

指名に入れること入れないことが適当あるいは

不適当と判断する、総合評価方式の精神はそこ

です。技術とかそういったもの。また、品確法

も、工事箇所ごとにその業者が参入すること、

競争に加わること、一般競争入札も含めて、本

当に競争に参加させていいのか悪いのかは、競

争に参加しようとする者についてということだ

から、工事ごとに事前に一件一件審査しなさい

というのが法の建前です。今のように、公正

さ、遵法とかいうことを主張されるんならです

ね。実際は、そうじゃない。

一般質問で時間がなかったから十分にもらえ

なかったんですけれども、例えば総合評価方式

で受注調整をかけられた。あれなんていうの

は、過去３年間の平均受注額を、当該年度の受

注は1.0倍、だから同額をちょっとでも超した

ら10点も減点するというものでしょう。致命的

です。参加したって意味がないぐらいの致命的

な調整がそこでかかるわけです。では、それが

本当に立派なことか、恣意が考えられないかと

いったら、この前、言ったように、工事という

のは、発注して、その時期に来て出せて初めて

何月何日に出せましたというものです。でも、

予定というのは、事前に、公表制度だから、い

つごろ出す予定ですと組んでいますね。ダブっ

てしまって申しわけないですけれども、どうし

ても理解できんから言わせてもらうんですが、

１億円の工事が目前にあった、５億円の工事が

その向こうにあった、自分ところは、この１億

に対しては総合評価でやってもらえるんだった

ら、一番チャンピオンでいけるだろう、自分と
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ころが一番点数高くもらえるだろう、次の５億

円、これもほぼそういう物件だろうなと。とこ

ろが、この１億をとってしまうと、1.0を超して

しまう。100万でも200万でも受注制限がかかっ

てしまって、そこで10点引かれたら、この５億

は致命的だ。では、これをみすみす見逃して５

億に挑戦したときに、これを滑ったら後が何も

ない。理想的には、この１億がその先に出れ

ば、万が一これで滑っても、その１億をやれ

ば、去年並みをちょっと超えるような受注には

つながるし、これは自信が絶対あるとなったと

きは、順番の理想はこうです。恣意じゃなくて

も、これは常にあり得るんです。工事の正確性

やいろんな条件が整うのを見て発注していかれ

るわけですから、年度初めや年度の中に見立て

た、計画したとおりにはいかない。恣意じゃな

くてもそんなになってしまうけれども、恣意で

もやれるわけですね。この設計ちょっと問題が

ありはせんか、一回検討してみたらもうちょっ

とここは安く上がりはせんか、えらい銭がかか

るなと。検討した結果、何もありませんでし

た、ああ、そうか、よかったで済むし、ほぼ出

てくるんです。ＶＥにかけられた経験があるか

らわかると思うんですけれども、幾らでも工夫

の余地はあるんです。やっぱりおれが言ったと

おりだろう、延ばしてよかったなということ

で、５億をぽんととれて、よかったのは業者さ

んだったかもわからないです。だから、恣意と

いえば、むしろそこにも恣意があります。何も

それを見分ける方法ができないんです。幾らそ

こに監視委員会をつくったって、これは恣意で

おくらせたんじゃないか、いいえ、これについ

ては設計上ふぐあいがありましたとか、設計を

再確認する必要がありましたとか、もっといい

方法はないかといって、検討に検討を重ねまし

たと。指名でこれをどう漏らしたのというの

は、そこに指名審査委員会というものがあるわ

けですから、どういうことでこれは外したか、

どういうことで入ったかということになると、

こちらのほうが恣意性は物すごく弱くなると思

うんですけれども、部長、指名競争入札も一般

競争入札も受注調整も経験してこられて、どう

感じられますか。僕は、恣意というのはむしろ

逆だと思うんです。

ここで委員の皆様にお諮りをい○宮原委員長

たします。既に４時が７～８分過ぎておりま

す。本日の日程では午後４時までとなっており

ましたが、このまま継続してよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、引き続き、質疑を続○宮原委員長

けます。

恣意性の問題は、一般競○山田県土整備部長

争と指名競争を比較したときに、やはり指名競

争のほうに恣意性の余地が残る、一般論でござ

います。

僕は理詰めで言ったでしょう。今○坂口委員

の疑問を解いてください。

一般競争につきまして○山田県土整備部長

も、恣意性がないとは言えないです。しかし、

恣意性の度合いを考えたときに、比較すれば一

般競争のほうが恣意性の余地が少ない、低い、

私はこれまで経験してきてそういうふうに思っ

ております。全く恣意性がないと言い切ること

はできないのかなと思っています。

そこで、恣意性の可能性は、一般○坂口委員

競争入札の総合評価 総合評価は、一般競争―

入札をやっていたときの弊害を防ぐために必要

な評価制度ですから、いつまでも試行じゃだめ

なわけなんです。入れる入れない、入れるなら
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限りなく全面なんです。でも、そういうことは

別として、一般競争入札における総合評価を導

入したときの恣意の可能性の大きさと、指名競

争による恣意といったら、入れる入れないの問

題でしょう。それでは、一般競争入札のとき、

まず公募をかけて総合評価をやるじゃないです

か。審査をやったときに、この工事について

は、こういう技術力を持ってこういう条件を整

えてという指名審査をやって、そこで残った人

すべてを指名するという仕組みにしておけばい

いじゃないですか。何も恣意の余地はないじゃ

ないですか。こういう工事は、この経験があ

る、こういう技術者を持っている、年間これぐ

らいは施工できる体制を持っていないとだめ、

経営の中身もこれぐらいないとだめということ

を客観的に総合評価項目にやっていって、審査

した結果、その中の何者が資格を持ちましたよ

と。あるときは30者になるかもわからないで

す。あるときは５～６者になるかもわからない

です。この人たちこそ、税金を払って物をつく

らせるに値する人たちだというのを評価するの

が、それでどれぐらいすぐれているかというの

を順序立てて点数つけていくのが総合評価です

から、その点数の中で何点以上ある人は全部指

名することにしますよというので、好きな人を

選ぶんじゃなくて、総合評価での評価項目と配

点のあり方で、今言われたように山間地にも企

業さんは残ってもらう、地元業者を育ててもら

う、技術が高いところは残ってもらうというよ

うなものをやって、その中から、恣意じゃなく

て残った人をすべて指名するという方法でもあ

るし、頭から悪と決めつけていますよね。

でも、恣意は、一般競争の総合評価 例え―

ば総合評価で提案の採点をされる。前はそれ

が20点か10点か０点かの世界だったから傾斜に

していくということでやられたけれども、５項

目を４点満点の20点の配分として、これには丸

印にしましょう、この提案は評価しましょう、

これはだめです、バツですよとか、減点はない

んだったですね。そんな提案、おまえのところ

の技術は何たるものかという減点もない。５つ

を４点ずつに分けて、４対２対０とされたです

けれども、採用したものが４と２に分けられる

というのは限りなく裁量に近い、恣意に近いと

いっていいぐらいだと思うんです。技術評価な

んていうのは、実効性まで含めた技術の評価な

んていうのは、１人１人違うと思うんです。だ

れも、おまえのこの２点はけしからん、４点

じゃないかということも言えない。４点を多過

ぎる、２点じゃないかということも、どちらが

正しいかもわからんです。だから、そういう恣

意の可能性のあることといったら、僕は、総合

評価のほうが恣意は高まってくると思う。可能

性としてですよ。それが積み重なっていったと

きは、証拠立てられないけれども、不信が起こ

るということは間違いないです。総合評価のあ

り方というのはおかしいんじゃないかという、

今でもかなりな不信が起こっています。だか

ら、検証されて、常に変えられているんでしょ

うけれども、恣意に対して、もう一回だけ聞き

ますけれども、本当に指名制は恣意の度合いが

高いと、今でも部長は思っているんですか。ほ

かにどういうことがありますか。入れられた、

入れられなかったのほかに、どういうところで

指名だと恣意が働きますか。総合評価での恣意

の可能性を言われたら、もし言えと言われれ

ば、時間があれば何ぼでもまだほかにあります

よ。

今、総合評価のことを○山田県土整備部長

おっしゃいましたので、我々は、総合評価でな
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るだけ恣意性の余地が残らないような取り組み

をやってきております。まずは、試行要領を定

めてやっているんですけれども、その中で落札

者決定基準というのを定めておりまして、これ

は公表しております。その評価基準の設定等に

当たりましては、学識経験を有する第三者に意

見を聞いてきております。それから、入札公告

時に評価項目あるいは評価基準を公表するとと

もに、技術提案等の審査に当たっては、出先機

関、本庁内において多人数で多段階での評価を

行っているということです。その際に、公正性

を確保するために、企業名を伏せて、企業名が

わからないような形でやっているというような

こと、開札後は、速やかに入札結果を応札者に

公表いたしているというようなことでありまし

て、なるだけ恣意性が入らないように、いろん

な工夫をして取り組んでいるというようなこと

でございます。

それは工夫であって、現実的には○坂口委員

入ります。業者名を伏せていても、例えば特別

な大きいトンネルだの、大きい港湾だの、プロ

ジェクトに近いようなものの工事は、参入でき

る可能性を持つ、入ってくる人たちは何者かな

んです。その中で、その提案を見れば、それだ

け経験を積まれた技術者だったら、大体これは

どこの提案だろうとか、以前どこどこの工事現

場においての経験だからこれは実行できますな

んていう説明をヒアリングでやるわけでしょ

う。どこということがわかるじゃないですか。

そんな建前論じゃなくて、現実を言っている。

現実に、過ぎた時点で不信が起こるということ

を言っているんです。

長くなりますけれども、とにかくそういう余

地がいっぱい残る。こういうことをやります、

ああいうことをやりますと言ったって、現に今

でも不信が出ているということと、言われたよ

うに何人で評価しようと、どの人がつけても、

マークシートじゃないんです。これが本当に効

果があるのかとか、この場合、オーバースペッ

クも含めて、これはオーバースペックと判断す

べきなのかすべきでないのかとか、その判断は

まちまち違うんです。だから、そこに恣意性が

残るし、不信感を買う余地が残るじゃないかと

いうことを言っている。どちらをやったほうが

いいというんじゃないんです。判断をかたくな

に拒まれるからです。

もう一つ言われているのが、指名だったら談

合が起こるじゃないかと。今までの指名という

のは、だれだれを指名しました、幾らの工事は

何者ですということを公表していたから、相談

相手がわかるからです。それを今言ったよう

に、一定の基準以上の、この工事にはこういう

点数でこういう部門で何点を確保した人だけを

指名しよう、公表すまいとなったときは、ある

ときはそれが25者、30者になるかもわからない

です。そこに本当に適切な工事をやれる人が指

名対象とすれば、点数次第で、あるときは５～

６者しか残らないかもわからないです。それを

公表しないとしたときに、まず相手が何人い

て、どこのだれかもわからないというのが一つ

あります。言われるように、全体で分け合うパ

イが足りないわけです。今回譲ったら、おれに

いつくれるんだという約束ができない限り、談

合というのは成立しない、そういう状況とかを

見たときに、談合を排除できる指名、競争性を

確保できる指名というのはあるんじゃないです

か。指名制に戻したから90何％になるなんて

思ったら、それは余りにも短絡的だし、甘いと

思います。だれが指名されたかわからない仕組

みをやれば、競争性は、落札率は余り変わらな
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いと思います。

時間でとめるときはとめてください。 し―

かも、それで競争性も変わらない、落札率も変

わらんなら、指名も一般も同じじゃないかと部

長思われるかもわからん。ところが、総合評価

となると、その点数を確保するために、過去こ

ういう経験を持った技術者も雇用せんといか

ん、配置予定技術者も満点とれるのを何人持た

ないかんでしょう。今度は、提案する内容を履

行するための設備とか、その他の投資もやらん

といかん。物すごいコストがそこにはかかって

いるわけです。業者が今後気がついていくの

は、一般競争入札になって、総合評価になっ

て、最低制限価格を見直してもらって、去年の

決算のときは落札率が何％で、それよりよかっ

たのに、何でことしは赤字かということに決算

したときに気がつくと思うんです。総合評価に

こたえるためのかなりな投資を業者が求められ

ている。それをやらんかったら競争に落ちてい

く。だけれども、またその総合評価の項目とか

評価点が変わるから、せっかく投資したものが

次の年度まで点数として生きられずに、また新

たな投資が始まるというようなこと。

だから、今、自分らを守るための総合評価の

試行期間で評価がえであったり、自分らを守る

ための一般競争入札であったりで、その中で、

業界と相談されているといえば、少なくとも発

注者と受注者の間であって、肝心の納税者が税

金を納めていて、その税金をどう生かしている

んだと、黒木委員のところでどう雇用の場で県

民の税金が生かされたんだとか、全体の産業の

盛り上げのために建設産業を育成して、自分ら

の息子の雇用を安定させてもらったりするため

に、自分たちの税金がどう生かされるんだとい

う、税がいかに生かされているかという視点か

らの、今の改革の中でのそういう視点というの

が全くないと思うんですけれども、税は生かさ

れるべきだと思います。そこらはどんなぐあい

に検証されていますか。公共事業の建設業法の

一番の目的の健全な企業の育成、それから公共

投資の景気への貢献という景気対策、波及効

果、ここらをどんなぐあいに入札制度改革の中

で検証されているんですか。

坂口委員からの御指摘でござ○成合管理課長

いますけれども、入札制度改革につきまして

は、委員の御指摘のように、最終的には税の使

い方、使われ方というのは私ども非常に重要な

視点でございまして、先ほどから御質問いただ

いております一般競争、指名競争入札の、先ほ

ど申し上げましたように、いろんな課題、もち

ろん指名競争入札にもデメリットはございます

けれども、一般競争入札の中にもいろんなデメ

リットがあるということでございます。ただ、

坂口委員の御指摘のように、指名競争入札でそ

ういった税の使われ方を考えたときに全部否定

するのかというようなことであれば、そういっ

たデメリット、恣意性の余地が残るとか、談合

が行われにくい土壌にするとか、そういったも

のの方策があれば、いろいろ研究していくとい

うこともあり得ると思うんですけれども、委員

が先ほどからおっしゃっているのは、公募型の

指名競争入札事前審査型とか、そういった手法

もとられる可能性も国等においても研究されて

いるようでございますので、そういったものも

含めて研究していく必要があるかと思います。

現段階で申し上げますと、先ほど申しました

ように、19年３月の実施方針決定から基本的な

考え方として、一般競争入札の導入という枠組

みの中で、現在の発注者側のマンパワーの問

題、あるいは現状の建設業界の実態等を踏まえ
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まして、現行の総合評価方式の地域企業育成型

を県独自でことし１月から導入したわけでござ

いますけれども、地域に根差した建設業者が受

注しやすい条件とか、そういった工夫を私ども

としてはしてまいったというふうには考えてい

るところでございますけれども、委員の御意見

も、先ほどからおっしゃるように、税金の使い

方という視点も必要であるというふうには認識

しているところでございます。

例えば、地域企業育成型、これも○坂口委員

結構なことです。これは地元にとっては苦肉の

策です。それはそれで必要かもわからんけれど

も、そうなったときに、まず総合評価は何だっ

たのというところは、県も概要を出しているん

ですけれども、競争が激化して低価格競争に

なったことによって、工事中の事故や粗雑工事

の発生、下請業者や労働者へのしわ寄せ等によ

る公共工事の品質の低下が懸念されるように

なった、だから、こういう方法を導入してやる

んだということでの総合評価ですね。そんな中

でまたいろんな弊害が出てきて、地元の人がと

れるようにということで地域育成型、よその町

は手が出せませんよ、１本だけですよというこ

とで、これはこれでいいと思うんです。地域の

企業育成とか地域経済への貢献、否定するもの

じゃないんです。でも、もっともっと総合評価

というのは技術を評価していってというのが比

重の半分ぐらいないといけないと思うんです。

そんな弊害が出てきた。職員の人手が足らん。

だから確認書をつくってからも、提案はさせな

いんだ、既に点数つけられたものを１年間カー

ドを切って、そのカードで技術は評価していく

んだ、だからそこに提案型は消えていったわけ

です。金額も上げられた。それは本末転倒だと

思うんです。むしろそういうところを評価し

て、いい業者に仕事を確保してもらうんですよ

と始めたところで、職員不足が起こった、事前

の審査はできない、そういう帳じり合わせのた

めに簡素化していって、どんどん上げて、業者

のほうは技術を提案したり、高度な技術を生か

したりするために体制を整えてきたものが、評

価対象から外されていきだしたんです。

課長も勘違いされているかもわからんけれど

も、せめて一部についても含めて指名競争の再

度評価をすべきじゃないかというのは、大きい

工事を言っているんです。小さい工事は総合評

価でいろんな試行錯誤しながら、なるだけとい

うけれども、大きい工事というものは、さっき

も言いましたように、本当に技術力が生かされ

て、対象になる業者も少なくて、事前にしっか

り審査ができて、約束したことをはっきり責任

持って履行できるというものが確認される、複

雑な工種を幾つも組み合わせる、金額も多くて

工期も雨季から乾季、暑い時期、寒い時期、雨

の時期、いろんな自然条件と闘いながら品質を

確保していくという、いろんな点からの相当高

いものが求められるような工事に限っては、事

前にしっかり審査していって、談合を排除でき

る条件で入札させて、せめてそこらももう一回

試行できないかと。僕は、一律何ぼ以下の指名

競争入札に付すというのは余り工夫がないと

思っているんですけれども、それらのところは

もう見えてきたんじゃないかという気がするん

です。

くどくなってしまいますけれども、受注調整

というのは幾らもあると思うんですけれども、

今の地域企業育成型で、どの町にあれば点数を

幾ら上げますよという、それも受注調整の一つ

の手法ですね。技術力とか過去の経験とか、い

ろいろありますけれども、過去何年間の間に企
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業がこういう実績を持っていたか持っていない

かというのも、これは受注調整、参加調整で

す。今、談合だの指名だのをあしきものとして

ずっと説明を一貫してされてきているんですけ

れども、その企業が有する過去10年間の経験と

いう中の過去の８年間ぐらいはあしき談合時代

に持った経験であり、実績なんです。そういう

時代に力のある者がつけてきたものを今、競争

時代だといって、その時代の点数とかそういう

ものを生かすということも、これはどうも理に

かなっていないと思うんです。そういう時代は

本当に談合があったり、そういうことがなされ

ていたということを信じて疑わないなら、そう

いう時代に強かった人たちというのは談合の力

を持っていた人たちがいろんな実績をつけてき

ているわけで、そのころの実績は評価してあげ

ますよ、新たな時代に入ったんですよという、

そういう矛盾点もある。

フランクに僕らがよかったなと思えるものは

余り今の総合評価の中にはないような気がして

ならないんです。本当に自信持ってやっておら

れるか。これは答えようがないでしょうけれど

も、この次の一つは答えてほしいんですけれど

も、例えば入札中止がどれぐらいあるかという

と、全体じゃないんですけれども、新聞なりい

ろんなので出された、昨年度20年度分なんかを

見てみると、委託業務とか設計とか測量の業務

では一般と指名とありますからですけれども、

両方ある委託とか測量業務の中の11.6％ぐらい

だったから、12％ぐらいが入札延期中止、12％

ぐらい委託契約業務では起こっていると思うん

です。その中での指名では２％ぐらいしか起

こっていないと思います。工事になっては４％

から５％ぐらい入札中止が起こっている。その

理由というのは、ほとんどが設計ミスか、積算

ミスかです。こういうものが一般競争入札に

なって、そして予定価格も何も出なくなって、

いろんな人がわっと来だした中でだれかが気が

ついて、何らかで質疑を上げてきて、これは間

違えていたということに気づいているだけで、

気づかないまま契約がなされているというもの

もたくさんあると思うんです。

今のは、２通り考えがあるんですけれども、

指名にすればそれがわかりやすいかというと、

わかるかわからないか、どちらが確率が高いか

わからんけれども、そういうことでありなが

ら、一方では点数をつけたり、１点を競わせた

りしながら、最低制限価格を１円でも割った人

はまず失格なんですよと。最低制限価格も法律

上の定義があるのに、それをランダムにして何

ぼか上乗せして、実際は法律上の解釈では失格

じゃない、それにさらにランダムかけるから、

ここに来た人はそこから頭から外れる。そし

て、契約をしていっているけれども、指摘され

たものをすると、予定価格とかいろんなもの

が、設計に漏れがあったとかが起こっていると

いうことで、決して完全なものをやっているん

じゃないんです。物すごい危ういことをやって

きているんです。こんなものを含めて、本当に

納税者に説明できるような入札をやっているか

というと、結論は、自分らを守るためだけだと

思うんですけれども、入札の延期中止が起こっ

ていることに対しての県土整備部長の考え方、

これについてどういうぐあいに深刻に受け取ら

れて、これにどう対応していくというのか、そ

このところをまず説明してください。

積算が原因で入札中止し○山田県土整備部長

たのが、まず実績で申し上げますと、公共三部

で申し上げますと、21年度、全発注件数が306件

ございます。そのうち違算による入札中止が６
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件というようなことで、20年度が全発注件

数2,227件のうち22件、違算による入札中止とい

うことがございました。発注者がみずから気づ

いたというのも、ほとんどが応札しようとして

いる業者のほうからの問い合わせとか、そう

いったことで判明したということでございまし

て、これにつきましては、やはり予定価格の適

正化を図っていかないかんというふうに思って

おります。工事箇所の現地の十分な調査確認、

現場条件等を十分に把握した上で、必要となる

経費を設定積算するということが基本でござい

ますので、こういった事例がゼロという形に

なっていないということは真摯に受けとめまし

て、今後とも、予定価格の積算の適正化につい

ては、職員の積算能力あるいは現場条件を的確

に判断する技術力の向上、こういったことにつ

いて十分今後とも指導して、そういった向上を

図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

技術力を高めるとか高めないじゃ○坂口委員

なくて、積算ミスというのは、そんなレベルの

間違いじゃないんです。仮設はどれをやろうか

という判断ミスぐらいとか、中には単純ミス

で、何かというと、やっぱり精査不足、人手不

足です。ほかのところにエネルギーを向けざる

を得ない。そこに時間をかけることができな

い。それと、若い担当なりに対して周りが指導

していくような時間的余力を持っていない。だ

から、指摘されるまでわからない。本当なら、

そこで隣に聞いたり、現場に行って、仮設はこ

れが適当かどうかということを……。ほぼ必要

なものというのは、限りなく金抜き設計に近い

ようなものがコンサルから上がってくるわけで

す。そこで判断すべきものというのは限られる

と思うんです。だから、時間がかけられるかど

うかの違いでそういうミスが起こるのが一つ。

後は、時間がないからまたあしたにしますけ

れども、今度は見積もりに対しての単価の決め

方、設計上の単価、それの周知の仕方とか、ま

だまだ問題点はいっぱいあります。時間があれ

だったら、これはまたあしたやっていきます。

きょう、一応終わろうと思って○宮原委員長

いるんですが……。

計画はあしたが県土整備部じゃな○坂口委員

かったですか。予定表のとおりということで開

会前には確認したですよ。だから、ゆっくり

やっているんです。

時間まで行きますか。○宮原委員長

どっちにしても、あしたもやらせ○坂口委員

てもらうんです。ほかの人があれば先にやって

もらって、時間はきっちり２日使わせてもらい

ます。

ほかの方ありますか。○宮原委員長

ないようですから、どうぞ。

あしたでいいです。30～40分じゃ○坂口委員

終わらんと思います。

時間はまだありますから、きょ○宮原委員長

うのうちやられる分はどうぞ。

本当に技術力不足が原因でそう○坂口委員

いった積算ミスが起こっているのか、ほかにも

気がつかないままにいっているのがあるかない

か、そこのところはどう考えられますか。

予定価格については、そ○岡田技術企画課長

の現場に適合した形で積算していくわけです

が、積算能力というのは、やはり職場での研

修、先輩から後輩へとか、係長が係員に、これ

までの経験をもって指導していくというのが一

番適しているわけですが、委員が御指摘のとお

り、そのあたりが最近不足しているんではない

かと、私どももその辺は認識しております。し
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たがいまして、設計に当たっては、チェックリ

ストなどを使いながら適正に設計する、また実

際に精査に当たってもそのようにする、そして

また入札後であれば、施工計画の中でもチェッ

クリストに基づいてチェックしていくというこ

とを行っております。

ただ、そうはいっても、委員御指摘のとお

り、積算間違い、積算漏れとかいうのもござい

ます。これは、入札中止に至ったもの、そのま

ま契約に当たったものもあろうかと思うんで

す。契約に当たったものにつきましては、現場

条件の変更ということで、設計に誤謬があった

ということであれば、実際に甲乙協議のもとで

必要があれば設計変更で適切に対応して、決し

て請負に一方的に負担を強いてはならない、そ

のように思っております。

ただ、入札中止になったものがすべてが違算

によるものではなくて、中には金抜きの表示の

間違いとか、そういうのもございました。こう

いうようなことはあってはならないことですの

で、我々も細心の注意を払い、また間違いがあ

れば、どういうことで間違ったのかということ

は情報を共有していかなければならないという

ことで、発注機関へもそのあたりは徹底してい

るところでございます。

それじゃだめだと思うんです。法○坂口委員

令遵守、的確な施工を確保するということから

なると、技術力が足りない、時間が足りないと

なったら、それはしっかり確保することだと思

うんです。担当者の技術力が足りないなんて

いったら、納税者側から見たときは、とても

じゃないけれども、納得できないことです。ま

して、技術提案なんかをさせた現場を担当して

いくわけでしょう。採用した内容はそこで履行

を担保しなきゃだめなわけです。積算レベルで

の技術力が伴わない人が提案型の現場を担当し

て、それを確認しながら履行させるなんていう

ことは、常識的にはなかなか難しいと思うんで

す。今のやり方を進めていくということは、職

員の技術力をしっかり高めることと、必要な職

員の数、特に技術系の職員を確保するというこ

と、ここらに対して部長、今の県の行財政改革

の流れの中で可能なんですか。今のようなこと

の責任をしっかり果たしていくという、法律の

面からだけでもいいですよ。道義的なものは別

として、法的にしっかり自分らは責任果たせ

る、こちらは法的なミスは犯さない、そのかわ

り業者は絶対見逃さないという、今、コンプラ

イアンス、見逃さないという姿勢の改革ですか

ら、そこらは本当に片落ちにならないんです

か。

担当職員の技術力不足と○岡田技術企画課長

総合評価という中でお答えさせていただくなら

ば、昨年実施した総合評価の中で技術提案を求

めたものが約５％でございます。これらの技術

審査に当たりましては、先ほど部長のお答えの

中にもありましたが、決して担当一人で評価す

るものではなくて、発注機関の中で、もちろん

担当も入りますが、リーダー、工務課長を中心

として発注機関でも審査いたします。そしてま

た、本庁に上がりましても、事業課の補佐ある

いは担当リーダー等で組織するワーキングで審

査いたします。またさらに、部の技術審査会等

でも技術提案については評価しておりまして、

部長のお答えにもありましたように、多人数で

多段階において審査しております。個々の担当

の技術力が低下していること、私たちもこれは

何とかしなければならないと思っているわけで

すが、現時点での総合評価に関しては、一人の

意見ではなくて、多人数で審査することによっ
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て例えばオーバースペックの問題等にもこれか

ら対応しようと考えております。

提案については、私たちは決して過度な提案

を求めているのではなくて、与えた課題に対し

て、工事を発注している場所、当該地域の地

形、地質とか、また配慮すべき条件等を施工計

画の中で配慮しているのか、また実際に提案さ

れている内容が品質向上につながっているのか

という観点で審査しているつもりなんですが、

私どもも総合評価を始めてまだ間がなかったと

いうことで、技術提案に対する審査について、

特に過度な提案に対して、わきが甘かったので

はないかというところも反省しております。た

だ、これにつきましては、全国的にも課題と

なっておりまして、今年の４月から国において

は、過度な提案等については抑制する方策が打

ち出されております。私どもも、８月からの公

告に対しては、これこれに対する提案は評価し

ないというようなことを明確に打ち出して告示

しているところでございます。

それは評価の過程です。評価して○坂口委員

採用したもの、とにかく点数を与えたものに対

しては履行させる責任が出てくるんです。評価

の過程は何ぼ人手かけてもかけるほどいい、か

けるかけないは別として、いいですよ。落札し

た人に対して担当がそれを履行させきる、ある

いは積算もできないような担当では判断できな

いんじゃないかということが一つ。

オーバースペックは、国のほうでも全国的に

もと言われたけれども、本県が問題なのは、こ

の概要ではわかっているんです。予定価格の範

囲内で標準設計においてということでしょう。

提案されたものをもう一度見直したときに、そ

れで設計をやっていたら標準価格として予定価

格が変わるのはアウトということは、最初この

概要でうたっているんです。ところが、それを

入れてしまって、しかも本県が問題なのは、最

低制限価格を設定する制度でしょう。だから、

その提案されたもので設計をしていったら、そ

の人らはことごとく失格の価格で入札をした人

たちと契約を結んでしまっていたということに

行き着くから、一概にオーバースペックだけで

片づけるべきじゃなくて、そこでは判断が２つ

に分かれると思うんです。高度技術提案型とか

最低制限価格を設定していないとなれば、

ちょっと幅があるかもわからないけれども、失

格の業者になっていたということです。この提

案を当たり前に設計すれば、そういうものが過

去あっていた。でも、これは反省してからやり

直されるというんだから、これからだけれど

も、そういうことはこれから先だからここで問

わないんですけれども、問題は、設計をまとも

にできるだけの技術力を高めていない若い職員

の人たちが現場を持って、そういったものを本

当に履行されていることの担保確認ができるの

かというのと、その人たちが、さっき言ったよ

うに、審査とかいろんなことで内向きの仕事

で、それで技術アップが図れないような状況

で、本当に将来の県民のための土木行政を少な

くとも技術の面でやっていけるのかなというこ

とです。ここらに対しての問題意識があるな

ら、行政改革の中でしっかりうたい込んで、解

決していかないとだめじゃないんですかという

ことを言っているわけです。今後はどうなんで

すか、土木事務所の再編計画等いろいろ組まれ

ているけれども。

先ほどから委員からい○児玉県土整備部次長

ろいろと問題点等を指摘いただいているところ

なんですが、私ども、入札・契約制度の改革に

つきましては、これまでずっと御説明してきま
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したとおりに、公平性、透明性、そういったこ

ともあって、一般競争の枠組みの中でこれまで

ずっと検討してきておりまして、その中で総合

評価を活用することによってそれが達成できる

んじゃないかということでこれまで検討してき

ました。

そういった中で、いろいろお話がありました

ように、現場の職員が大変になっているという

ようなことも事実としてあるわけでありまし

て、私どもとしては、入札制度改革に伴って取

り組まなくてはいけない業務について、技術職

員一丸となって、もちろん事務職も含めてです

が、職員一丸となってみんなで取り組まないか

んと。そういった中で、業務量が増大しており

ますので、一つには、業務量を簡素化できない

か、我々だけではなくて業者さんの負担も含め

てでありますが、そういったことをやりなが

ら、あるいは今後の課題としては、外部に委託

できる部分がないか、総合評価の審査あるいは

現場の監督のあり方、そういったことも含めた

外部への委託、具体的には建設技術推進機構と

いうのがありますが、そういったところも活用

しながら、なるべく職員の負担を軽減するよう

な方法も考えていかないかん、そういったいろ

んな取り組みをやりながら、あとは、組織とし

ても、簡素で効率的な業務がやれるような組織

にしていかないかんと思っていますし、そう

いった意味で、出先の組織をどういう形にする

のがいいか、そういったことも検討していま

す。そういった取り組みをやりながら、みんな

でそこに取り組んでうまく業務ができるよう

に、さらにまた、課題としては、団塊世代が大

量退職して新規採用がふえるという、若返ると

いう課題もありますから、そういう人たちにい

かに技術を伝承していくかというのも課題とし

てあります。そういったことをみんなで取り組

みながら、全員を底上げして、みんなが効率よ

く仕事をすることによって課題を解決していき

たいと考えておるわけです。

きょうもいろいろ御指摘いただきましたけれ

ども、今の入札制度が今のままでいいのかどう

か、そういったことも含めて、いろんな提案を

いただきましたから、そういったことをまた、

さっき管理課長も言いましたけれども、研究し

ていきながら、よりよい制度に持っていきたい

と考えておりますので、今後とも、いろんな御

指導、御意見をちょうだいしたいと考えており

ます。

くどくなりますけれども、特別簡○坂口委員

易型によっての簡素化とか、さっきも言いまし

たように、もともと総合評価型というのは品質

確保から出てきたものですから、現在の企業の

技術力というものが評価されないとおかしいん

です。あそこで確認書を切るというのも簡易な

工事ならなんですけれども、金額の多寡じゃな

くて、金額は低くても、工事の複雑性、難易度

とかで、少なくとも現在の技術とか提案力を評

価する項目が必要です。そうなると、また事務

量がふえる。それを簡素化するために金額を上

げていくという、今のは逃げです。逃げの簡素

化。

例えば、この企業が持っている技術点が過去

の点数で80点とっていましたとか、配置予定技

術者も85点とっていました、満点あげましょう

といったって、では、この企業が点数とれたの

はこの技術者を持っていたからで、その職員は

今いませんと。その職員がいなくて、その企業

はその点数とれるかという保証はないわけで

す。逆に、この社員はあの会社で85点の点数を

持っていたといったって、安全管理なんていう
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のは幾ら会社が金をかけさせるかで、その社員

を雇用してきていたから、そこが85点とれる保

証もないわけです。だけれども、簡素化してい

けば、そんなものは前処理しておいて、とんと

いくしかないというようなことで、本当に今の

は試行中の試行で、トータル的になるほどと納

得できる総合評価じゃないと思うんです。

そこらを今後どうやってやっていくのか。事

務量がふえるから減らそうよの視点からやって

いけば、求めるべき方向じゃなくて、ますます

おかしな方向に行ってしまいはせんか。だか

ら、納税者の視点というものを入れた三者の視

点からというのが必要ということと、これはみ

んなに申しわけないんですけれども、さっき

言ったような受注量の制限というものを、今

後、本当にこんなものをやっていくのかどう

か。そうなったとき、優良な企業を伸ばすとい

うことがどう制約されていくのか。建設業の今

後の健全な発展のためからここのところを今後

どう扱われていきますか。これはあくまでも試

行をやっていって、ある時期が来たら検証され

るというような気はあるんですか。

委員の質問の中の最後の○岡田技術企画課長

部分の受注制限のところについてお答えさせて

いただきたいと思います。８月の総合評価の見

直しでは、総合評価の目的が品質確保にあると

いうことで、品質確保するために適正な施工体

制がとれる目安はということで、過去３年の受

注状況、それをもって、手持ち工事というか、

受注状況を評価するということなんですが、ち

なみに、９月25日までの状況を申し上げたいと

思います。土木一式工事で３年平均を超えたも

のが、土木一式、港湾工事以外で１者、特Ａ級

で１者、Ａ級で３者、港湾工事においては特Ａ

級で３者という状況でございます。既に１を超

えた、過去３年の平均を超えた企業がこのぐら

い出てきたんですが、では、特Ａ級全体で見た

とき、今の状況はどういう受注状況なのかと申

しますと、特Ａ級68者中まだ49者が受注してい

ない状況にあります。これはパーセンテージで

いいますと約70％に当たるわけです。公共事業

のパイ全体が縮小していく中で、確かに委員が

おっしゃるとおり、受注制限がこれから伸びて

いく企業の頭を押さえている感じもいたします

が、現在の公共事業のパイの大きさというか、

縮減する中では、まだ受注していない企業が７

割もいるところでやはりこういうことも必要な

のかなと。これらは、総合評価の見直しを行う

中で、関係団体とも意見を交換する中、特定の

企業がひとり勝ちするということに対するスト

レスと申しますか、そのあたりに対する配慮を

求められまして、私ども今年度から、これも試

行ということなんですが、受注状況を評価項目

としたといういきさつがございます。

総合評価は、先ほど申○児玉県土整備部次長

しましたが、今の制度で万全、盤石だと思って

いませんので、あくまでも試行ということで今

は取り組んでおります。この試行というのは、

なれるための試行じゃなくて、試すための試行

でありますので、当然やってみてだめならまた

見直すとか、そういったことを含めて考えてお

りまして、よりよい制度になるように試行と、

試行した結果の検証、必要な見直し、いつまで

も試行がいいかというのは別問題としまして、

今の段階ではそういうことで考えております。

総合評価と一般競争入札というこ○坂口委員

と自体が技術力や競争力のあるところのひとり

勝ちにつなげる方法で、それはわかっていて導

入したと思うんです。今ごろになって、これは

えらいことが起こった、とれんところがあるわ
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といえば、指名ではそれらを、会社の体制と

か、トータル的に見てやってきていたわけで

す。こんなことじゃこの企業は一回も仲間に入

れんで受注もさせんようなことじゃいかんわと

か、そういった全体を見て だから、一概に―

指名をやるべきだというんじゃないんですよ。

もう一回検証の中で、指名の持っていたいい点

は何だったのと。今、試行から試行を繰り返し

て、着陸地を持たないような試行というので業

者を振り回している現実はどうなのか。本当に

品質の確保が大切な時代に、約束だけはしたけ

れども、出向いていって、そういった施工を確

認する時間が少なくなってきていることの責任

は将来どう出てくるんだろうか。今の利用者と

将来の利用者の品質の確保ということでうたっ

た総合評価の理念というのは、我々、実行でき

ているのか。

さっき言ったように、過当な競争が労働者や

下請業者にしわ寄せが行くことを防ぐために総

合評価を導入したんだというけれども、この前

の本会議での工事原価の定義とか、民民の取引

でも建設業法はかぶるのに、工事原価も出せな

いようなことで、そういった不的確なものはと

か、少なくとも建設業法関連では、積算体系の

中では直接工事費と共通仮設費と現場管理費、

それを全部見たものが工事原価となっていま

す。これ以外に原価というものを定義づける言

葉はなかなかない。これをやってみて苦情が出

たわとかじゃなくて、そういったものをトータ

ル的にやっていくのが試行だと思うんです。そ

んなものをやってみて、２年もやったんですか

ら、これだけ苦情が出て、また違うことの方向

を変えたけれども、また苦情が出だしたという

ようなものと、従来やっていた指名競争入札で

競争せずに談合があっていたというのが限りな

く疑われるが、それは90何％まで受注できてい

た、パイがいっぱいあった時代に、８者、10者

の公表をやりながらの指名だったというものを

トータル的に考えて、もう一回それを真っ白い

頭で、だれのための改革なのかとなったとき、

県民のため、納税者、利活用者のための改革

で、自分らを守る、自分らが県民から疑われた

り、いろんなことから身を守るための改革で

は、また将来後悔しますよということを言って

いるわけです。一遍、せめて頭を白に戻されま

せんか。どちらがよかったかということを今後

大きい中で検証されていくという、その必要性

を感じられないですか。よそでもあれだけ見直

しをやってきているのに、指名と一般競争入

札、頭から検討する考えがないというのはおか

しいと思います。それでなかったら、今の指名

はこうやって悪いんだ、一般はこうだからいい

んだという納得いく説明がここで欲しいです。

答えられないんですか。それが答えられないの

は、どうもわからんから答えないのか、そんな

ことやる気がないというので答えないのか、せ

めてその区別ぐらいは言ってほしいです。そん

なものは頭にないということなのか。

指名競争を頭から否定す○山田県土整備部長

るつもりはないんです。指名競争のよさもある

わけです。ただ、18年の一連の事件を契機に、

県民の信頼回復するために、制度改革の実施方

針というのを定めて、その中で一般競争の枠組

みでという、そういう方針のもとに今まで来て

いるわけです。その中で、単なる価格競争のみ

では問題があるということで、総合評価を中心

として、いろんな試行を繰り返してきていま

す。おっしゃるとおり、完全なものがまだでき

ていないわけです。試行錯誤を繰り返している

というのが現状だと思っています。我々も、こ
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れが100点満点とは、さらさら思っていませんの

で、いろんな事務の負担も出てきているし、オ

ーバースペックの問題とか、いろんな問題をそ

の都度一生懸命、改善、見直しをしながらやっ

てきておりまして、頭の中では指名競争を全く

否定するものではないと思っているんです。一

般競争のメリット・デメリット、指名競争のメ

リット・デメリット、こういったものを頭の中

では思いながら、例えば福島県は指名競争を試

行しておりますけれども、結果的には指名競争

は断念したということなんですけれども、そう

いった情報を我々もとりながら、このままで本

当にいいのかという、そういった気持ちはやは

り持っておるところでございます。

福島県がどういう試行をやって、○坂口委員

なぜ断念したんですか。

福島県は、19年ですか、本県○成合管理課長

と同じような事件が起こりまして、昨年度だっ

たと思いますけれども、250万以上、全面導入、

一般競争にしたわけです。いろんな課題がある

ということで、記憶によれば、1,000万未満の工

事について指名競争入札の試行をやってみたと

いうことでございます。その結果、期待してい

たメリットが余り得られなかったと。小規模公

共事業のほうをやられたんですけれども、指名

競争をやることによって、公告から契約までの

入札事務の軽減、短縮、そういうねらいもあっ

たようなんですが、結果的に、指名競争入札の

指名をする場合のシステムを、本県で言えば県

土整備部のようなところじゃなくて、別の出納

事務局とか、そういう部署に持っていきまし

て、そことの調整に逆に時間がかかったとか、

あるいは落札率も一般競争入札と比較して変化

がなかったとか、その辺のメリット・デメリッ

トを整理された上で、試行されたんですけれど

も、現在は全面導入というような形にされてお

ります。

あそこは本県と違っていたわけで○坂口委員

す。一般競争入札に持っていったときに、総合

評価の事務手続の増大とか、入札・契約での増

大、総合評価を入れない部分との比較だったわ

けです。事務量が変わらなかったというけれど

も、指名でも一般でも、やることが一緒だから

変わるわけがないんです。そこを変えなかった

わけですから。そして、さっき言われたよう

に、競争性は確保できたわけじゃないですか。

落札率は変わらなかった。それに、完成検査の

点数も、指名に戻したけれども、変わらなかっ

たというけれども、完成検査のときの点数とい

うのは、あくまでも見かけの点数で、絶対的な

ものじゃないんです。今後使っていって初めて

何ぼのものであって、工事、工作物というのは

絶対的なものじゃないから、担当がつければ、

ほぼ同じような点数が、指名でやろうと一般で

やろうと、出るんです。福島県のは、検証した

結果、何も変わらなかったというけれども、変

わらないのが当たり前です。セットでの一般競

争入札でなくて、入札の方法を一般競争入札に

していただけだから、変わるわけないんです。

それを参考に本県がその検証をしないという

んだったら、余りにも短絡的で、本県の場合は

確実に事務量は肥大化してきているわけですか

ら、そして、予期せぬような工事も起こってい

るわけです。点数は高い点数くれたけれども、

後で弊害が出た。どこかに原因があるわけで

す。委員会でも見たけど未満災、工事過程での

沈下、そういうことが起こり得るということに

なってきているという現実を見ながらやられて

いくべきだと思います。

その前にもう一つ、これらはぜひ整理しても
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らいたいから、こういった委員会の場でぴ

しゃっと記録を残しておきたいんですけれど

も、さっきのように、１円を争うようなとか、

オーバースペックについても検討を要しないと

微妙になってきているとかいう中で、例えば離

岸堤の沈下はさっき言ったんですけれども、85

点もくれたのが未満災にかかるということに

なってしまった。今度あれを修理しようとした

ときに、またあの後の波で、とうとう消波ブ

ロックが何個かこっちに落ちていますね。恐ら

く復旧工事のときは、つってあそこに乗っける

ことになると思うんですけれども、あれなんか

も、県のやり方での歩掛かりというのは、標準

歩掛かりで見ていくわけです。ところが、実際

あそこにクレーンを持っていってあれをつろう

としたら、まずこれを固定しておいて、下を

掘って、下に穴をかけて潜らせないと、玉掛け

はできないんです。そんなことで、かなりな金

がかかるはずのものを通常の歩掛かりでやっ

て、それで入札させて競わせるわけです。これ

は、適正な設計のあり方という考え方の基本に

戻ってやったときは、失格価格で恐らくまたや

らせることになるし、赤字を出させることにな

ると思うんです。だから、発注者側はそんない

いかげんなことをやっているんです。受注者に

は一つたりとも許さないという姿勢で、決して

これは好ましいことじゃないし、やるべきこと

じゃないということです。

長くなり過ぎるといけないから、歩掛かりの

こととか、後はまた通常の活動の中でやってい

きますけれども、部長、僕は、出先機関の職員

の人に電話していろいろ聞いたんです。「あん

たたちは、一般競争入札というのは正しいこと

をやりよると思うか、間違っていると思うか」

と。ことごとく「間違っています。いかんです

よ、このやり方は」と言いますよ。部長に、僕

はこの前、聞くように言ってくださいというこ

とを管理を通して言ったんですけれども、出先

の長、課長、主幹とかに聞いてみらんですか。

「このやり方はいかんですよ」と言うですよ。

知っている若い人に聞いたけれども、「このや

り方はたまらんですわ」と言います。事務量は

ふえたけれども、全部内向きの仕事です。自分

らのための仕事。県民サービスじゃないし、技

術の向上につながらん。「我々は技術屋で入っ

てきて、それで苦労するのは構わん」と言いま

す。「こんなつまらんやり方は間違っています

よ」と言います。でも、その結果、県民に何か

利益がもたらされるならいいけれども、少なく

とも出先機関の発注に実際携わって現場を管理

している人たちが、僕の聞いた範囲で全部じゃ

ないですが、対面だから、ある程度それこそ恣

意が入ったのかもわからんけれども、「間違っ

ている」とことごとく言ったということをどう

とらえるか。部長としては、自分の部下の人た

ちが、我々は県民のために正しい改革をやって

いる、この方法は譲っちゃだめだ、間違ってい

ないと自信を持ってやられているのか、そこら

を把握されていないのか。把握されているとす

れば、間違ったことをやっていると部下が思い

ながら、仕方がないからということでついてき

ているという、僕のような把握をされているの

か、これだけははっきり聞かせていただきたい

と思います。

特に、総合評価の見直し○山田県土整備部長

に当たりましては、所長会、工務課長会、そう

いった会議等を通じて、各発注機関の現状等に

ついての意見聴取等を行っております。また、

担当技術職員の業務負担につきましては、意識

調査を実施しておりまして、技術提案などの審
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査を行う職員の業務負担が増加しているという

ことで、そういった状況については十分認識い

たしております。そういった中で、やはりいろ

んな改善工夫をしていかないかんというような

ことでございまして、総合評価方式における審

査確認書の発行とか、そういった事務処理の簡

素効率化を今後とも図っていく必要があろうか

というふうに思っております。技術職員が現場

管理業務に専念できる、自分の現場は自分がき

ちっと把握できるような、限られた人材ではご

ざいますけれども、そういった体制の簡素効率

化、その辺を今後とも図っていかないかんと

思っております。土木事務所再編は御理解いた

だけなかったわけでございますけれども、それ

は我々も真摯に受けとめております。今後、そ

の辺をどうしていくか、これを真剣に我々も考

えていきたいというふうに思っているところで

ございます。

ここで委員の皆さんにお諮りい○宮原委員長

たします。質疑が続いておりますが、残りの質

疑については明日29日午前10時から行いたいと

思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないようですので、あす10○宮原委員長

時の再開といたします。

本日の委員会の日程は終了いたします。委員

の皆様、お疲れさまでした。

午後５時８分散会
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平成21年９月29日（火曜日）

午前10時13分再開

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（３人）

議 員 米 良 政 美

議 員 横 田 照 夫

議 員 外 山 衛

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
岡 村 巌

（ 総 括 ）

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
藤 原 憲 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

用 地 対 策 課 長 服 部 芳 邦

部参事兼技術企画課長 岡 田 健 了

部参事兼工事検査課長 冨 髙 康 夫

道 路 建 設 課 長 濱 田 良 和

道 路 保 全 課 長 大 寺 重 樹

河 川 課 長 大田原 宣 治

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 東 康 雄

建 築 住 宅 課 長 佐 藤 徳 一

営 繕 課 長 川 﨑 俊一郎

施設保全対策監 上 門 豊 生

高速道対策局次長 河 野 俊 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

それでは、委員会を再開いたし○宮原委員長

ます。

議案、報告事項及びその他の報告事項の質疑

については、昨日の委員会にて質疑をお受けい

たしましたので、本日は、その他についての質

疑をお受けいたしたいと思います。何かござい

ませんか。

きのうからの入札の改革の問題な○星原委員

んですけれども、いろいろ皆さん方とのやりと

りを聞く中で、業界の方々の意見も少し聞こう

ということで、きのうちょっと聞いたので、そ

の辺の話も先に入れさせてもらいたいなという

ふうに思うんです。まず、地域の協会の話とし

ては、今回の問題がこういう形に来たのは、業

界のほうじゃなくて、あれは官製談合だったん

じゃないかと。電子入札とか、いろんなことに

移行していこうという話が出ている中で、知事

がかわって、急激に250万以上は一般競争入札に
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ぼんと来られた。業界のほうは準備期間ができ

ないうちにそういう形になって、実際スタート

して、スタートしたのはいいんですが、皆さん

方、いろいろ試行しながらとよく言われるんだ

けれども、試行しているうちに我々はもうつぶ

れていくんだ、だから、そういうことを本当に

考えてもらわんと困ると。ついこの１カ月以内

に仲間の１人が自殺もしたという話まで出るん

です。これからだって、そういう可能性はあ

る、そういう話です。

我々も今までいけない部分もあったのかなと

思うのは、マスコミなんかに書かれると、公平

公正という形で、要するに、低ければそれが公

平みたいな感じで伝わっているんですが、実は

労務費一つとっても、一番高い11～12年前は１

万9,000円ぐらい見てもらっていた。それが今は

１万1,000円前後、６割ぐらいになってしまって

いる。そうなってくると、経費にしても、仮設

やいろんな問題にしても、全体が下がっている

わけです。その中での数字になっているんで、

仕事を仮にとっていても、いいところは全然な

いと。社員数が多いところは固定経費なんかで

も何千万円も年間必要なのに、いつとれるかわ

からない中で雇用も守れない、そういう部分も

あるというわけです。そういうことをきちっと

想定されてやられているんだろうかと。いろい

ろ御苦労はいただいて、いろんなことをやられ

ているけれども、現実は一つも業界にとっては

いい面がないと。最終的な話として、一般競争

もだけど、このまま、こういう形で続いたら、

あと１～２年しかもたないだろうと。一方で、

災害とか、いろんなことが起きたときには、本

当に皆さん方は県民を守れるのか、守ってくれ

るのか、その辺まで本当に考えて、真剣に取り

組んでいらっしゃるか、そういう話が出てくる

んです。

地域の中でも、３分の１ぐらい、やめたり、

廃業になっている状況の中で、協会の運営も今

後は守れない状況、そういうこと等が出る中

で、業界も守れ、県民も守れ、全体的に流れが

いい方向に行くには、試行という形できのうも

出たんですけれども、試行がいつまでかかるか

わからん間で、さっきも言いましたが、もうも

たない、つぶれるんですよと、真剣にそういう

発言されると、我々もこのことについてお互い

に知恵を出して、方向をきちっとして、最終的

には、皆さん方に幾ら言ってもあれかもしれま

せんが、やはりこれは、知事が250万以上は一般

競争入札とぼんとうたって、それに皆さん方は

合わせてきたような気もするわけです。そうす

ると、知事が政治的にどう判断するかというの

もあるだろうと。今回、代表質問や一般質問の

中でも、知事から、業界の皆さん方と会って話

もしながら進めていくような答弁も出たわけで

すが、そういう形で知事を交えて、皆さん方と

業界の役員やいろんな方と、どうしていったら

いいかということあたりが真剣に話し合いがさ

れているものなんですか、されたことがあるん

ですか、まず、その点を１点、先にお聞きした

いんです。

業界との意見交換でございま○成合管理課長

すけれども、昨日からの各委員からの御指摘も

ありましたように、建設産業は極めて厳しい経

営環境に直面していると。一つには、一般競争

の拡大による競争性の高まり、もう一点は、建

設投資の官民を含めて大幅な減少、さらに景気

の悪化等々ございまして、非常に厳しい経営環

境に直面しているというのは認識しているとこ

ろでございます。

委員の御指摘のように、19年３月から急激な
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改革ということで始めまして、基本的には、一

般競争の枠の中でというのが実施方針で決定さ

れた事項でございまして、我々としては、その

枠の中で、一般競争の中でも総合評価を改善し

ていくというような方向性でずっとやっており

まして、御質問の業界との意見交換につきまし

ては、私、４月から管理課長になりまして、現

在までに、１カ月に１回とは言いませんけれど

も、総合評価の項目の見直し、あるいはその他

いろんな技術的な事項を含めて、３回ほど県の

協会と意見交換を実施している状況でございま

す。そのほかいろいろ、協会のほうにも出向き

まして、事務局あるいは理事さんとお話をする

という機会は設けさせていただいているところ

でございます。

管理課長は、４月からこっちで３○星原委員

回ほどそういう形で協会の人たちと話している

ということなんですが、では、知事が入っての

会というのはやったことがあるんでしょうか、

知事が就任して以来。

ことしの１月から、小規○岡田技術企画課長

模工事を念頭にいたしまして、地域企業育成型

を導入したところでありますが、地域企業育成

型の総合評価導入に当たりましては、知事に、

総合評価はこういう仕組みですと、限りなく指

名競争入札に近い形で一般競争入札の中の総合

評価ということで、評価項目をシンプルにし、

地域の建設業者を適切に評価する、こういうシ

ステムを試行したいと説明して、知事からも、

これは一つの方策だねということを受けており

ます。それから、昨年８月の中旬に行われたと

思いますが、決起大会がございました。その前

に私ども、現在置かれている状況、入札制度改

革全般について、知事との意見交換をしたとこ

ろでございます。

皆さん方がいろいろ改革をされな○星原委員

がら、知事にもこういうことでやりますという

報告をされる。知事は、それでやればというよ

うな感じで、流されてきているのかなと思うん

です。我々が聞いている業界の特ＡからＤクラ

スまで、いろんなクラスでも意見が違うんです

が、そういう話が知事の耳元に正しく伝わって

いて、それで今みたいな形で進めている、知事

はちゃんと理解をされていて、今の流れになっ

ているのか。知事に、業界の今のありよう、今

の状況が本当に正しく伝わっているのかどう

か、その辺があるんですが、皆さん方はそうい

うことを正確にお伝えになっているというふう

にとっていいんですか。

私どもが制度を変えるた○岡田技術企画課長

めの説明だけではなくて、知事自身も、いろい

ろな折につけて疑問に思われることがあれば、

私どもに、これこれについて聞きたいというこ

とでありまして、知事のところには説明によく

上がっているところでございます。

皆さん方は、いろいろ情報収集し○星原委員

て、こういう形でやりたい、こうですと。知事

も、それならいいと、そういう相互理解のもと

に進まれているというふうに仮に受け取ります

ね。私から見ると、九州管内、きのうも出たよ

うに、一般競争で250万以上は佐賀県とうちだけ

で、ほかは3,000万、4,000万、5,000万以下が指

名でやっていますね。そういう状況やらすべて

把握して、景気が悪い中で本当に業界を守り

地域の経済に与えている影響というのは、―

どこの商店街、小さい商店街もかなり疲弊して

きているんです。落札率の低さとか、仕事量が

少なくなってきていることは、かなり影響があ

ると思うんです。そういうことまですべてトー

タルで物事を判断されながら行われているかど
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うか、まだ理解できない部分があるんですが、

そのあたりまで知事には全部伝わっていると受

け取っていいんですか。

今、技術企画課長がお答えし○成合管理課長

ましたとおり、いろんな機会において知事のほ

うから御質問があったり、今の現状を聞かれた

りする場合に、私たちが報告に行く機会が多々

ございます。そういった中で、御質問にありま

したような全国の一般競争の導入の状況、そう

いったデータ等を聞かれる場合もございます

し、今、建設業界の置かれている現状、そう

いったものの御質問を受けたこともございま

す。委員の御趣旨のとおり、今後とも、知事あ

るいは総務部のほうとも、いろんな情報、私た

ちの知り得るデータを細かくお伝えしていくこ

とに努める必要があろうかというふうに考えて

おります。

出た話の中で、先ほど言いました○星原委員

ように、この10年ぐらいの間に労務費が随分安

くなってきているわけです。そういうことにつ

いての協議なり、国なら国、国交省あたりに、

労務費が下がり過ぎじゃないか、これではやっ

ていけないとか、そういうような部内での話し

合い、あるいは国交省あたりに向けてそういう

話というものはしたことがあるんでしょうか、

ないんでしょうか。

例えば、労務費のお話でござ○成合管理課長

いますけれども、労務単価がかなり下がってき

ているというようなデータもございます。そう

いったものについては、例えば議会での御質

問、あるいは議員さんからデータが求められる

とかいったケースもございまして、そういった

機会をとらまえて、いろいろ部内で協議し、あ

るいは場合によっては知事のほうにお伝えする

というようなことも、機会があればやっており

ます。

労務単価につきましては○岡田技術企画課長

毎年11月に国と県で、実際支払われた労務につ

いて企業に対して調査を行っておりまして、労

務単価は、その地方地方の単価として国が決定

しております。10年前に比べますと、随分低下

しておりまして、その分、確かに企業としての

余裕がなくなったという話は伺っております

が、今の状況というのは、デフレスパイラルの

状況だと思うんです。落札率が低くなる、労務

単価をどうしても惜しまなければならない、そ

ういうことが調査に反映されて、労務単価が低

下してきたんだと思いますが、情報によります

と、国では、その調査の仕方を若干変えて、デ

フレスパイラルに陥らないような工夫をされる

という話も伺っております。

最後にもう一点だけ。知事がか○星原委員

わって、マスコミあたりが取り上げることで、

どうしてもその辺が大きく前面に出ているせい

もあるのかなというふうに思うんです。今言う

労務費が下がって、10年前あたりはこうだと

か、こういうふうに変わってきている。今こう

やっていることを見ると、厳しいから最低制限

に近いすれすれでしか勝負ができないような

形、これは競争だからしようがないんですけれ

ども、そうなっている。それで果たして企業

が、会社が、社員まで養って、家族まで養っ

て、とっている数字で守っていける、企業とし

て成り立っていける、そういうふうに皆さん方

が思っているのかどうかなんです。

私から見ると、100％で組むというのは、その

予算の範囲であれば、100を超えなければ、積算

されて、我々も出されたものを通しているわけ

ですから、それは別に構わないと私は思うんで

す。それがぎりぎりでとっていって企業が本当



- 82 -

に成り立っているのか。皆さん方は、いい企業

を残す、いい企業を守ると言うけれども、業界

の人たちからすれば、いい企業も今はどうしよ

うもないんだ、現実には会社を守るところまで

いけないんだという話なんです。

実際に、10年前ぐらいの時代の数字と変わっ

てきているあたりを県民にも一方では理解して

もらわんと、昔の業界がいい時代の、要するに

粗で３割も幾らもあった時代の感じで多分いろ

いろ思って、それぐらいでとっても十分やって

いけるんだ、そういうとらえ方をしているん

じゃないかなという気もするんです。ですか

ら、今の実勢というか、実態はこうだというこ

とあたりが伝わって、県民にも理解もらわんと

いかんのかなと、私はそういう思いも話を聞き

ながらしているんです。そういうことあたりも

今後やっていかないと、本当に業界の人たちが

どんどん地域からいなくなっていって、一方で

は、景気雇用あるいは企業誘致だとか言われて

いるけれども、果たしてそういうことで地域を

守り 特に中山間地域なんかは、業者もその―

地域にいないと、災害等が起きたときは何も動

けんわけですから、そういうことを考えてトー

タルでどうしていくかということを一方では見

ると。仕事量が少なくなってきた。2,200億ぐら

いあったものが1,000億前後、半分になってきて

いる。その中で落札率も下がっていくような形

の中では、生きていけんだろうと思うんです。

企業のところでいろいろと皆さん方が考えられ

て最善の方法は出されている、努力はしている

というふうに思うんですけれども、現実にその

ことの効果が出ていない以上は、あるいは１～

２年ももたないと言われているような状況に

陥っている以上は、本当の意味の効果が出てい

るのかどうか、その辺にちょっと疑問を感じる

んです。私は、そういう思いであります。後は

またいろいろ出た後に。

星原委員のに関連してなんですけ○井上委員

れども、私も議場で何度もこの問題を取り上げ

たことがあるんですが、必ず言われたのが、業

者数が多過ぎる、宮崎県には業者が多過ぎる、

だから適正な業者というか、適正な数という

か、そういう数までというような答弁をいただ

いたんですけれども、宮崎県で業界として適正

な数というのはどのくらいの数を言われている

のか、そこは教えていただきたい。

宮崎県内の建設業の許可業者○成合管理課長

数でございますけれども、各年度によって増減

がございますが、現在、5,250業者ほどが許可業

者でございます。ピーク時は平成11年でござい

まして、6,450ほどの業者がございまして、かな

りの減少、２割程度、18.5％の減少ということ

でございます。全国のピークも、平成11年がピ

ークでございまして、全国で60万業者おりまし

たが、平成20年に51万業者ということで、15％

強の削減率というようなことになっておりま

す。

井上委員から、県内でどのくらいの業者が適

切なのかという御質問でございますが、これは

なかなか難しい問題だと考えております。建設

投資額が、官民合わせまして、ピーク時からす

ると相当減ってきております。そういった中

で、適正な許可業者数というのは非常に難しい

問題でございまして、１者当たりの請負額とい

うのが、ピーク時からするとかなり減ってきて

いるだろうということでございますけれども、

では、どのぐらいが適正なのかということにつ

きましては、発注機関として数字を算出すると

いうのはなかなか困難であろうかと考えており

ます。
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私たちには現実にそうやって答弁○井上委員

していらっしゃるわけです。それは受けとめて

おいていただきたい。結局、淘汰するために

は、業種を別の業種にするとか、農商工連携も

含めてそうだけれども、業種がえをしてもらう

だとか、そういう誘導策というのを現実にとっ

てきたですね。それと、今回の問題で淘汰され

ていけばというふうに考えているのかなと逆に

思うわけです。倒産は見込んだ上でこれをやっ

ているというふうに考えていいのかどうか、そ

こはどうなんですか。

県のほうで新分野進出への支○成合管理課長

援ということで、あくまでも建設業に軸足を置

いた経営という中で、例えば農業分野、林業分

野、福祉分野、そういったところに進出される

企業さんに初期投資額の助成を行ったり、ある

いは商工と連携しまして、経営相談、経営コン

サル、そういったアドバイザーを委嘱しまし

て、経営相談に当たったりとか、金融面、いろ

いろ取り決めをしております。

それともう一つは、先ほど申し上げたよう

に、建設産業が全国的に、本県も厳しい状況に

あるというのは認識しておりまして、例えば今

議会でも、125億の公共事業予算、追加補正をお

願いしているところですけれども、公共予算の

追加あるいは早期発注にも努めているところで

ございます。そういったもろもろの総合的な支

援の中で、非常に厳しい建設業へのきめ細かい

支援に努めているところでございます。

先ほどから何度もあるように、宮○井上委員

崎は業界的には人数も多くて、そして小さい業

者もすごく多くて、その中でやってきていると

いうのは、皆さんがよく御存じのとおりです。

今回、知事は、マニフェストで入札制度の改革

というのを出されたわけだけれども、改革のシ

ステムというのは、県土整備部が、こんなふう

にされたほうがいいですよと提案をしないと、

あそこまで細かく知事はおわかりにならないと

思うんだけれども、あの素案は県土整備部がつ

くった案ですよね。どうなんですか、そこは。

19年の３月に、県の入札改革○成合管理課長

の実施方針を定めておりますけれども、もちろ

ん、県土整備部のほうの考え方、それと当時は

総務部の行政経営課の意見等も酌み入れなが

ら、公共三部ございますので、農政水産部、環

境森林部のほうも、全庁的な協議をしまして、

例えば行革懇談会等にもお諮りしたりとか、県

議会のほうにも御説明したりとか、あるいは県

民の皆さんにパブリックコメントをとったりと

か、そういったことで最終的に全庁的な協議の

場をつくりまして、決定されたというふうに聞

いております。

入札制度改革のシステムづくりを○井上委員

していくときには、今の宮崎の業者数をある程

度淘汰しないといかんという大前提のもとに、

そしてまた、あのような事件があった後なので

ということもあったと思うんですけれども、

どっちかというと官と官の事件だったわけで

す。結局そのことによってそういうシステムを

つくっていくときに、予想できるじゃないです

か。こうするとこんなふうに業者が倒産するだ

ろうとか、ここの人たちはこうするだろうと、

その予測というのはきちんとつけられて、入札

制度の改革というのは、県土整備部は現実に仕

事をするところだけれども、公共三部全部とも

そういう意見で集約ができたということです

か。

当時、入札制度の改革を行う○成合管理課長

際に、もちろん18年の事件を契機に、全国的な

流れの中で、全国知事会の方向性、それから県
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独自の考え方、さまざまな考え方をもちまして

今回の導入が図られたわけでございますけれど

も、当時、建設業者の、委員のおっしゃるよう

な淘汰というような考え方は恐らくなかったの

ではないかというふうに考えております。

圧倒的に客観的な情勢によって今○井上委員

の状況がと。星原委員が何度かおっしゃった業

界が今抱えている問題と、県土整備部が思って

いる業界の認識というのは、一致はしていない

ということですかね。先ほど聞いていると、一

致しているかのごとく議論されたけれども、現

実には、星原委員が言われた業界の声というの

は、そういう形では県土整備部には伝わってい

ない、そして業界のありようというのは県土整

備部になかなか伝わっていなかったということ

なんですか。

19年３月に決めまして、20年○成合管理課長

１月から一般競争の全面導入を図ったわけでご

ざいますけれども、実施方針には工程等も含め

て決定されておりまして、それ以後、先ほどか

らお話ししていますように、入札改革後、建設

産業の状況等を見まして、あるいは先ほど私が

言いましたように、いろんな意見交換をしなが

ら、基本的には、一般競争の枠の中でございま

すけれども、業界等と意見交換をいたしまし

て、例えば最低制限価格の引き上げ、あるいは

地域企業育成型の導入、そういったいろんな改

善、見直しによりまして、その辺は業界の意見

等が反映されているのではないかというふうに

考えております。

部長にちょっとお聞きしたいんで○井上委員

すけれども、きのうも坂口委員の方から激しく

意見が出ましたが、県土整備部としては、公共

三部あるので、県土整備部だけで云々というこ

とはないかもしれませんが、これほど入札制度

改革の意見が県議会と合わないということにつ

いては、どういう認識なんですか。今後、入札

制度改革について県土整備部はどうしたい、試

行をずっと続けるだけで後は何も考えていない

のか、出口はどんなものなのか、どんなふうに

考えておられるのか、そこを聞かせていただき

たい。

入札制度改革に対する姿○山田県土整備部長

勢でありますけれども、やはり一連の事件を契

機に、あれほどいろんな県民の批判を受けて、

県政への信頼を失墜したというようなことの中

で、これはやはり何とかすべきだということか

ら、そういった県民の信頼回復のために、公正

・透明で競争性の高い制度の確立を求めて取り

組んできたわけでありまして、その中では、指

名競争、原則廃止して、一般競争の枠組みの中

で制度の構築を図っていくということでござい

まして、さらに品確法等で言われておりますよ

うに、単なる価格競争のみでなくて、それ以外

の要素も十分配慮した上で、価格と品質にすぐ

れた、そういった入札方式が求められておった

わけですけれども、総合評価落札方式をメーン

に、幅広くまた意見も伺いながら、検証し、必

要な見直しも行ってきたということでございま

す。我々としては、入札制度改革の中で、建設

産業の非常に厳しい経営環境状況というのも十

分認識をし、建設産業育成につきましても、な

るだけ両立を図っていくという思い、そして県

民の皆さんに対しましては、いいものを提供し

ていくという品質の確保、我々としてはそう

いった課題があるわけでございまして、その中

で、いろいろ工夫、見直し、検証を図ってきた

ということでございます。建設業界が依然とし

て厳しい、これは、制度改革もあると思います

し、公共投資そのものが一時期としますと半減
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している、非常に厳しい状況、そして昨年来の

世界的な景気の急速な悪化、そういう状況が起

きておりまして、非常に業界が逼迫していると

いうふうに受け取っております。

そういった中で、今まで業界の皆さんともい

ろんな意見を交換いたしまして、そして今まで

要望書もいただいております。昨年は、特に最

低制限価格の引き上げ、地域企業育成型の拡

大、そういった御要望もいただいて、そういっ

たことを十分踏まえながら、４月には最低制限

価格の引き上げ、地域企業育成型、2,000万未満

を3,000万未満に拡大、これも業界の皆さんから

一定の評価をいただいているところでございま

すけれども、そういった形で総合評価等につき

ましては試行を重ねながら、必要な見直しをタ

イムリーにやっていくという思いで今までやっ

てまいりました。また、評価項目の見直しと

か、いろいろ対策を打っておりますので、今後

の状況を我々もしっかり把握しながら、今後ど

うするかということをきちんと検証し、また対

応策を打ってまいりたいというふうに思ってい

るところでございます。

関連して、技術企画課長が労務費○坂口委員

に関して、国のほうも調査のあり方云々という

説明があったですね。これについては、なぜ労

務費が下がるかというと、調査をすれば、下が

るのは当然なんです。その対象の中に、１次下

請、２次下請が入っている。積算のあり方とい

うのは、一般管理費まで含めたもので積算して

いる。逆に言ったら、経営者は、労務費を、単

価の中にあるのを丸ごとすべて渡せないという

宿命があります。その中で今度は、労務者しか

持たない、一般管理費を食わないようなところ

まで物価調査会が調査対象にしている。県も、

そこらの単価までそこに報告を上げているとい

うことで、競争があれば下がるということは当

然ですよ。

だから、県にも責任があると思うんです。国

が決めてしまうんだと言われるけれども、調査

のあり方が、やはりこれは妥当性がないという

ことを県が判断されて、そういった調査ではこ

ういうものが問題があるということを言わない

と、そこには県も意見が具申できるようなシス

テムになっていますし、公契連からも物が言え

るようなシステムになっていて、労務費に関し

てだけじゃなくて、２次製品からすべてそうで

すよ。２次製品なんかは、経費を含んだ製品と

しての積算でしょう。そこに経費は、今度はパ

テントなり持っていて、今のはもう限りなくそ

のメーカー指定に近いような県の設計じゃない

ですか。機能表示じゃなくて、製品表示に限り

なく近いじゃないですか。詰めていったら、例

えば消波ブロックなんかでも、この型枠じゃな

いとできないよと、経費はその製品屋が持って

いくわけですよ。そんなことをやっていて、物

価調査をやっていたら、上がるわけないし、今

度は逆に、下がらないものについては、経費は

そこが持っていっているということです。だか

ら、そこらの問題点を県としても挙げてきてい

るのかどうかということですよ。国の動きが今

後注目されるみたいな無責任な発言と、僕は

とったんですけれども、そこはどんなぐあいに

絡んでおられるんですか。

先ほどお答えしましたの○岡田技術企画課長

は、労務単価についてでございまして、労務単

価については、物価調査会ではなくて、国と県

が合同で調査を行っております。最終的には、

その内容を分析して国が決めているというとこ

ろで、今までまだ国にこれこれという意見を具

申する場はなかった、そういうふうに理解して
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おります。ただ、近年の建設産業の状況、公共

事業が縮減している中で、今までの調査ではど

うしても下がっていくということが問題になっ

たようで、その検討会の中では、調査の方法を

変えるというふうな情報を得ております。

それから、個々の２次製品等の物価について

は、委員の御指摘のとおり、私ども物価調査会

に委託いたしまして、そのデータを購入して積

算単価としております。特に、施工単価、市場

単価というものは、製品だけではなくて、施工

に至る労務まで含めたものを請負のほうに調査

を出しているもので、その精密なところがなか

なかわからないというのが実態でありますが、

積算の合理化というところで我々は、市場単

価、施工単価というものを使用しているところ

でございまして、機会があるごとに私どもも、

そこのところの矛盾、あるいは現在の市場の実

態等を報告して、改善を求めているところでご

ざいます。

改革システムをつくるときに総務○坂口委員

部とも相談されながらという、部長とか管理課

長の説明だったと思うんです。それで改革シス

テムプログラムというものをつくったというこ

とだけれども、総務部とも相談されたのは、ま

だ救われると思うんですよ。これは僕の勘ぐり

かもわからないけれども、きっかけが官製談合

だったと。これは技術的な面から見たときに欠

陥システムと思うんですよ。わかりやすい例と

いうのが、６月議会での２号議案の土木事務所

の統廃合、それと並んで、実施すらできない入

札・契約部門と発注部門の分離、こんなばかな

ことを、部長も、そんなことをやったら工事は

スムーズに進まないということを前委員会で答

えられたんですけれども、これぐらい技術陣が

無責任にこれから逃げていたと思うんですよ。

それはやっぱり官製談合が発端だった。ある意

味では、事情聴取を受けた方もいるかもわから

ん。大変なことにかかわらないほうがいいとい

うことで、丸ごとハウマッチで総務部に投げ

た。だから、あんなくだらんものをつくったん

です。技術方も、自分らが責任持って改革する

んだといえば、あれにかんでいたら、あんなば

かなことをうたうわけがないです。2006年につ

くった行政改革大綱ですよ。松形、安藤両知事

が、途中で見直したことがない大綱ですよ。そ

れを2007年に自分が当選したんだからというこ

とで改革をやった。そこに乗っけたもので、物

すごく責任があるんですよ。あげくの果て、地

元をあれだけ大騒ぎさせて、２号議案は圧倒的

多数で廃案。平成19年度に検討して20年から始

まりますといった入札・契約部門と発注部門の

分離、ようやらない。まだうたってあるじゃな

いですか。そんないいかげんなシステムで業者

が泣かされる、僕はそう思うんですけれども、

技術屋の責任者として、部長はどう考えられま

すか。こういったシステムづくりに責任持って

関与してきたかどうか。

この入札制度改革につき○山田県土整備部長

ましては、先ほど管理課長が説明しましたとお

り、これは、公共三部、全庁的な検討を重ね

て、議会の意見も聞きながら、そしてパブリッ

クコメント、そういったことも踏まえて、県民

の皆さんの意見も踏まえた上で、実施方針を定

めたものというふうに思っております。

そうしたら、議会の意見も、県民○坂口委員

の意見も耳を傾けるべきじゃないですか。これ

だけ騒いでいるのに、今、かたくなじゃないで

すか。自分らが決めたようにやるんだというこ

とですよ。パブリックコメントとか何とか言わ

れるけれども、そこで改善されましたか。パブ
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リックコメントなり、議会の意見なり、どう反

映しようとしているのか。胸を開いていない

じゃないですか。かたくなに、一般競争入札が

正しいんだと。

そこで、きのう、河川課長と部長が答弁して

なかったから、事務方でちょっと整理してほし

いけれども、僕の質疑で切ったんだから、答弁

を聞くところからがきょうの委員会の始まりで

す。これは後でいいです。そこで、何から聞い

ていくかだけれども、本会議から聞いていきま

すよ。まず、工事原価についての答えを出して

ください。

工事原価は、建設業法の○岡田技術企画課長

言うところの工事原価でよろしいでしょうか。

建設業法19条の３に言う工事原価とは、工事場

所の地域性、工事の内容等を総合的に勘案いた

しまして、必要と認められる価格、そのように

理解しております。

工事原価を下回る契約はやらせて○坂口委員

はならないと、部長が後から答弁でやられたよ

うに、優位な立場にある者がそういう契約をし

てはならないということで、部長のその後の判

断を聞かなかったんですけれども、発注者、県

と業者、甲乙は対等な立場ということをうたっ

ていますね。ところが、対等というのはそう

じゃないんです。工事に介入できる権限を持っ

ている。検査できる権限を持っている。いろん

な指示を出せる権限を持っている。実体の契約

関係では、発注者と受注者は対等じゃないです

ね。優位な立場は発注者です。条件をつけるこ

とができる。建設業法だから民間も対象にして

いる。元請と下請、これは対等な関係じゃない

です。その工事現場現場ごとに下請届がいかに

なされているか、自分らが契約した金額がいか

になされているか、その施工現場の工事原価、

これは出されていますか。そして、その確認さ

れていますか。下請届なんかの金額確認。

工事請負契約約款におき○岡田技術企画課長

まして、下請の通知をするということになって

おりまして、下請通知が出されますと、設計額

と我々が積算した予定価格と比べまして、

チェックは行っております。ただ、そこまでで

ございます。

それはやられていないですよね。○坂口委員

原価比較はやられていないですよね。施工現場

ごとに原価を出していないですよね。

我々が積算している予定○岡田技術企画課長

価格というのは、あくまで標準的な現場をもと

に、標準歩掛かり、あるいは妥当な工法、付近

で入手できる労務、材料をベースにしておりま

す。実際の下請云々については、通知は出てき

ますけれども、今言われましたように、実際ど

ういう原価になっているのかという照合までは

いたしておりません。

今言われるので出されているとい○坂口委員

うのは、一つには、積算上の工事原価というの

があるじゃないですか。積算体系上の、純工事

費に現場管理費を入れたものを工事原価と言う

ということで、これは建設業法で認知された言

葉ですね。どんなぐあいにされているか、その

解釈もまだわからないんです。下請届出と本当

に照らし合わされて妥当な金額とされているの

か。

もう一つだけ聞いてから譲ろうと思うんです

けれども、関連していたものだから、いいです

か。

どうぞ。○宮原委員長

それから、もう一つは農政水産部○坂口委員

が発注した例のトンネルです。あの法律判断も

本会議でされていないんです。同様に、県土整
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備部も同時に２つトンネルを出されていて、似

たようなことなんです。それをオーバースペッ

クというようなことで片づけられているけれど

も、僕が聞いているのは、予定価格に反映すべ

きものが評価対象として予定価格に入っていな

いんじゃないか、いわゆる提案されたものに基

づいて標準設計をしなければいけないものを、

標準設計として出したものに技術提案をさせ

て、そこにコストのかかる提案をさせて、価格

を変えずにそのまま仕事をやらせたのではない

か、俗に言うサービス工事、設計漏れですよ。

こういうものはそこになかったのか。

まず、建設業法で言うと○岡田技術企画課長

ころの工事原価と、私どもが積算する予定価格

は、委員御指摘のとおり、標準歩掛かりをベー

スにいたします直接工事費、それに必要とする

共通仮設費、現場管理費、一般管理費で構成さ

れておりまして、建設業法の逐条解説において

も、そのようになっておりまして、大変似てい

る。ただ違うというのは、逐条解説によります

一般管理費というのは、利潤相当額というもの

は除くというただし書きになっております。建

設業法で言うところの原価と申しますのは、強

い立場を利用してでの指し値発注みたいなこと

を言っている。私どもが行っているのは入札で

ございまして、応札者の自由意思に基づくもの

というのはこれには当たらない、そのように理

解しております。それから、予定価格というの

は、宮崎県の財務規則の122条に基づきまして、

入札に付するときには予定価格を設けるとして

おります。最低制限価格につきましては、地方

自治法234条の３、あるいは地方自治法施行

令167条の10の２だったと思いますが、最低制限

価格と建設業法で言うところの原価、これは似

ているようですけれども、法的な取り扱いが違

うのかなと思っております。

それから、農政水産部のトンネルについて

は、確かに技術提案というものが課題という

か、当時はあまり意識していなかったのです

が、我々が求めている施工計画あるいは品質向

上につながるものを超えたオーバースペック云

々のものがありますが、これが法的にどうとい

うことになりますと、あくまでこれは応札者の

自由意思ということになりますので、法的には

問題にはならないのではないか、そのように理

解しております。

僕は、それは違うと思うんです○坂口委員

よ。予定価格を本県の場合はじゃなくて、これ

は予決令、それに基づいた県の財務規則、自治

法ですね。品確法ができて、その中の高度技術

提案型がうたい込まれるまで、日本の入札制度

というのは予定価格をあらかじめ決めなきゃい

けないんです。そこには設計書が伴わなきゃい

けないんです。そこには特記仕様だ、共通仕様

だというものが伴って、条件がすべてその中に

入り込んだものを、幾らかかるということをそ

こから積算していかなきゃいけないんです。こ

れは上限拘束性で、決して動かしちゃいけない

わけです。設計は妥当にやらなきゃならない。

払うべきものは払わなきゃいけない。払っちゃ

いけないものは払っちゃいけないということ

で、そこに提案されたものが設計内容にかか

わって、これは当然コストとして、だから、そ

ういった技術提案の中味にあるものまで含めた

ものをつくろう、つくらせようとしたときに

は、そこにあるもので見るべきものは設計に計

上しなきゃいけないわけです。だから、その中

に標準設計として考えなきゃいけない提案がな

されていたのじゃないのかということを言って

いる。そうなると、予定価格が、提案されたも
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のがあって、この工事はこういうぐあいにやっ

て、こういうものを使って、こんな工夫をやろ

うという、まず条件を並べて、それに基づいて

設計をやっていくわけでしょう。それをやった

ら予定価格が高くなるんじゃないかというこ

と、これは当たり前でしょう。そこですよ。

オーバースペックに関し○岡田技術企画課長

ては、我々が求めている以上のものの提案であ

ると。トンネルの設計などで予定価格というの

は、これだけあれば標準的なトンネルはでき

る、我々はこれでいい、このレベルでいい、こ

れだけのスペックでよろしいということで予定

価格を設定しております。技術提案を求めたと

きに評価してしまったのは、今は、設計で示し

ている予定価格をベースに評価していて、設計

変更の対象となるほどの技術提案というのは、

それは総合評価では評価せずに、設計変更で対

応としておりますが、昨年の場合はそのあたり

がぴしっと整理されておらず、認めていたと。

結果として総体で見れば、かなり予定価格をオ

ーバーした価格に、設計になってしまっている

のではないかと思っております。

そんな中で、地方自治法に基づい○坂口委員

て最低制限価格をかけることを本県は選択して

いるんです。これは原則かけないんです。で

も、かけたほうが得だとなったときに、そのほ

うが納税者に対してプラスになると判断したと

きにかけなさいという最低制限価格を、選択的

にかけているんです。そこで最低制限価格が決

まって、１円でも下回ったら、失格なんです。

契約しちゃならない相手なんです。オーバース

ペックと言われるけれども、その中に設計変更

せざるを得ないようなもの、この前、僕は7,000

万円ぐらい言ったけれども、半分の3,000万円で

もいいでしょう、予定価格が3,000万円ぐらい上

がったときに、最低制限価格すれすれで業者が

入札していたら、当たり前に設計をやって当た

り前の率で最低制限かけたら、その下に潜り込

んできた、いわゆるドボン業者で、排除しなけ

ればならない業者だった可能性があるやり方を

していたんじゃないのか、またこのトンネルの

場合、あったんじゃないのかということです。

最低制限価格の制度とい○岡田技術企画課長

たしましては、委員御指摘のとおり、１円でも

下回れば、心情的にはと思うんですが、これは

制度でございますので、１円でも下回れば失格

ということになりまして、オーバースペックに

対して厳密に積算すると、そういうこともある

のかなと。予定価格が高くなりますので、その

辺の対応というのは十分ではなかったのかな

と、そのように思っております。

あのときの落札率は、80～85の制○坂口委員

限の中で84.7ぐらいだったですね。ということ

は、ほとんど最低制限価格です。20億からの物

件で、経費がほとんど少ない物件で限りなく85

に近づきます。だから、これ以上詰めませんけ

れども、１円まで争っていったら、微妙な問題

を含んでいた入札だと。そういうのに介入する

ために、既にそのときは品確法で高度技術提案

型というものを認めていたわけですわ。いい提

案がなかなか業者から上がってこない。なぜ上

がらないかというと、提案をすれば減らされ

る、やれば金がかかるけれども、発注者はくれ

ん、そんなあほらしいことをだれがやるかとい

うことで、行政が持っている技術レベルよりも

はるか民間が高いのに、それが行政側が導入で

きない、さあ、どうしようということで提案を

させて、その提案に金がかかるときは、それに

基づいて予定価格を決めてもいいですよとい

う、上限拘束発注じゃなくて提案後設計という
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方法を認めたのが品確法で、そのときは既に品

確法の中にうたわれているんですよ。だから、

高度技術提案型をとるのかとらないのか、標準

型までしかいかないのか、その判断をしないま

まに走ってしまったわけでしょう。そこはどう

なんですか。

総合評価型というものをどうやるか。それは

何を意味しているのか。何を求めようとしてい

るのか。僕は納税者感覚で今、物を言っている

んですよ。高い買い物をして 例えば先ほど―

のトンネル、これは技術点が、50点、40点、30

点いるから、現実にはあり得ないけれども、60

点技術配分されているわけでしょう。そこに提

案したものが全部だめだとなったら、０点の人

もいるわけでしょう。60点の開きというの

は、20億のトンネルで２億9,000万開くんです

よ。２億9,000万高くても、その人と契約するぐ

らいの価値を持たせた技術評価なんです。そん

な高い買い物を県民にさせるのに、そこも詰め

ないでこういうことを導入したというのは、先

ほどからいろいろあるように、拙速過ぎると

か、技術屋と相談していないとか、そこらが

あったとしか考えられないんですけれども、部

長、どうなんですか。その時点で予測しきらな

かったことなんですか。それとも、検討が足り

なかったことなのか、答弁をしてください。

総合評価の中で高度技術○山田県土整備部長

提案型というのも確かにございます。本県の場

合は、これは採用していないということでござ

いまして、総合評価でスタートしたということ

でございます。

本県の場合は、標準型どまり。と○坂口委員

いうことは、予定価格は拘束式、事前に予定価

格を決める。だから、その範囲内での提案しか

させられないという、すごく狭いわけです。そ

の中で何でこんなに広くとって問題がなかった

のかというのを本会議からずっと言い続けてい

るけれども、答弁しないけれども、きょうは、

その中でどういうことが問題だったのかという

ことは、ニュアンスまでにとめておきます。こ

れがアウトかセーフかまでは求めない 言わ―

れるなら答弁してください。

委員言われる、こういっ○山田県土整備部長

た、いわば過度な提案、そういったことについ

ては、これはやはり全国的に問題になっており

まして、発注者の要求以上の、そしてコスト負

担を要するような提案、こういったものがふえ

てきたと。これは技術ダンピングとなっている

おそれがあるというようなことから、国におい

ては、そういう過度な技術提案は評価しない、

そういう取り組みを始めたところでございまし

て、先ほど技術企画課長が言いましたように、

本県の場合も８月から、そういった過度な技術

提案というのはもう認めませんということで取

り組んでいるところでございます。

認めませんじゃなくて、間違って○坂口委員

認めておりましたというのが実際なんです。今

度はそれを的確にやっていくと、標準型でも技

術提案型でも、技術の幅が物すごく狭まってく

るということです。そこのところは今後見えて

くるでしょう。これをどうこう言うものじゃな

いけれども、技術の提案の幅は物すごく縮小さ

れてしまうということで、本来の総合評価の利

点は何だったんだろうと。品質や技術につなが

るもの、そういったものを持っている企業で、

できる企業を判断して、高い買い物だけれど

も、県民にそれ以上のサービスを提供しようと

いうところが本当にやれるのかという問題点を

含んでいる。これは今後だからいいです。まだ

ほかにだれかおられれば、途中でやめて……。
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それなら、ほかに。○宮原委員長

初歩的な質問になるかもしれませ○徳重委員

んけれども、さっきから出ているんですが、予

定価格、そして最低価格、これが一つ一つの工

事に提示されるわけです。予定価格なるもの

は、皆さん方が積算をされて積み上げられた、

これが上限といったらおかしいかもしれません

が、標準価格ということで評価していいと思う

んですが、私は、この標準価格に最も近い形で

の入札が今まで行われてきたんじゃないかとい

う気がしてならないんです。90％、いや95％以

上ずっとされてきたんじゃないかなという思い

です。そのときも最低価格があっただろうと思

うんだけれども、今、最低価格が85～90です

か、県は引き上げられたわけですが、その前

は85まででしたね。今、85～90ということです

が、85から86～87ぐらいでおさまっているん

じゃないかなと思うんだけれども、その15％と

いうのは何を削減すればできると思われていま

すか。

予定価格というのは、工○岡田技術企画課長

事の目的物、河川なら例えば護岸をつくると

か、そういう目的物をつくるのに、標準的な業

者さんが最も妥当と思われる工法によって標準

的な工期内に仕上げるのに必要となる価格を

もって予定価格、それには会社の営業的な要素

とか利潤も含まれたものであります。

一方、最低制限価格というものは、そういう

目的物をつくるのに必要最小限とする価格とい

うことで、最低制限価格を従来80～85％で設定

していたものを85～90％の間で設定したという

ことでございまして、この間が何を差っ引いて

ということではなくて、もともと、これは地方

自治法234条によるんですが、入札に付す場合

は、買う場合には最も安く、売る場合には最も

高くという原則がございます。その中の例外規

定として、余り安過ぎる、あるいは高過ぎる

と、最低制限価格の場合は安過ぎるとになりま

すが、発注者側はいろんな不利益をこうむる、

こういう場合には最低制限価格を設けることが

できるとなっております。そこのところで予定

価格と最低制限価格というものは違いがあると

いうことでございます。

例えば、85で落札したという場○徳重委員

合、予定価格、15％、今おっしゃるように、事

務所経費あるいは営業経費、いろんなものがそ

の中に含まれているとおっしゃいましたが、工

事原価としては、最低価格を工事原価、こうい

う理解でいいんですか。

工事原価は、先ほど坂口○岡田技術企画課長

委員の御質問にもお答えしたんですが、最低制

限価格で言うところのものは、その目的物をつ

くるのに必要最小限の価格というのが最低制限

価格でありまして、それを85～90％の中で設定

しているということでございます。委員がおっ

しゃっています、これがイコール工事原価なの

かといいますと、必ずしもそうではないと思っ

ております。

皆さん方は、そういう評価という○徳重委員

んですか、最低価格なり予定価格を決められて

いるんだけれども、結果的に、それを受ける業

者が仕事をしていく中でいろんな問題が起きて

いるわけです。例えば、ガードマンを雇うにし

ても、１日、８時から５時までの単価で一応試

算されるでしょう。ところが、現実に５時で工

事をやめるという人は一人もいないわけです。

仕事はやっぱり６時ぐらいまでかかるわけで

す。ガードマンを５人雇えば、１時間オーバー

すれば5,000円です。１カ月だったら15万、それ

だけでも丸々赤字になります。そういうお話も
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聞いたりするわけです。あるいは技術者をそこ

に常駐させておかなきゃいけない、いろんなこ

とがあるということで、とてもじゃないが、特

に下請に回ってきたときが大変だということを

お聞きするわけです。

下請は、先ほど坂口委員からもいろいろお話

があったようですけれども、元請から下請に

行ったときに、下請の人たちのする仕事の範

囲、その原価計算というか、そういったものが

基本的にされていなければならないと思うんで

すが、そのまま支払われない。それがまた15％

切られたりする。県が試算した額よりまた15

～20％引かれて下請に来る。下請はたまったも

のじゃない、こういうお話なんです。それはど

う思われますか。

今の委員の御質問は、当○岡田技術企画課長

初の落札率がそのまま下請に影響していく、当

初の落札率のままで下請にもしわ寄せさせてい

るということだと思うんですが、坂口委員の質

問の中にありました原価割れ 建設業法の19―

条の３で言う原価とはというくだりで、強い立

場でもって指し値、このあたりを建設業法では

禁じておりまして、やはり適正な価格で支払い

はしていただきたい。また、法律上もそのよう

になっていると。ただ、入札における落札率と

の関係というのは、これは行き着くところはそ

うなんでしょうが、元請と下請の関係というの

は企業の経営の中の話ということで、我々とし

ては関与しにくい部分なのかなと、そのように

理解しております。

関連して。僕は、今の答弁は、解○坂口委員

釈の間違いか、違いかしらんけれども、予定価

格と最低制限価格は別個なものだという感じで

説明されたような気がするんですけれども、こ

れはセットなんです。予定価格が決まって、工

種によって率を掛けていくわけですから、予定

価格が決まれば、当然、最低制限価格は決まる

んです。最低制限価格は、例外じゃなくて、た

だし書きなんです。今言われたように、契約を

するときは、契約には２種類ある。金が入って

くる契約と出ていく契約とある。入ってくる契

約は、際限なく一番高い人とやりなさい、その

かわり、とれる担保とかいろんなものはありま

すよ、供託金みたいなものを積ませたり、半分

を前納させたりとかですね。入ってくる保全は

必要だけれども、一番高い人とやれと。出てい

く契約というのは、これも一番有利な人とやれ

と。一番有利な人とは一番安い人のことだと。

「ただし」なんですよ。安いがゆえに、こんな

価格では適正な工事の履行ができないおそれが

あるとき、手抜きをされたり、途中で業者がケ

ツを割ったり、今言われるように原価割れ契約

を下請と結んだり、違法行為をやったり、社会

の取引の秩序、経済に著しい影響を与えるとき

というのが今のようなことですね。法を犯すこ

とをさせるような価格で結んでは、納税者の負

担になります。損になります。だから、納税者

に決して損させないように、しかも一番安い人

とやりなさいと。そのときに、知事が必要と思

えばかけなさいというただし書きなんです。そ

れをかけているわけですよ。１円違ったら失格

させているということです。

今の答弁では、予定価格と最低制限価格は別

個のもので、それぞれ積み上げているんだとい

うような感じだけれども、予定価格が決まって

工種が決まれば、決まるでしょう。純工事費

を100％見て、現場管理費を75％見て、それに最

近の見直しで一般管理費を30％見だしただけの

ことで、本当に乱暴な数字です。一般管理費

は、先ほど言われたように、本社経費をどうす
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るかとか、会社の体制で違うと言うけれども、

一般管理費の中には、例えば租税公課、役員の

配当とか、本社を持たなければ入札に参加でき

ないという義務的なものをいっぱい含んでい

て、これの妥当性もないけれども、県は一律で

やっているということです。それはいいです

よ。とにかく、予定価格が決まれば制限価格は

決まってしまうということで、これはセット

じゃないんですか。一つ一つ別個に積み上げて

くるんですか。

平成19年10月に最低制限○岡田技術企画課長

価格を引き上げました。このときには、８月ご

ろの業界に対するコスト調査をベースにいたし

まして、80～85％の間で最低制限価格を設定い

たしました。その後、一般競争入札の導入によ

りまして、落札率が最低制限価格に張りついて

いる状況、これは今も変わらないんですが、私

どもとしては、先ほど徳重委員からのお話があ

りましたように、予定価格の範囲の中で、予定

価格に近いと言ったら語弊がありますが、決し

て最低制限価格に張りついてほしくないという

思いがございます。そういう意味で今回、４月

に５ポイントほど引き上げて85～90％というこ

とにしたわけですが、これは、最低制限価格を

工種あるいは工事の規模等によって85～90％の

中で設定するとして、これ以上のことは、坂口

委員がおっしゃいました、予定価格ときちっと

連動しているというようなことは、私ども最低

制限価格に張りつくという状況を回避したい、

少しでも緩和したいという思いから、これにつ

いては一切公表しておりませんので、連動して

いるとも連動していないとも答えることはでき

ない、そのように思っております。

そこは総合的に県政の利益になる○坂口委員

ということで公表しないということなら、これ

以上はさわらないですけれども、理論的にはそ

うなるんです。最低制限価格というのは、先ほ

どのように法律が背景にあって、ただし書き

で、これ以上損させちゃだめだよということで

決めていくものだから、理論として積み上げら

れて、一定の計算式で求められる数字がそこに

出てくるということにならなきゃおかしいと思

うんです。どうやってどう計算するというの

は、ここでおいておきます。

でも、そうやって決まっていくもの、それを

この前、５％上げられたという根拠、それは赤

字が出ないかとか、いろんなことをやっていっ

て、業界が悲鳴を上げている、何とかそこに張

りつかないでほしいというようなこともあると

かいうことで、これは理論で上げられたんじゃ

なくて、このままでは県経済が大変なことに陥

る、結果として納税者に損をかけることになる

と。その損というのは何かといったときに、一

方では、納税者が税金を納めて、ものをつく

る。それを享受しようとする。だけれども、過

激な競争を一遍にやったものだから、倒産が出

て、失業者が出てきている。一方では、雇用対

策だ、やれ企業誘致だで何十億という金を、ま

た我々の税金を出している。そこで雇用の場を

つくった以上にこちらから失えば、トータル的

に損しているじゃないか、どうするんだという

納税者に対しての説明責任を果たすために、最

低制限価格を少しでも見直して業者の倒産を防

ごうというのが今回の５％上げだと僕は思うん

です。

だから、この前の本会議で、これは政治判断

であって、法律に基づいてそういった調査を

やって、１円を厳しく問うことのできる、自治

法が言う、これ以上安くつくらせたら手抜きさ

れるとか、そういったものじゃなくて、政治判
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断だと。トータル的な県民の利益を確保するた

めの５％見直しじゃなかったのかということを

本会議で聞いたけれども、時間の都合で、聞い

たというか、僕はそのことは持論を述べただけ

で、本会議で聞く時間がなかったけれども、県

土整備部長、こんな法令が背景にあって、シビ

アに積み上げてしか決められない、しかも結果

的に１円が物を言うという、すごい強制力を

持った数字です。これを一挙に５％ぽんと上げ

た。今のように、最低制限価格の計算の仕方も

県民には公表できないと。これは情報開示対象

となるかどうか、微妙なところです。公表して

いる県もあるわけですから。県が総合的な利益

だと言われるから問わないけれども、そういう

シビアな数字で、物すごく緻密なものを５％上

げた、二度にわたって見直した理由、これは事

務的な判断なのか、政治レベルでの政治判断な

のか、どちらなんですか。

先ほども言いましたけれ○山田県土整備部長

ども、建設産業の経営状況が厳しい中で、経

済、雇用、この辺が急速に悪化してきたという

背景、そして業界からも最低制限価格の引き上

げの要望もございました。特に緊急的な対策を

打つということの中で、経済・雇用緊急対策の

一環として出しておりますけれども、本会議の

ときにも申し上げましたように、基本的には、

建設産業の発展、品質の確保、この観点から今

回引き上げを図ったと。建設業界が非常に厳し

い状況にかんがみて、基本は、建設業の発展、

品質の確保、この観点から引き上げておりまし

て、いきなりぽんと、えいやで上げたわけでは

ありません。そして、そういう根拠につきまし

ても、十分検討を加えた上で設定したというこ

とでございます。

品質確保となると、事務的ですよ○坂口委員

ね。さっき言われたように、これ以上では品質

確保に責任が持てないと。建設業の発展という

と政治的なんですけれども、では品質を確保す

るために、どの部分がどう間違っていて、どこ

を見直して上がったんですか。そんなんじゃな

いでしょう。品質の確保は、最低制限価格の範

囲内で契約した相手に、現場の担当もいる、技

術専門員もいる、抜き打ち検査もできる、段階

―確認はしなきゃならん、こういったものを

公共事業に関しては、商法で言う契約後の発注

者介入という制限されているものを取っ払っ

て、公共事業に限り介入させているんです。品

質の確保、履行の確保をしっかり責任持ちなさ

いということをやられているのに、上げなけれ

ばできないというのは、先ほどの最低制限価格

の計算ルールが新たなものを入れざるを得なく

なった、全体がそれでは当然できないという数

字的なものがあったというときに品質の確保を

言われるだけで、だから上げたということで、

どこにあったんですか、前の最低制限価格率で

は品質が確保できないと判断された部分という

のは、今の設計のあり方、最低制限価格の決め

方の中で、どの部分のどういう数字が、品質確

保につながらない数字があったんですか。そう

じゃないでしょう。僕の言っている意味がわか

らないですかね。

最低制限価格に張りつく○岡田技術企画課長

状況というのが、従来の指名競争入札の場合で

は、ある工事では利潤が出た、ある工事ではそ

うでもなかった、利潤が薄かった、そういうの

が複数あって、それで何とかバランスを保って

いたという状況があろうかと思うんです。一般

競争入札に入って、落札状況が最低制限に張り

ついた状況になったときに、業界として、こん

なことが続いては品質確保が難しい、そういう
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声が上がりまして、私どもは、そういう声に配

慮したつもりでございます。

単純でいいんですよ。事務的判断○坂口委員

か、政治的判断か。例えば、最低制限価格を張

りついてしまったから上げるという行為の中

で、それを事務的に上げたとすれば、さっき言

われるように、綿密な調査をやって、国が決め

る単価しか入れられない、あるいは標準歩掛か

りしかそこに入れられない、標準歩掛かりを分

解して入れるようなこともしていない、そうい

うことで現実的に標準的な施工能力を持った業

者が標準的な工法あるいは施工計画の中でこの

工事をやったら、理論的にこれは赤字が出ます

よと、赤字の部分は最低制限価格として本県は

とめていますよと、契約排除をしていますよ、

だから見直したんですよというのが事務的な見

直しです。建設業者がひーひー言い出して、最

低制限価格に張りついてほしくないけれども、

張りついてしまう、これじゃどうしようもない

から上げたというのは、政治判断です。的確に

答えてほしいんです。政治判断だったのか、事

務的な判断だったのか。その両方抱き合わせと

いうのが先ほどだったけれども、そうじゃない

んじゃないかというのが、そういった客観的な

根拠はどうも理解できない。そうなると、部長

が言われるように事務的な、あるいは政治的な

だんごでやったんだというけれども、政治的な

判断で上げたんじゃないのかなと思うんですけ

れども、どうなんですか、部長、この上げたの

は。政治的な判断だったら、ここでこれ以上問

うても意味がないんですよ、何日やっても。

部長、政治的判断なのか、事務○宮原委員長

的判断なのか、簡潔に。

何度も申し上げますけれ○山田県土整備部長

ども、最低制限価格につきましては、建設業の

健全な発展や工事の品質確保を図る観点から、

経済・雇用緊急対策も加味しまして、引き上げ

たということでございます。

何度も聞いているわ、そこは。品○坂口委員

質の確保のためには理論が要るわけでしょう。

積算の考え方、あるいはルールに基づいたカウ

ントの仕方が要るわけでしょう。これじゃ品質

の確保ができないから最低制限価格をかけたわ

けでしょう。だから、その積み上げで、一方で

は計算の仕方は公表できないよと。これは手続

をとったら、我々は監査委員も持っているんで

すよ。わかるんですよ、計算の仕方は。しか

も、ランダムをかけて、ランダムは後で触れま

すけれども、そこらは政治的判断じゃないのか

というんです。事務的にきちっと整理できて説

明できるんなら、こういう理由で何％この部分

を上げたんだと、今ここでやれるはずですよ。

もとの数字は言わなくていいです。この部分が

何％、こういった客観的な分析をした結果、本

県の決めているルールに基づいた判断で最低制

限価格を割っている、だからこれは上乗せしな

きゃだめだということで上がったというのが、

今言われる品質確保のためにです。建設業がピ

ーピー言っている、大変だ、あるいは県の思惑

のように、ある程度適正価格でとってくれず

に、ぎりぎりでしかとってくれない、だから上

げようというのは、これは政治判断です。その

どちらなんですかと。何度も言っているように

ということがわからないから、結論を聞いてい

るんです。

最低制限価格の算定方法○山田県土整備部長

ですけれども、これにつきましては、それぞ

れ、国、各県、いろんな工夫をして定めておる

ところでございます。国のほうが、いわゆる公

契連モデルというのが公開されておりますけれ
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ども、直接工事費あるいは共通仮設費、現場管

理費、一般管理費、これについていろいろ、ど

の割合で見るかとか……。

そんなことは、僕が言っている○坂口委員

じゃないですか。どちらかと聞いているんです

よ。

いや、考え方はそういう○山田県土整備部長

組み立ての中で、そして先ほど課長が言いまし

たけれども、コスト調査でどのくらいの費用が

どういう割合で入っているか、その辺は我々把

握しておりますので、そこをさらに分析して、

そして今回引き上げたということでございま

す。

そうしたら、その結果、引き上げ○坂口委員

前と引き上げ後では品質が変わりましたか。引

き上げる前に品質が悪かったものがあるんです

か、完成検査をやったとき。どういう点数が変

わったですか、最低制限価格を上げたら。

工事成績で見ますと、引○岡田技術企画課長

き上げ前と引き上げ後というのは数値にそれほ

ど変化はございませんでした。

そうしたら、品質を確保するため○坂口委員

という説明はおかしいじゃないですか。地方自

治法あるいは予決令、これは一番安い人とやり

なさいと言っているんですよ。でも、公共工事

のこの税金というのは貴重な財源で、県民が納

めた血税だ、だから最終的に税が生きるように

しなさいと。税を生かすというのは政治判断で

すよ。一番安くやれというのは、根拠に基づい

た事務判断です。事務判断でやった。品質が確

保できない。では、上げた。品質は変わらな

い。事務判断は間違いで、政治判断じゃなかっ

たんですか。明確に答えないと、この繰り返し

になっちゃうですよ。僕が言っているのが度を

越していると思ったら、委員長、とめていただ

いて結構です。

部長、政治判断か、事務判断○宮原委員長

か、どちらかということを明確に答弁していた

だきたいと思います。

非常に逼迫した経済・雇○山田県土整備部長

用状況、これを配慮した上で、最低制限価格と

いうのは地方自治法施行令で県が定めることが

できるとなっておりますから、県の判断で、裁

量といいますか、根拠はそこにあって、今回の

非常に厳しい状況を踏まえて引き上げたという

ことでございます。

だから、それはどちらなのかとい○坂口委員

うことですよ。県が決めることができるように

自治法がうたっているとなったら、それは県の

裁量。自治法の言う最も有利な相手と契約する

ぎりぎりの価格、これは裁量じゃないんです。

事務なんです。裁量ということは政治判断。こ

れは政治判断と、僕は判断しますけれども、そ

れが間違っていたら、ルール違いだけれども、

ここのところが間違っているということを示唆

していただきたいです。僕は、今の最低制限価

格を見直したのは県の高度な政治判断だと。こ

れ以上経済を混乱させたら、トータル的に県民

に損失を与えてしまうと。景気・雇用対策とい

うのには何十億と出しているんですよ。そんな

に一方では出しながら、それ以上のものをここ

から逃している。だから、これは経済を安定さ

せて、経済をいい方向へ向かわせる、トータル

的に県民に利益を与えられる、そのほうが損失

を少なくできるという政治判断だったとしか思

えないんです。

では、部長に答弁を求めるのが酷なのかもわ

からん。上げようと言ったのは知事なんです

か、部長なんですか。まず、そういう相談を持

ちかけた、このままではいけないですよと。相
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談しながらやっているということだったですけ

れども、80～85を85～90に見直すことが適当で

すよということをだれかが言わないと、ぽんと

出てくるものじゃないと思うんですよ。どんな

ぐあいな過程を経て上げたんですか。どういう

ことだったのか、そこで判断したいですよ。

３月24日に、委員御質問の最○成合管理課長

低制限価格は公共事業における経済緊急対策と

して引き上げたところでございます。部長も申

しましたように、非常に疲弊した建設産業の現

状、それから最低制限価格が九州でも低位にあ

るというようなこと等々を知事にも御説明いた

しまして、そのほか、最低制限価格の引き上げ

だけではなくて、総合評価の問題、それから地

域企業育成型、執行段階でのいろんな発注の問

題、手続の軽減化等、やはり建設産業支援と…

…。

それはいいです。それは一つずつ○坂口委員

じっくりやっていきますから。だから、今のを

どう思われるか。裁量で上げたのなら政治判断

ということですよ。そして、今言われるよう

に、建設業はこれじゃ大変だと。県全体の経済

に広がらなくてもいいです。建設業は大変だ、

今決めている最低制限価格に全部張りついてし

まって、こういう状況だ、だからせめてこれを

上げて、失格ラインを上げないと、やっぱりこ

こに来てしまうと。ここにすることが結果的に

建設産業の育成につながるということでもいい

ですよ、県全体の経済じゃなくて。それが判断

基準じゃなかったんですか。

もろもろのそういった対策に○成合管理課長

つきまして知事に御報告いたしまして、最低制

限価格の引き上げについても御相談し、知事が

判断されたということでございます。

これは間違っていたら後で訂正し○坂口委員

ますけれども、今までのを聞いた以上、僕は、

政治判断だったと思うんです。政治判断なら

ば、この混乱を避ける あるいは現象的には―

最低制限価格に張りついていて、業者がピーピ

ー言って、その倒産につながっていく。下請業

者あるいは労務者、従業員への給料なんかの面

でのしわ寄せをしちゃいけないということを建

設業法は言っているんですよ。そういうことを

排除するために、理論的には詰められないけれ

ども、結果としてこういうことが起こってい

る、だから５％上げたんだということで判断さ

れたと僕はとって、次に進むしかないから進み

ますけれども、では今度は、そういうことを回

避できて、そういった弊害を排除できるという

ものが目的地になければ、政治判断というのは

そこで政治責任が問われるんです。今の最低制

限価格と今の業者の倒産状況、これでその目的

建設業界の混乱、倒産、失業、あるいは労―

務者へのしわ寄せ、下請業者へのしわ寄せ、こ

ういった法が守れと言っているものを今の上げ

で守れるのか。85～90の最低制限価格で十分な

のかということです。十分守っていけるという

見通しがなければ、政治判断というのはそこで

責任が問われるから、修正すべきだと思うんで

すね。少なくとも、修正すべきかすべきでない

かという協議には入るべきだけれども、今まで

の県土整備部の見解としては、もう二度にわ

たって見直してきましたと。後、見直そうとい

う意思がうかがえないんです。検証しようとい

う意思もうかがえないんです。ここらについ

て、部長どう考えられますか。

最低制限価格につきまし○山田県土整備部長

ては、過去２回にわたって引き上げたというこ

とでございまして、現時点で見ますと、全国的

にも、これははっきり言って、国が７月に調査
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しておりますが、トップレベルの８県の中に

入っております。そういう状況で、高い水準に

あるというふうに考えております。

落札率の数字、全国との比較とい○坂口委員

うのもそれはいいでしょう。でも、そのベース

にある予定価格の適正ですよ。設計漏れです

よ。条件変更、設計変更というのが頻繁に行わ

れているじゃないですか。本来、工事はやって

みて何ぼのものだから、穴掘ったら水がわいた

とか、穴掘ったらこの調査図の柱状図と土質が

違うじゃないかと、やってみて初めてわかるも

のに対応していくのが設計変更で、今の県の設

計変更というのは、調査資料、測量、そういっ

たものを見れば当然これは入れていないといか

んわなと、こんな設計変更です。設計漏れに慌

てて対応するという設計変更が多い中で、よそ

と同格に比べないでくださいよ。よそは予定価

格はぴしっと決めていての90％かもわからな

い。本県は、これからいっぱい抜けていて基礎

数字が低い中での90だったら、おのずと違う

じゃないですか。だから、こんな混乱があるん

じゃないんですか。これでは標準的な業者が

やっても赤字を出して逃げるようなことも手抜

きすることも絶対ないですよ、１円たりとも狂

いませんよというのが最低制限価格ということ

を今まで説明されてきたわけです。でも、そん

なことが起こっているということは、そういう

最低制限価格に計上すべきものが漏れているん

じゃないかという心配と、考え方が間違いじゃ

ないか。よその県よりレベルが高いといったっ

て、さっきも言われたように、県の考え方で、

裁量でやったというわけでしょう。

まして、今度の入札制度改革は、宮崎モデル

を全国に発信するんだと、大上段に振りかぶっ

たわけです。よそがどうだ、国がどうだ タ―

イミング的にも、国が見直したのに追随して見

直した。国が怖いだけじゃないんですか。県が

県のモデルなんてつくれるような立場にないん

じゃないんですか。よそを見習っていくしかな

い。よそでもたくさん指名を復活してきたとこ

ろもありますよ。県にそれだけの実力がないの

なら、これをテーブルにのっけて、よそ様の知

恵をかりるべきです。あるならば、国が何と言

おうと、理論に基づいてこうだと、我々の裁量

だ、権限だ、どこに問題があるかということを

会計検査院でも国土交通省でも求めるべきで

す。モデルをつくるような、その力があるんで

すか。モデルと言われながら、一方では他県、

一方では国と言っている。90超すことが、何が

怖いんですか。県民に損害を与えるようなこと

はやっぱり未然に防ぐべきです。県民に損害を

与える、県政が混乱するからと、５％上げた。

それでも防げなければ、もう一回再考すべき

じゃないですか。

僕は、今ちょっと興奮しているから判断がで

きないけれども、これ以上無理と思ったら、次

のステージを考えてください。それか、委員長

報告の中でしっかりとこのことを整理しても

らって、知事に突きつける。ここに知事を呼ん

でほしいですよ。ここで暫時休憩を頼みます。

委員協議をさせていただきます○宮原委員長

ので、暫時休憩して、１時再開ということにさ

せていただきたいと思います。

午前11時50分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

引き続き、質疑を受けたいと思います。

総合評価落札方式、独自で進めら○徳重委員

れてきたということのようですが、これを取り
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入れている県はどれぐらいあるんですか。

総合評価落札方式そのも○岡田技術企画課長

のを取り入れている県は、全都道府県で採用し

ております。ただ、委員がおっしゃいました前

段の部分の地域企業育成型という、小規模工事

を念頭に置いた総合評価というのは、これは本

県独自のものでございます。

そこで、よく聞かされることなん○徳重委員

ですけれども、地域企業育成型あるいは総合評

価方式の評価の配点がそれぞれ項目ごとに決

まっているわけですね。工事を受注した人、あ

るいは監督がいらっしゃるところ、当然のこと

かと思うんだけれども、ほかにいろんな配点方

法があって、消防団員がおるとか、身障者の雇

用があるとか、いろんな要件がたくさんあって

価格だけでの競争は技術力があってもどう―

しても負ける。点数が限られておるわけですか

ら、とれない人はずっととれない、工事をとっ

た人はまた加点されていくということであれ

ば、一般競争だから、強いものがずっと残って

いくんだと、もう参加する気持ちにもなれな

い、こういうような声があるんですが、現実そ

ういう状況にありますか。

地域企業育成型に関して○岡田技術企画課長

は小規模工事を対象としておりますので、対象

企業も現在、Ｄクラス、Ｃクラス、Ｂクラスま

では対象になっておりまして、評価項目を設定

する場合も過度な負担にならないように、委員

の質問の中にありました障がい者、消防団員、

そういう雇用に関しては、消防団員が１人いな

きゃいけない、障がい者が１人いなきゃいけな

い、新規雇用が１人いなきゃいけない、そうい

うわけではなくて、新規雇用、障がい者雇用、

消防団員雇用、その中から２人おればいいよと

か、そういうようなパッケージにしている部分

もございます。

それから、工事の実績についてなんですが、

地域企業育成型の総合評価においては、受注し

たら、完成するまでは地域企業育成型の総合評

価には参加できないというような制限を加えて

おります。これはなぜかと申しますと、もとも

とが小規模工事を対象にした小規模業者という

ことで、十分な施工体制をとるためには、一件

一件仕事を仕上げてくださいという思いがある

ことから、ある意味、そこが一つの制限になっ

ているということがございます。

配置予定技術者のことになりますが、この総

合評価においては、配置予定技術者が１件につ

き１人ということになりますので、技術者がい

ないからとれないんじゃなくて、地域企業育成

型を受注するためには少なくとも１人の技術者

を立てる必要がある、そういうことでございま

す。

ただ、地域企業育成型というのは、地域に根

差す優良な業者が受注しやすい環境を目指して

おりますので、どうしても地域内においてはあ

る程度、工事成績などをもって見ると序列化が

できるという傾向はあろうかと思います。した

がいまして、小規模工事だからといって地域企

業育成型一辺倒でいきますと、またそれはそれ

で問題が起きるのかなと。通常の価格だけで勝

負する一般競争入札とあわせて、バランスよく

取り組んでいく必要があるのではないかと考え

ております。

これはどうなるんですか。仕事を○徳重委員

Ａという業者がとった。工事が幾つもあります

ね。一つ終わって、また次をとる。工事実績評

価というか、それも加点されるんですね。どう

なっていますか。

地域企業育成型について○岡田技術企画課長
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は、実績は、件数は評価しない。これまで県の

工事で完成させた工事の成績をもって企業の技

術力として評価すると。完成件数を何件とい

う、その件数をもって評価とはしておりませ

ん。

それともう一つお聞きしておきた○徳重委員

いのは、一般競争だから、だれでも参加できる

ということになっていると思うんだけれども、

そうなると、どうしても、とる業者が片寄って

しまう。強い者が強い。弱肉強食じゃないけれ

ども、強い者が強いという形で、業者が３つも

４つもとっていくというケースは、今のところ

ないものですか。聞くところによると、３つも

４つもとっている業者もおるんだという話も聞

いたりするわけです。そうすると、数が少なく

なっているわけですから、本当に何人にしか行

き渡らないということになってしまうと思うん

ですけれども。

地域企業育成型について○岡田技術企画課長

は、総合評価の型式においては、受注したら完

成までは、通常の土木工事であれば、1,000

万、2,000万であれば、大体工期が半年近くかか

ると思うんですが、完成という形で納品するま

では、引き渡すまでは次の入札に参加できない

仕掛けになっておりますので、委員の御指摘に

ありましたように、次々に何件もというような

状況は、起こらないとは言いませんけれども、

起こりにくい、そのように思っております。ま

た、現在の実績では、そのようにはなっており

ません。

１年間にＡクラスだって、金額に○徳重委員

もよると思うんだけれども、限度の受注額な

り、あるいは件数なり、そういったものを制限

する考えはないのか。

今、委員がおっしゃった○岡田技術企画課長

１年間に何件云々は、地域企業育成型以外の総

合評価落札方式においては、ことし８月の改正

におきまして、受注状況を評価するという項目

を加えたところであります。これは何かと申し

ますと、適切な施工体制をとるという観点か

ら、過去３年間の受注平均額をもってその企業

の持つ適切な施工能力という想定のもとに設定

しておりまして、９月25日時点での契約状況ま

でのデータで申しますと、過去３年間の平均を

超えた、既に受注を超えた企業が、土木一式工

事でいいますと、特Ａ級で１者、Ａクラスで３

者、港湾工事に関しましては、特Ａ級で３者が

過去３年の平均の受注額を超えております。こ

の受注状況を評価項目に加えることによりまし

て、受注独占といったらおかしいんですが、特

定の企業が受注していくということに対して、

ある程度の抑制効果は期待できるのではないか

と思っております。

最後にしたいと思っていますけれ○徳重委員

ども、技術評価のことで、市町村の仕事を受注

している業者がたくさんいらっしゃるわけです

が、国の仕事をしても、あるいは市町村の仕事

をしても、公共事業に変わりはないわけですか

ら、市町村の仕事はレベルが低い、高いとかと

いう問題じゃないと思っているんです。そうな

りますと、当然評価としては、市町村のそう

いった評価も出ているはずですから、そういっ

たものも加味して総合評価の中に入れる考え方

はないんですか。

市町村工事の評価につい○岡田技術企画課長

て加味する考えはないかということでございま

すが、まず一般競争の入り口としては、市町村

工事も実績として認められます。ただ、総合評

価に関しては、価格だけの勝負ではなくて、企

業の技術力を評価いたします。そうしますと、
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市町村工事での工事成績を県工事と同じレベル

で考えますと、ちょっと無理があるところがご

ざいます。どういうことかと言いますと、市町

村すべてが工事成績評定をつけているわけでは

ございません。したがいまして、県の工事に関

しては国の評定要領に準じてつくっております

ので、現在のところ、評価に関しては、国の実

績、県の実績のみを企業の技術力評価点として

認めているところでございます。

関連して、３項目、それぞれです○坂口委員

けれども、まず地域型の調整の１本とったらだ

めというもの、次は終わるまでだめですよとい

うもの、具体的には、地域加点というのが、工

事が発注された市町村とか、あれらとの連動は

ないんですか。頭からだめというものですか。

あれとは関係しないんですか。災害型というの

か、何型というのか、その工事現場に企業が所

在するときは、15点だったか、20点だったか、

何点加点とかいうものがあるじゃないですか、

地域企業育成型の総合評○岡田技術企画課長

価は小規模工事だけを念頭につくっているもの

で、これだけは本県独自の一つの世界であると

いうことで、この中では１件、例えばＤクラス

であれば、通常の特別簡易型の総合評価でも参

加できるわけでして、地域企業育成型でも参加

できる。制限としては、地域企業で受注すれ

ば、完成するまでこれ１件ですよと。ただし、

特別簡易型における、例えば災害型とか、災害

シートとかいうのは適用できますので、そちら

のほうでは、地域の建設業者が災害型であれば

特にまた評価されるというようなシートになっ

ております。

地域型は、結局、１本とったらだ○坂口委員

めというものですよね。これは入札の参加機会

も与えないことになるわけですね。そうする

と、指名とどう違うのかということです。指名

なら、そこらを判断して、同じ１本とっても、

この会社の施工能力、施工体制、いろいろ違う

と思うんですよ。まして、上２つから下におり

てくることもあり得るし、そんなときに、一社

一社、施工能力、施工体制というのは違うの

に、それを一概に、おまえのところはもうとっ

たから終わるまでだめと。

そんな中で、ちょっと話が横に広がってしま

うけれども、さっきから言うように、工期を延

ばしたり、不確定要素が工事にはいっぱいある

わけですよ。今度は、業者がワンデーレスポン

スを求めてまで工期短縮を図ろうとしたり、そ

れに的確に対応できて、工期を発注者の責任に

おいて延ばさないならいいですよ。標準工期が

４カ月だったとするじゃないですか。自分とこ

ろは施工の努力で、施工計画で１カ月短縮しよ

うとする。そして、３カ月後にはまた次の工事

をあえてとれる資格を復元しようとするとき

に、用地の買収だ、ほかの工事とのふくそう

だ、あるいは国のいろんな問題だ、設計上出て

きた課題だということで、即座に施工を続けさ

せるようなことができなかったとき、延びたと

きは、その企業はやはり終わるまでとれないわ

けでしょう。これはだれの責任で入札参加権な

り、契約に結びつくようなことの権利というも

のを剥奪することになるんですか。

今、委員のおっしゃいま○岡田技術企画課長

したように、不確定要素がいろいろあって、工

事に入って実際に着手できない、手待ちの状況

になる、こういう場合には、中止命令とか、協

議によってそういう対応をとるべきでありま

す。では、そのときに地域企業育成型ではどう

いう対応をとるかということなんですが、現

在、地域企業育成型というのは、ことし１月か
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ら始めまして、まず試行の入り口で昨年度100

件、今年度250件を行おうとしておりまして、こ

の価格帯においてこれがすべての総合評価では

ないということで、委員のおっしゃいましたよ

うなことをまだ想定していないと。私ども考え

れば、こういうこともあり得るとは思います

が、レアなケースとして今後研究していく、多

分そういうものに対しては例外として扱うとい

うのが適切ではないかと思っております。

例外で地域企業育成型をやってい○坂口委員

るわけですね。例外の例外なんていうのは、余

りにもいいかげんですよ。そういうことは当然

想定されることです。指示書を切って休める。

そのときに、延びたことに対して必要な経費の

支払いと、そのことによって次に参加できない

ことに対しての損害賠償のあり方に対してのも

のがセットでないと、例外の例外措置なんてあ

るものですか。本家本元の基本的な計画に間違

いがあったから例外的にやった、試行的にやっ

た、またそこで矛盾が出たら例外の例外なん

て、そのことで業者が翻弄されているというこ

とを我々としては問題視しているんです。その

ことによってつぶれていく人がいるということ

です。そのときに、たまたま計画どおり工事を

終わらせてくれていれば次に行って手形が落と

せたのに、それで１カ月、工事中止命令をやら

れる。今度は、そういうトラブルを怖がったら

何が起こるかというと、指示書を切らないとい

う、業界からの批判の多いこのことにつながっ

ていくでしょう。若い担当がわからずに指示書

を切って中止命令を出した。次の結論が出せな

い。人手はない。そんなところで工事がどんど

んおくれる。おまえは何でそんなこともできん

のかと怒られる。指示書を切りたくないという

現実がいっぱいあるじゃないですか。こういう

ことも想定すべきだと思うんですよ。経営者は

命をかけているということです。県の方針に少

しでも対応できて、有利に契約に結びつける努

力をするために、命をかけて金をかけてやって

いるということです。そこのところをどう整理

されるおつもりか。

地域企業育成型というの○岡田技術企画課長

は、本県が一般競争入札を進めている中で、小

規模工事に関しては、限りなく指名に近いと

いったらおかしいんですが、地域の建設業者が

伸びていく環境づくりということで導入した総

合評価方式でありまして、これからの試行を検

証しながら、委員がおっしゃいましたようなこ

とも考慮しながら、見直していく、よりよい制

度に構築していくべきなのかなと考えておりま

す。

今とられている一般競争入札とい○坂口委員

うのは、会計法なり、自治法なりに基づいてと

いう説明で、法を守るという精神でそういうこ

とをやっているというのが大きな流れの中の説

明の方向性だったかなと思うんですけれど

も、167条では、一般競争入札を原則、ただし、

納税者の利益を確保せんといかんから、一般競

争入札に付すよりももっといい方法があるとき

に指名競争入札あるいは随契ですよと。だか

ら、一番いい方法を選ぶ責任がまずあるんで

す。すべて一般競争入札をということじゃない

んです。前提なんです。比較して有利なもの。

指名競争入札をやったほうがいいという法律の

解釈というのは、指名する業者が少な過ぎると

き、あるいは指名によったほうがトータル的に

得があるとき、指名によることが有利なときで

す。指名のほうが一般競争入札より不利でない

ときです。不利なときというのは、今のよう

に、法的な問題で裁判に訴えられるところも整
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理していない、行政が信用をなくすということ

と、このペナルティーは極めて大きな不利で

す。それから、今のように、この工事をとった

らだめですよ、次はとれませんよ、では、その

小さい工事の対象とする人が何者かあった。み

んななかったときは、参加しないじゃないです

か。参加が少ないから、今まで特ＡからＤまで

分けていたのを、上まで入れますよなんて、何

のためのランク分けだったのか。何のために業

者は努力してランクを上ってきていたのか。小

さいところから始めて、努力しようとして上を

目指したのかと。ことごとく上から下に来れ

る、そんなものでカバーしていくしかない、そ

んな矛盾点が一つある。

どうせとれないというのと、とったって、こ

れには技術点が、先ほど徳重委員が言われるよ

うに全員参加で、中で排除組が出てくる。そう

すると、うちとあそこでは確認書の点数に差が

あるということは最初からはっきりわかるわけ

ですから、行けないとなったときに、参加する

人は減るじゃないですか。参加する人が少ない

ということが想定されるとき、指名でやりなさ

いとなっているんですよ、法解釈は。それを、

指名は悪いものと。何でか。官製談合をやった

からということで、167条は、そんな簡単な理論

じゃないですよ。あるいは予決令の29条の３、

そんな簡単なものじゃない。その比較が一つあ

るということで、さっきから言うように、小さ

いものは指名に戻したほうが有利じゃないのか

と。県民のために有利じゃないのか、あるいは

遵法精神から、そうすべきじゃないのかという

ことを議会はしきりに言っているわけです。こ

れにもかたくなに耳をかさないわけです。

もう一つは、随契も認めているんですよ。一

定規模以下のものについては随契もいいし、指

名もいいですよと。それを本県は250万と決めて

いるけれども、これが一定規模以下の金額とし

て妥当かどうか。これだけインフレが続いてき

たときに本当に妥当なのか。抜本改革だから、

その比較もやるべきじゃないんですか。何も

やっていないじゃないですか。最初から一般競

争入札に行くということを選択して取り組ん

だ、こんなものは改革じゃないですよ。抜本的

な見直しでもない。モデルをつくっていこう、

そういった理念のあるものでもないです。自分

らを守るために逃げ込もうという改革だとしか

僕はとれないんです。

今の指名競争入札と一般競争入札に対しての

選択の考え方、これはしなきゃいけないんだと

いう法的な責任の見解、それから今のように、

いろんなことを試行しながら、問題が出る、そ

れに試行的に地域企業育成型あるいは災害型と

やっていったとき、このときの将来起こるであ

ろう混乱とか、場合によっては訴訟もあり得る

のなら、それを想定したときの次に失う県政の

信頼、この回復に要するエネルギー、こういっ

たものを総合的に判断したときに、本当に指名

競争入札は悪で、一般競争入札が正なのか、自

信持ってお答えできますか。

一般競争と指名競争のメリッ○成合管理課長

ト・デメリット、課題等も、きのう委員の御質

問にお答えしたところですけれども、委員の御

指摘のとおり、地方自治法施行令の167条、例外

として、指名競争入札につきましては、参加業

者が少数であること、発注者側にとって不利で

あること、その不利な条件としましては、例え

ば膨大な手続が必要になる、煩雑である、ある

いは経費がかえってかさむんじゃないか、税金

の使われ方とかいうお話もありました。委員の

御指摘のとおりでございますけれども、自治法
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のほうに戻りますと、やはり原則一般競争とい

う法の趣旨もございます。委員の御指摘のよう

に、250万以下は随意契約として本県はさせてい

ただいているんですけれども、これについて

は、自治法施行令上認められた、手続的に小規

模工事についての手間賃、これらを考えて随意

契約というふうにさせていただいているところ

でございます。

全体的には昨日のお答えとかぶりますけれど

も、一般競争、指名競争、それぞれ課題はあろ

うかと思っております。指名についても全面否

定というような形は思っておりませんで、た

だ、本県の入札制度改革が平成18年の事件に端

を発しまして、一日も早い県民への信頼回復に

向けてということで平成19年３月に定められた

わけでございますけれども、その中では、基本

的には、現段階では一般競争の枠の中で制度の

改善を図っていくというような方針で県として

は臨んでいるところでございます。御理解いた

だきたいと考えております。

先ほどの坂口委員の質問○岡田技術企画課長

の前段の部分に、地域企業育成型の参加企業が

減っていくんではないかという御質問があった

と思いますが、データをお答えしたいと思いま

す。地域企業育成型をことしの１月から始めま

したが、１月から３月まで実施いたしました地

域企業育成型について、平均応札者が9.4者ござ

いました。今年度になりましての平均応札者

が12.7者ということで、８月時点、Ｂ、Ｃ、Ｄ

クラスで電子登録している業者が、1,100者のう

ち約700者おりまして、現在のところ、地域企業

育成型に対しては入札参加率が高いという状況

にあろうかと思います。

現在のところ、それ以上踏み込ん○坂口委員

でもいかんかもわからんけれども、だんだん、

有利、不利が見えてくるわけですよ。こんなも

のにこれだけの労力をかけても頭からとれない

となって、それと倒産が進んでいるということ

で、これが減るということは十分想定できるわ

けです。また、これを試行するからにはシミュ

レートしていなきゃだめなんです。これと直接

ダブるわけじゃないけれども、では、不調・不

落がどうありますか。少なくとも予定価格を伏

せた後、事後公表にした後、不調・不落の状況

はどんななんですか、件数。

データを確認させていただい○成合管理課長

てよろしいですか。

ある程度の数があるかないかです○坂口委員

ね。不調・不落は起こっていないのか、起こっ

ているのか。それも、ある程度あるのか、例外

的にしかないのか。

お待たせしました。入札不調○成合管理課長

の発生状況でございますけれども、本年度４月

１日以降８月までは、県土整備部においては１

件発生しております。昨年10月から事後公表に

しまして、20年度は、小規模な工事あるいは舗

装を中心に81件発生しております。

10月以降、事後公表期間中、その○坂口委員

間どれぐらいですか。

81件は、20年度全体でござい○成合管理課長

ます。

何が言いたいかというと、小さい○坂口委員

工事でそういうことが起こっている、頻度が高

いというのと、事後公表にしても起こっている

ということ。仕事がなくてこんなにきつくて、

何とか参加機会をふやしてくれと一生懸命仕事

を探している、赤字でも契約しようとしてい

る、そういうさなかにあって、何でだれも参加

しないのかということです。原因は何だと考え

られますか。
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考えられる不調の主な原因で○成合管理課長

ございますけれども、一つは災害復旧事業工

事、これが12月に重なると。国の査定等を受け

ますので、そういったこと、それから一つに

は、小規模工事は、工事の難易度といいましょ

うか、例えば小規模な河川の工事とか水がえが

必要であるとか、そういったものを敬遠される

傾向があるのではないか。あるいは舗装工事に

つきましても、集中して発注いたしますと、現

場代理人、主任技術者等の不足、そういったも

ろもろが要因であろうかというふうに考えられ

ます。

業者は、赤字に泣かされながらで○坂口委員

も、１円でも多く利益を出したいというのが前

提にあるわけです。そんな中で、そういうのに

だれも参加しないということ、とりたくてもと

れないわけです。何だかんだ言っても、災害が

あるといっても、年間受注量は足りないわけで

す。そんな中で敬遠している。予定価格は伏せ

てある。何で敬遠するんだろう、損すると何で

わかるんだろうと。金抜き設計が、縦覧がある

じゃないですか。県がやった金抜き設計に県の

歩掛かりと単価を入れていったら、とんでもな

い、こんな工事になったら、かなりな赤字を打

つということが自分の積算でわかるわけです。

だから、手を出さないわけです。今言われたよ

うに、水がえがどうなっている、あるいは仮設

がどうなっている、仮設の中でも、こんな山の

中に作業路の仮設も、進入路の計上もされてい

ない、そんなのがわかる。ということは、県の

積算力もそれぐらいのことなんだということが

一つ。

その中で、地域育成だ、何だかんだ言ってい

ろんな調整しながら、僕の判断では、地域育成

型なんていうのは指名よりもまだ悪いと思うん

です。順番が来れば、待っていればとれるわけ

ですから。そういう中で、積算も十分にわから

ない人たちがそこに迷い込んで、しかも競争を

してそれをとらされる、こんな不合理も起こっ

ている。だから、前から言うように、県がこれ

だけ、遵法精神だ、少しの間違いも許さないん

だと言うのなら、発注者側もそれだけのものを

整えて、不調だの不落だの起こらないように、

まずその実力を備えてからじゃないんですか。

県の積算力についてなん○岡田技術企画課長

ですが、県では、確かに委員のおっしゃるとお

り、積算の間違いにより入札中止になったとい

うこと、これは否定できません。きのうの部長

答弁でもありましたが、2,200件、昨年発注して

おりますけれども、その約１％がそういう違算

で中止になった事例でございます。これらにつ

きましても、特に積算力が劣っているというわ

けではなくて、１％を大きいととらえるか、小

さいととらえるかというのがありますが、職場

での研修をしっかり行うとともに、積算力につ

いては、例えば技術センターなどでもしっかり

研修を行って、全体の底上げ、これが大事だと

いうことで、一生懸命取り組んでいるところで

ございます。

その努力を物すごくされていると○坂口委員

いうのはわかっているんです。評価もしている

んです。でも、言っているように、一遍に乱暴

に、計画性も何も持たずにどんと一般競争入札

を入れたときに、対応できないままにやってい

るんじゃないのかということを一つは問題視し

ているということです。今、１％が多いか少な

いかと言われたけれども、これはパーセントの

問題じゃなくて、そういうこと自体が起こるこ

とが問題。当初からわかっていた設計漏れや設

計の考え方の違いを踏まえると、まだあると思
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うんですよ。金抜きでわかるだけでそれだけで

すから。これは設計変更に応じなきゃならなく

なるわけなんです。設計変更に応じるために

は、文書を出して、担当がそれを受理して、内

部で協議して、どうするかと。そこに日にちを

物すごく要するわけです。そうなったときに、

先ほどのような、１本とったらだめですよとい

う受注制限。工期が延びる。自分のところの施

工計画どおり物が進まない。担当が出てこな

い。最悪の場合は、仕事を進めている間は現場

代理人は常駐しなければいけないと義務づけな

がら、現場代理人に出てこいと呼びつける。発

注者側がおのずから法を、あるいはそういった

基準やマニュアルを犯しながらやっている。こ

ういう状況が裏にあるでしょうと。だから、す

べてをどんとやりながら、一歩も譲らないぞと

いう姿勢でいいのかと。それで県民に対して責

任がとれるのかということを言っているんで

す。業者のためでも、県のためでもないんで

す。納税者理解が得られるような責任を感じて

やっているんですか、犠牲を出してまでやる必

要があるんですか、その自信があるんですかと

いうことを聞いているんだけれども、こういっ

たことから来る弊害についてどういうぐあいに

把握されているのか。それらを総じて比較して

も、一般競争入札全面移行というのは、間違い

なく我々は正しいことをやっていると思ってお

られるのかどうか。また指名に戻ってしまった

ですけれども、指名との比較はさっきやったか

ら、これはもういいです。それを一つは言って

いるということと、今言いましたように、総合

評価上の問題点を幾つか指摘したんですけれど

も、それらに対して今後やはり検討をしていか

ないと問題が出てくるだろうなという認識を感

じられたかどうか、これはお答えください。

まず、総合評価を入札改革以○成合管理課長

来ずっとやってきておりまして、特に委員の御

指摘のような、地域企業育成型、県独自のもの

も入れてきております。これについては、一つ

には、一般競争での課題、デメリット等もござ

いまして、偏りの問題とかいろんな問題があり

ます。そういった中で、総合評価については地

方自治法施行令のほうに根拠がございまして、

その中で、ある意味、裁量的なもので地域の企

業が受注しやすい環境をということで、発注者

側も努力しているということはぜひ御理解いた

だきたいと思うんですが、ただ委員御指摘のよ

うに、いろんな課題が総合評価にもあるという

ことで、引き続き、県議会を初め、いろんな御

意見を踏まえながら、制度の検証、見直し等を

やっていく必要があるというふうには認識して

おります。

もともと総合評価方式を導入され○坂口委員

た必要性は何だったんですか。

総合評価方式につきまして○成合管理課長

は、法律で言いますと、入札適正化法による一

般競争入札の流れ、それから品確法 価格競―

争のみというような一般競争に、地域の貢献や

技術力、そういったものをプラスした総合評

価、これを国のほうも推奨しておりまして、う

ちの県の場合は一般競争入札全面導入と相まっ

て、こういった総合評価の導入が行われてきた

というふうに考えております。

本県での総合評価の導入○岡田技術企画課長

につきまして、品確法が平成17年４月と思いま

すが、これを受けまして、平成18年に総合評価

を導入しておりまして、談合事件以前の話とい

うことで総合評価は導入したということでござ

います。

総合評価自体がそんなぐあいで、○坂口委員
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一つの試みとしてまだ試行中ですよね。いまだ

にダッチロールです。目標点を持たないです

よ。何年後に着陸するという年次的なものも持

たない。どこに着くという目標も持たない。試

行も大きい全体的な試行ですよ。一般競争入札

だって、いろんな問題点を抱えながら試行、そ

れを一遍にどんとセットでやるということに一

つ問題があると思うんです。では、どちらを先

にやるかとなったとき、総合評価はモデル的に

何本か試行しながらやっていくというのはいい

でしょうけれども、一般競争入札に移行したが

ゆえに過当競争が出だした。過当競争が出だし

たから品質を守る責任が発注者側に出てきた。

そこで品確法というものが出てきた。品確法で

どうしようもないから、価格だけじゃないです

よ、総合的に判断していいですよ、それは社会

的価値と技術力ということで、これは県民の皆

さん、納税者に還元できるからいいんですよと

いう理屈づけがなされたわけです。そういった

ようにお金を高く払うという価値の部分、それ

が項目に配点されて入っているんです。それを

試行しながらぐるぐる変わるということは、そ

れはお金を払っているということです。それが

なければ、安く買えていたということですよ。

社会的価値は後から触れますけれども、技

術、品質の確保に関する部分、技術力の部分、

そこを高く払うけれども、では高く評価した業

者、技術点を満点与えた業者が、完成検査でそ

のときに参考にしたような点数をとれているの

かとれていないのか。あんたは80点のものがと

れるから、この人の70点より高く金払ってあん

たと契約したと。さっき言ったように、これを

０、100で見れば、60点開けば、20億のトンネル

で２億9,000万からの逆転の可能性も出るわけで

す。仮に、ほかが全部０点だった、そこが満点

とって60点の差があったとき、２億7,0 0 0

～8,000万高くしていて、その人と契約せざるを

得ない。技術的にここがすぐれているから、80

点とったから、この人にやったんですよ。県民

は、それはいいですね、やっぱりいい仕事をす

る人はいいですよと。検査しましたが、その点

数とれていませんと。これぐらいの検査しかで

きていないし、また完成しかさせられていない

でしょう。企業だけがその点数を確保するとい

うんじゃなくて、担当もそれをやらせる責任が

ある。今、その点数がとれていますよといっ

たって、品確法ができたもう一つの目的、公共

資本というものは現在そして将来にわたって活

用していくものだから、将来の人たちの利益も

考えてということになっていますが、では、何

年間それが持続するのかというものまで確認で

きるような今の検査体制や確認体制じゃないで

しょう。それだけの技術を持っていないでしょ

う。そこらはどんななんですか、この矛盾点

は。

工事成績点でいえば、出○岡田技術企画課長

来高、できばえ、そういうものを評定項目に入

れておりますが、委員がおっしゃいましたよう

に、将来のこと、それはもともとの設計にもか

かわる部分で、必ずしも受注者、企業だけの責

任じゃなくて、我々発注側の設計の問題という

のもあろうかと思うんです。総合的に話すと、

なかなか説明できないんですが、少なくとも工

事成績について申し上げますと、総合評価を

行ったものと行っていないもの、同じ価格帯で

の土木一式工事を比べますと、2.8ポイントほど

工事成績がよい。中には、委員がおっしゃった

とおり、高い持ち点を持って入札して、その結

果、完成検査では低い点数をもらったというの

も、数は少ないんですが、数者ございます。そ
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のあたりのもろもろのことがございますが、相

対的には品質確保につながっているんではない

か、技術力を持った企業が受注して、一定の品

質を確保できているのではないか、そのように

考えております。

さっきから言うように、それも確○坂口委員

認できるのに限界がありますよね。品確法は、

言いますように、今後のライフサイクルあるい

は寿命まで見越したときに、一番得な方法をや

ろうよということで出てきた法律で、その中で

そういうことを評価して、高い人との逆転契約

を認めさせた。今言われたように、今後は、い

いものをつくるために、コンサルタントの責任

も出てくるんですよと。だから、ここらもラン

クづけ、能力判断、技術力判断をしていかな

きゃならなくなった。そういうぐあいに、今か

らなんです。そういうものを試行しているとい

うのが、今の２つの制度の試行途中なんですけ

れども、その中で絶対譲らないというもの、た

だ部分的に一般競争入札と総合評価をかませて

試行していくとか、指名競争入札は指名競争入

札でもう一回、一般競争入札とどちらが県民の

ために有利な方法なのかを比較していく、せめ

てその場を持つというところ、そこまで戻すと

いうことぐらいは、やはり胸を開いていいん

じゃないかなと思うんです。

さっき、小さい地域企業育成型の工事につい

て指名競争入札のほうが有利な場合もあるん

じゃないのという話をしたけれども、今度は、

品確法というものは、こんな複雑で長期に及ん

で大型な投資が要るような工事について、この

業者は技術力があるのか、長い時間にわたって

信用力はあるのか、そういったことを判断し

て、審査して、その人に競争に参加させないと

いうのも品確法は求めているんです。だけれど

も、そこらは網をかぶせきっているかどうかと

いうことです。そういうものをしないから、

さっきのようなことが仮に大型物件で起こった

とします。80点とれるだろう、85点過去持って

いる、だからこの人と逆転して契約した。完成

検査をしてみて65点以上だったら、今のいろん

なルールの中で、それは引き取らざるを得ない

んです。それに対してのペナルティーはあり得

ないんです。では、次に参加するときに、そこ

の技術力の点数が下がりますよといったって、

現場処理ですよ。ここにこれだけのお金をそう

いう理由で突っ込んでいるわけですから。後で

いつかそういうことが起こる、天につば吐いた

ようなことよというのは、理論的にそんなもの

じゃないんです。でも、それを補完するような

ものが何もないわけです。ということは、そう

いうことが起こらない万全の入札のあり方、参

加させる業者の絞り込みはどうなんだと。そん

なことはまかり間違えても起こらないと。この

業者は、昔から我々は見てきている、会社はど

こにあって、どういう人が経営している、どん

な工事を今までやっている、情報によると、信

用力だってそうだと、そうやって不良・不適格

業者を排除できていったのが指名です。そこで

談合が起こる起こらないをどうやっていくかと

いうものに知恵を出すということとセットに、

一般競争入札でそういったぐあいに理にかなわ

ないような支出のあり方に甘んぜざるを得ない

という余地を残す方法がトータル的には得なの

か、こっちが得なのか。

そして、さっきも言いましたように、受注調

整をかけていったり、社会的価値というのはそ

う変わらんでしょうから、だんだん総合評価の

技術にかかる部分で差がついてくれば、我々は

この仕事に行ったってとれないんだというのが
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見えてきだしたら、参加企業は少なくなるです

よ。ここでもしそれがわかっておればなんです

けれども、昔はトンネル工事や大型というの

は20者ぐらい指名していましたよね。最近、そ

ういった20億、15億というものにどのくらい参

加してきているものですか。一般競争入札に

なって、総合評価でいろんなルールをつくっ

て、業者の数はふえてきていますか。

指名競争入札を19年度まで○成合管理課長

やっておりましたけれども、データを持ち合わ

せていませんので、大体のところで申し上げま

すと、一般競争になりまして、小規模クラス、

Ｃ、Ｄクラスの参加者数は減っているというこ

とです。

小さい工事を言ったけれども、今○坂口委員

度は大きい工事だけに限ってでいいです。

昨年実施した総合評価に○岡田技術企画課長

よりますと、全体で見ますと、12.6者ございま

した。また、大規模工事に関して、技術提案を

求める簡易型に対しては、最近のものに関して

は19.5者、まだ２件しか行っていませんが、指

名の時代は8,000万円以上……（「ＪＶじゃない

んですか」と呼ぶ者あり）ＪＶではございませ

ん。応札者は総合評価において19.5者というの

が最近の状況でございます。

特に大きいトンネルとか、10億単○坂口委員

位のような、そういう特に大きい工事を言って

いるんですよ。

今持っておりますデータで申○成合管理課長

し上げますと、20年度の特Ａクラスの応札者数

で申し上げますと、平均19.2者ということに

なっております。

どんなことを基準に言っておられ○坂口委員

るのかわからんけれども、過去、大きいトンネ

ル、そうたくさん参加しなかったと思うんです

よ。例えば、さっき言った農政水産部の出した

トンネル、県土整備部が出されたトンネル。特

Ａが19というのは、ＪＶで２者、３者組んだの

を、１企業体を３とカウントされたか何かな

ら、わかるんですけれども。

今持っているデータが、特Ａ○成合管理課長

クラスの全体の１件当たりの応札者数を平均し

たものが19.2者、当然、指名のときには、金額

によって違いますけれども、15者とか、10者と

か、応札者が決まっておりますので。

データを担当がとりにま○濱田道路建設課長

いりましたので、後ほどまたお答え差し上げた

いと思いますが、今、私の手持ちのデータで、

先ほど農政水産部のトンネルをお話しされまし

たけれども、これは西臼杵支庁のトンネルだと

思いますが、参加者は６ＪＶです。それと西都

のほうですけれども、219号の片内トンネルとい

うのを昨年度、県土整備部で発注しておりま

す。この参加者が４ＪＶ、今、私の手持ちの２

件では、そういう状況になっております。

僕もそれぐらいだったと思うんで○坂口委員

す。さっき言うように、一般競争入札にして

いっても、参加する人たちが少ないなと思うと

きは、何らかの打算があるからですよ。元だけ

かけたって、とれもしないものにはだれも出て

こないです。それよりか、適正と思われる業者

さんを指名して、ある程度の数を整えたほうが

有利じゃないか、そういうときは指名競争をや

るんですよというのが自治法167条の解釈なんで

す。原則だけれども、「ただし」なんです。だ

から、同格に並べるんです。そして、比較論だ

から、これが嫌ならとかじゃなくて、比較して

有利なほうをやりなさいと。あくまでも、納税

者の利益を守りなさいという競争の選択なんで

す。例外的にそれをやってもいいよじゃなく
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て、ただし、このときはこっちですよという、

ただし書きなんです。だから、選択をすべき、

ちゃんと認知された競争のあり方の一つです。

そのほうが有利なときです。それを逐条解説な

んかでは、参加する企業が余りにも少ないよう

なときと。そこの地理的なものをよく知ってい

る、設備はある、技術者は持っている、経験は

持っている、信用力はある 信用力もちゃん―

と検討しなさい、途中で会社更生法、民事再生

法なんかで混乱させるようなところが事前にわ

かれば、そういうものは遠慮してもらって、や

はり自分らが本当に責任持て、社会的な混乱も

与えない、そういうところを責任持って選ん

で、いいものを確保しなさいと。だから、これ

は軽んずべき方法じゃないんですよ。ちゃんと

認知されて、長い歴史の中で、このほうが県民

に得だと。その裏には、さっき言ったように、

この一般競争入札、えたいが知れん者が来る。

何でこんな者がここをとったんだろうかと後に

なって気がつく。また、そこで制限をかけると

いう運用の見直し、それから事務処理、現場は

おろそかになる。そんなことをトータル的に判

断して、なおかつ一般競争入札が有利と判断さ

れれば、どうぞという立場なんです。でも、そ

うじゃないんじゃないかというのをみんな感じ

ているわけです。だから、一般競争入札と指名

競争入札、これを法に基づいて判断されるとこ

ろのテーブルに一回戻す気にはならないです

か、部長。

きのうも大分申し上げま○山田県土整備部長

したけれども、指名競争入札を全否定するつも

りはさらさらございませんで、今、委員がおっ

しゃいましたように、指名競争においては信頼

できる業者が選定できるという大きなメリット

もございます。一方では、やはりデメリット、

恣意性の余地が残る、あるいは談合を助長する

可能性がある、そういったことがございます。

なぜ一般競争の枠組みでやってきたかという

のは、きのうお話ししましたので、あえて申し

上げませんけれども、現時点では、一般競争に

総合評価を絡めて試行の中でいろいろやって

いっておりますが、指名競争方式については、

そういったデメリットというのもございますの

で、その辺が克服できる方策があるのかどう

か、この辺は我々もタブー視せずに、研究をし

てまいりたいというふうに思っております。

ぜひ柔軟にして、何が最終的に県○坂口委員

政のためか、県民のためかということを く―

どくなってしまいますけれども、総合評価で例

えば県内企業優先ということに絞り込んでいこ

うと。総合評価の評価項目や条件、そういった

項目の中で絞り込むしかないけれども、それは

原則論になっちゃうわけですね。そうすると、

だれも希望しないようなところは、さっきのよ

うに４者しかいないような場合も出てきたりと

か、だから、そこは柔軟性を持たれれば、その

ために指名審査委員会というものがあって、

さっきから何度も言いますように、まず技術は

大丈夫なのか、経験持っているのか、信用力は

あるのかという、不適格な業者を積極的に排除

するという機能を指名審査委員会に持たせて談

合を防ぐ。

きのう、特Ａでまだ１本もとっていないの

が46者とか48者と言われた。それだけがまだと

れていない状況の中で談合をやれったって、待

てと言われたら、いや、うちは待ったら倒産だ

からと。談合はいけませんわ、私は訴えていき

ますよ、あんた方は２年間指名停止ですよと。

起こるわけがないじゃないですか。だれを指名

した、何者したとわからんように、さっきのよ
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うに、客観的な基準からやっていって、総合的

にこの会社は本当にやれるのか、従業員は何人

いるんだ、どれぐらい施工力があるんだ、そう

いうものを判断しながら、恣意というのじゃな

くて、いい意味での選択をしていきながら、一

定の審査機関にかけて、数もばれなきゃ、名前

もばれない、パイは足りないとなったときに、

談合の起こる可能性は業者側からはないと思い

ます。発注者側は談合なんかはやらせないと言

われているわけですから、それらも信ずるとこ

ろは信じて、信じられないんなら、試行的にで

も、談合を別として、県民のためにいいものを

安くつくって、まじめな業者がつくっていく、

それに結びつくにはやっぱり指名だなとされた

ら、それをまた試行されればいいじゃないです

か。

福島県あたりと比較されているけれども、福

島のは、くどくなるから言わないけれども、試

行された部分とか改善された部分、全くないん

です。だから、事務量も軽減できないし、点数

も上がらないし、価格も変わらないわけです。

同じことを名称を変えただけで、やっているこ

とは一緒だったわけです。よその県が試行して

だめだったからじゃなくて、本県がやったやり

方で悪い点を変えるためにどういう試行をやっ

ていくか。その結果をどう今度は検証していく

かということをぜひ取り組んでもらいたいです

けれども、その必要性ぐらいは、部長、答えて

ください。

先ほども申し上げました○山田県土整備部長

けれども、デメリットというのがございますの

で、その辺が克服できるのかどうか、この辺を

我々も研究してまいりたいと思っております。

ここで、ほかにどなたか……。○坂口委員

ほかにありますか。 どう○宮原委員長 ―

ぞ、坂口委員。

今度は各論に入っていくんですけ○坂口委員

れども、総合評価の中で、今までいろいろ問題

点も言ってきた。何とかいい業者を評価しよう

ということだろうけれども、一つにはＶＥの取

り組み、ＶＥが採用されたというのも評価対象

にされている。そういう技術力を持っていると

いうこと、これは確かにいいことです。ただ、

２者しかいないというのが問題なのと、今後や

ろうとされているのが契約後ＶＥですよね。こ

れも評価対象で２ポイントですか、予定されて

いる。契約後ということは、その意思はあって

も、技術力を持っていても、契約した人しか

チャンスが与えられないわけです。それが本当

に適当なのか。

一方では、約款の18条だったですか、30万以

上とか、こういう部分での工夫とか、そのため

の採用する条件。その工事によって、ＶＥに適

する工事と適さない工事があるんです。業者の

意思だけでどうにもならない。30万も、10億の

中の30万と、2,000万、1,000万の中の30万とい

うものがある。この準備のための帳じり合わせ

がでたらめなんです。１点、２点がそういった

契約を決定づけるような点数ですから、そこに

はまず機会の均等性というものがなければだめ

ですよね。設計後ＶＥを評価対象にするといっ

たら、その契約をやらざるを得ない。競争に参

加したけれども、負けた人はその資格がない。

今度は、取り組んでいったけれども、この工事

はＶＥに適する工事か適さない工事かというの

がある。それを18条で縛り込んでいる。こんな

ことなんです。そこらも総ざらえしてやってい

かないと、僕は、今のはおかしいと思うんで

す。これに対しては、今後の検討課題として、

答弁を求めませんけれども、技術企画課長、ぜ
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ひここのところをもう一回慎重に検討していた

だきたい。機会の均等というものがやっぱり必

要なんだということです。

今度は技術提案です。先ほどから言っていま

すように、この幅はずっと絞り込んでこられ

て、コストの考え方、設計計上のあるべきかな

いべきか、あるいはそのことが特別な業者のた

めに有利になるような技術提案、技術コストで

ないかの判断、これは物すごく難しいものが今

後出てきますよ。そういうものをやっていった

ときに、いろんなことを提案させる。５項目求

める。３項目しか提案していない人、５項目提

案した人、３項目はすべて満点とっても、仮

に10点ずつ、くれても30点です。５項目提案し

て満点とれば50点です。この30点の人が、こん

な提案は、高度な技術を持っている業者として

は当然だ、こんなのは提案に値するものじゃな

くて、常識的な技術力だというものを提案しな

かったとする。ある業者は、そんな当然なこと

を、技術提案あるいはその他の工夫でもいいで

すが、提案したとする。これはなるほどいい提

案だと、10点くれる。だけれども、これは評価

に値しない値するという技術レベルでの一般的

なレベルのものか、特別なレベルのものかを判

断できるという体制は、まだ県庁の中では何人

かしか持っておられないと思うんです。むしろ

こんなこと、港湾業者なら当たり前じゃない

か、のり面業者あるいはトンネル業者なら当た

り前じゃないか、これはあって当然の技術だよ

ということで、プライドのある技術屋は提案し

ないと思うんです。ところが、いろんなマニュ

アルを見た人は、これも評価対象だと上げてく

るかもわからない。こういういいかげんなこと

にまた技術評価というのは行き着く可能性があ

るんです。だから、ここできちっとした客観的

な採否の判断基準というものをどう整理されて

いくか。これは、さっきも言ったように、太い

んです。60点で大体１割５分ぐらいの逆転がで

きる金額だから、物すごく太い。10億の物件で

１億5,000万逆転できるんですから。提案の数が

少なくて、上がってきていることはなるほどな

と思える。だけれども、ほかのところはまあま

あというのが５つ上がってきて、これが逆転さ

せられたんでは、本当の技術のあるところとの

契約に結びつくのかなと。こんな問題に今から

先、遭遇してくると思っています。

これらに対して、今後も、その場その場で検

証していこう、あるいはまたそういうのを見直

していこうと言われることになるんでしょうけ

れども、本当ならこの人と契約すべきだったけ

れども、こちらとやってしまった、その間にこ

ちらが倒産したということが今起こっていると

いうことを危機感を持って取り組んでいただき

たい。少なくとも、知事の任期までには最終目

的地にこの見直しをきちっと着けていただきた

いと思います。

技術提案についてです○岡田技術企画課長

が、委員のおっしゃるとおり、現在の状況とい

うのは申請主義でございまして、その企業が有

効と思われるものをすべて上げてもらう。これ

は常識的なものだから上げないという企業もあ

るかもしれませんが、現在は申請主義というこ

とで、どんどん上げてもらうというのが今の技

術審査の受け付け方でございます。

実際に提案された技術に対して適切な評価が

できるか、それほどの体制がとられているかと

いうことについて、昨日もお答えいたしました

が、これは担当だけで行っているものではなく

て、係のリーダー、昔で言えば係長ですが、工

務課長が中心になりまして、発注事務所では審
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査する。次の段階では、本庁の係長あるいは補

佐で審査する。さらには、県土整備部の技術審

査会で審査するというぐあいに、それぞれ得意

不得手の部分があろうかと思いますが、経験の

ない者ばかりで行っているんじゃなくて、経験

のある者が補完しながら、技術審査を行ってお

りまして、完璧とは申しませんが、一生懸命

やっているという状況は理解願いたいと思いま

す。

それから、技術提案について、個々の技術評

価が全体の評価に反映できないということは、

これは国においても課題となっておりまして、

現在、３段階評価しているものをもう少し段階

を多くして適切に評価するような工夫もされて

おります。県においても、この評価については

工夫をしておりまして、現在まだ標準型は行っ

ておりませんが、簡易型においては従来と違う

視点で評価しようとしているところでございま

す。

そこは理想だから、言われる意味○坂口委員

はわかるんです。では、今言われたように、段

階を経て評価についての客観性と統一性を持た

せると言われているんですけれども、例えば、

河川工事や海岸工事で設計ができ上がった。し

かしながら、今度は台風シーズンに入るとか、

雨季に入るとか、あるいは春が過ぎて夏が来

る、波が強くなる時期に入る、そのとき標準工

期はとれないとなります。工期を早めることに

ついて提案してください、いろんな提案が上

がってくると思います。そういうものは、本来

なら場合によっては工法上にかかる、あるいは

段取りにかかる部分だったら、標準設計に発注

者が入れておかないかんかったこともたくさん

あると思うんです。あるいは会社の中の経営の

中で工期を短縮することで解決すべきことで、

契約に結びつく評価対象にすることじゃないと

いうようなこともあるかもしれない。その提案

の価値があるないという判断はできるんです。

だけれども、先ほどから言いますように、価値

判断と合理性判断を両方できる人というのはな

かなかいない。下から担当から積み上がって、

所長から来て、課長から来て、部長に行く間

に、ちゃんとしっかりされてきたものを、どこ

で見抜け、だれが覆せるかというと、まだそれ

だけの事例も持っていないし、そういう場にも

遭遇していなくて、本当に大丈夫なんですかと

いうことを言っているんです。

言いたいのは、たくさん問題を含んでいます

よと。それで業者はつぶれたり、ある意味では

運がよくてとれたり、やっていっていますよ

と。ランダムにしてもそうですよと。法的には

一番安くて一番有利と思われるはずの人が、上

に数字を乗っかれたばかりに失格にしちゃった

んですよと。法的にはこの人と契約すべきなん

ですよと。そういうことを今やっているんです

よということを言いたいんです。今後検討する

と言われたから、それでいいですけれども、そ

ういうことを言っていて、完璧はないんです。

理論上はこうやってから万全を期しますと言う

けれども、それだけの判断ができないだろうな

と。採用した点数くれた中にも、本来なら、

さっきから言いますように、今度はコンサルな

んかの技術力があったり、担当の技術力があれ

ば、標準設計の中に入っていたはずのものを、

それが抜けていて、あえて業者が提案してき

て、それで高い金を払ってしまうということに

つながるんですよと。そこらの心配や実感を

持っておられませんか。

審査しておりまして、技○岡田技術企画課長

術提案の中にあって、これは設計で見るべきも
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のではないか、それはもとをただせば、コンサ

ル段階で当然入っておるべきではないかという

ものは、やはりございました。そういうことが

本当はあってはいけない、極力そういうことが

ないようにしなきゃいけないんでしょうが、我

々が技術審査する中で、そういうものは確かに

ございました。

指名と一般の比較については、問○坂口委員

題はまだたくさんあるんです。時間の都合で、

一応これはお願いするということで、あと２～

３だけ許していただきたいんですけれども、そ

ういうことで、今後、２つは政治的判断も含め

て検討してもらうということをお願いして、あ

とは、今言われたように、標準設計の中で入ら

なきゃだめなんじゃないのとか、ぎりぎりで張

りついて、そこと契約するけれども、赤字出し

てしまうんじゃないのというようなことにつな

がる部分での、河川課長にきのう聞いた、玉掛

けの歩掛かりの考え方です。

あの離岸堤を例えば復旧工事に出される。あ

るいは河川なんかの構造物が入っている、ブ

ロックが入っているような河川災害復旧に出さ

れるときの玉掛けの考え方、設計金額が変わる

という意味で小さいのを一つとりますけれど

―も、あれを標準歩掛かりでやられた日には

ちゃんとした陸上の地盤のかたいところ、ある

いは敷き板があるところにあるものに玉掛けを

やって、クレーンでつって１日何個つれますよ

と、それを能力で割ると、１個当たり何ぼの金

がかかりますよと、それを見れば標準的な業者

さんもできますよというのが標準歩掛かりであ

り、単価です。ところが、あれを実際、復旧工

事に行こうと思ったら 天端をはかられた―

ら、まだ今でも多分沈んでいます。落ちていま

すよね。ということは、砂の中に潜っているん

です。あれを業者は引っ張り上げて、向こうに

積まなきゃならない。積むときは層積みだか

ら、がちっとかまにゃいかんわけです。それを

共通歩掛かりでやられたら、話を急ぎますけれ

ども、業者は経費的にどうなりますか。

今、委員おっしゃられまし○大田原河川課長

た宮崎海岸の離岸堤の話ですが、状況を説明し

ますと、先日18日、シルバーウイークの期間、

沖合を台風が通っていきましたが、その影響か

と思われるんですが、中ほどのところのブロッ

クが落ち込んでいました。全体的に沈下も、前

回６月に見ていただいたときよりか進んでいま

す。きのう委員おっしゃられたものですから、

どういう復旧か、それはまだ検討中なんです

が、そのときの玉掛けにつきましては、歩掛か

りをいろいろ調べてみました。そうする中で、

陸上でやる玉掛けと海中でやる玉掛けの標準的

な歩掛かりがございました。私たちとしまして

は、まず安全性、それと同時に、もしあれをも

とに戻すのであれば、それが使えるものである

かどうか、その２点です。まずは安全性、安全

な作業ができるか、それとそういうものが使え

るかどうか、それを確認した上で標準が使える

かどうかの検討をやって、それが使えないとい

うふうに判断した場合には、見積もりをとっ

て、それで適正な設計価格を作成していくべき

だろうというふうに考えております。

今、委員がおっしゃられました標準との差

は、今の段階では何とも言いようがないんです

が、今後、そういうものについての積算につき

ましては、慎重を期してやっていく必要がある

と考えております。

僕の聞き方が悪かったですね。あ○坂口委員

の現場をどう復旧するかじゃなくて、考え方を

聞いたわけですけれども、水中作業における玉
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掛けの歩掛かりで見るのは当然なんです。製作

のときに、安定して静穏度の高いところに水中

仮置きをするときに１日何個つれるかの歩掛か

り、今あれをやればその歩掛かりを使って発注

されて予定価格を組まれると思うんです。変え

られるというなら、いいんですよ。でも、実

際、ではあそこの施工をやるときは、潜水夫を

入れて、あんなワイヤーが埋まっているものを

すっと通るかと。何らかであのブロックを固定

しておいて、下にワイヤーを通す穴をあけて、

潜水夫なりを入れて、まずは小さいワイヤーか

ら抜いていって、それに耐え得るだけの直径を

持ったワイヤーで玉掛けをやるしかないわけで

す。一方では、設計の考え方は、これは標準的

な歩掛かりですよと。現場は、先ほどから、

やってみらなわからんいろんな条件があると言

われますけれども、施工して初めていろんな制

約条件が出てくるから、現場に的確に対応し

た、正しい、的確な予定価格を組みなさいとい

うのがあるわけでしょう。それをことごとく県

は標準歩掛かりで言っているじゃないですか。

今の点を今後は、現場に的確に対応したという

ことで、歩掛かりを一たんばらして、必要なも

のを、作業時間をやっていって、１日にこのク

レーンが何個分だけ機能できるか、クローラク

レーンの分解、組み立てから、今のような玉掛

けの見方からやっていく必要があるなと。ここ

で物すごい赤字を出されているわけです。

ひどいのは、串間土木だったと思うんですけ

れども、２つの現場が出た。ここでつり能力

が、１日に半分ぐらいずつしかつる必要がな

かったんです。１工区、２工区、現場は違うん

ですよ。ところが、クローラクレーンのつり能

力を１日25個なら25個、転置できるとするじゃ

ないですか。１日に10個ずつしかつくらないか

ら、この２つの現場で１つしか見ないというよ

うな乱暴な考え方で設計されて、その後、変え

られたかどうかわかりませんが、こういう最初

に歩掛かりありきで、１日何ぼやれるからこれ

は１台でいいわとか、この現場までやれるわと

いうけれども、実際の施工はそうじゃないんで

す。

まして、消波ブロックの製作となると、例え

ばそこで500個のブロックを受注した。500個の

ブロックをつくるとなると、ブロックは型式が

決まっていますから、メーカーから１割、50個

分しか型枠は借りられないという現実があるわ

けです。調べてもらえばわかります。50枚しか

型枠が借りられないわけでしょう。50枚の型枠

の組み立てをやって、打設をやって、養生を２

日とって、今度は型枠を外す、分解、また組み

立て、５日かかるわけです。50個のものを５日

かけてできるわけです。ということは、１日の

施工能力は10個しかないわけですね。10個しか

１日できないという型枠を設計に入れながら、

クローラクレーンのつり能力、転置能力は１日

に30個あります、20個あります、あるいはトレ

ーラーの運搬能力は１日に35個運べますよとい

うことでやっているけれども、１日10個しかで

きないものを運べるわけがないんです。だか

ら、施工制約条件というのは、ボトルネックが

どこにあるのかと。この工事を順調に進めさせ

ない、制約しているのはどこなのか。そのネッ

クの太さはどれだけなのか。これ以上のものは

通せないとなれば、ここに合った歩掛かりな

り、あるいは工期なり、これが来なければ次が

できないから損料も何日間かかる、能力は持っ

ているけれども、供給源がなければできない、

これが現場実態を反映した的確な設計価格と僕

は思うんです。そういうことをやっていって、
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今の理論でいけば、こんなに業者も苦しまなく

て済むけれども、一方ではそんなことをやって

いて、一方では、そら行け、どんどんです。そ

こらなんかもぜひ検討課題として、既にそこら

は問題意識を持っていていただいてほしいなと

思うんですけれども、僕の考えが間違いかもわ

からんけれども、施工制約条件の考え方、的確

な予定価格を算出しなさいという設計の考え

方、これについて部長、どんなぐあいに感じら

れますか。

委員おっしゃるとおりと○山田県土整備部長

思います。現場の実態に合った設計積算、これ

を我々も目指して頑張っていきたいと思ってい

ます。

そこをお願いして、せっかく張り○坂口委員

切っている若手の技術者がそういうことを勉強

しながら、自分は技術職で県庁に入ってき

て、30数年間御奉公したけれども、いいものが

残せたと思うような、そんなやりがいのあると

ころに若い人を導いてほしいんです。技術に誇

りを持って喜んで……。今のように、クレーム

が来たとか、またこんなことをすると上から怒

られるとか、これはどうしようもないから何と

か帳じり合わせという内向きな仕事じゃなく

て、やっぱり燃えて、県庁に採用されたときに

誓いの言葉を言って、よかったと思えるような

ぐあいにぜひ、まず庁内が導いてほしいし、そ

うすることが県民のために一番有効な税金のつ

ながり方をやっているあかしだと思うんです。

そういうことで評価されれば、うれしいです

よ。

それをぜひやっていただきたいというのと、

もう一つ、申しわけないですけれども、聞かせ

てもらいますけれども、せんだって日向土木の

耳川で契約保留の入札が出ましたね。つかんで

おられないですか。一応、入札して予定者が決

まったけれども、でも問題含みで、これはその

こと自体が問題というんじゃないんです。この

物件は、県の情報提供のあり方に僕は問題が

あったと見ているんです。

それは何かというと、見積もりをとられる骨

材とか２次製品、これについての単価は今、非

公表なんです。業者さんは、何ぼだろうかなと

いうところを推測で積算していくしかない。で

も、このことというのは、考えてみれば、ある

人はそれをつかめます。見積もりとったところ

に問い合わせて、本当のことを教えてもらえれ

ばいいわけです。ある人はだまされます。ここ

で大きいと思うんですけれども、例えばあるも

のを、ブロックならブロックでもいいですが、

１個を1,000円でうちは見積もりを出しました

と。うちも1,000円で出しましたよと。うち

は800円で出しましたよと。うちも800円で出し

ましたよとなったとき、４者見積もりなら４

者、３者なら３者とって、足してその数で割っ

た平均でしょう。積算上、今のでは900円の単価

として２次製品の単価のところに入るわけで

す。ところが、ある人が1,300円ぐらいで出して

いたとする。うちは800円で出したとすると、そ

こから聞いた業者は、それをはじいてやるか

ら、自分ところが想定する、積算参考にする単

価というのが下のほうに行く。ドボンしちゃう

じゃないですか。知ったところだけ残る。ま

た、その逆もあり得る。本当に知れる立場にあ

る人と、それを知れない立場にある人が分かれ

るのに非開示とするというのは、僕は問題だな

と思います。

例えば、経済行為ですから、製品屋さんも骨

材屋さんも、あるいはほかの特殊な機械をつく

るところも、関連業者の中での見積もりですか
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ら、取引行為だから、好き嫌いあるいは利害関

係というものがあるから、必ずそこでは、漏れ

る漏れない、だまされるというのは想定の中に

入れておかなきゃいかんです。こういうことが

起こり得るのに、では、この秘匿しておる単価

をどうやるんだと。これは所長なんか大変だと

思うんです。悩むと思います。二極化したとき

なんかは、何でこんなことになるのかと。これ

をどう改善していくのかというのと、ここで知

恵を出さなきゃいけなくなるというのは、で

は、見積もりをとった、高いところ安いところ

あるのに、なぜ平均単価なんだ、我々の立場か

らすれば２次製品とかＪＩＳ規格品というの

は、何も高かろう安かろうじゃなくて、安くで

くれる、持ってこれるところにそういうのがあ

るんだから、なぜこれをとらないのかという問

題点が出ますね。そうなったときに、では、独

占になっていくのかどうなのか。それは平均を

とって、後は業者さんがやっていいんですよと

いう解釈をするのかどうなのか。これも会計検

査院に対しての説明の仕方、納税者に対しての

説明の仕方、そういったものを含めた上で、公

平性とか県経済全体の健全な発展のために、そ

ういった見積もり単価というものは、高い安い

があるけれども、どうすべきか、これも政治判

断としてやられるべきだと思います。理詰めで

いったら、一番安いところのＪＩＳなり、そう

いうものはそこからとれなくなるんです。言っ

たように、入札結果に、数字をはじくのに、知

り得る立場、知り得ない立場の人で不公平感が

出てきて偏っていくということで、検討課題に

しておいて、ちょっとしゃべり過ぎたから、こ

れでやめますけれども。

ほかにございませんか。○宮原委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、委員協議をさせてい○宮原委員長

ただきたいと思いますので、暫時休憩いたしま

す。

午後２時26分休憩

午後２時56分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

何か質疑はありませんか。

きのうからきょうにかけて、その○星原委員

他の部分ということで入札改革についていろい

ろ議論し合ったところです。その中で、一般競

争、指名競争という問題、最低制限価格につい

ての部分、こういう部分については、ある面で

政治的な判断もせざるを得んのかなと、そうい

う考えで、そうなれば、我々のこの委員会で出

たことを、知事を呼んで、知事に一応こういう

ことだという申し入れをする場所を設定したら

どうかなというふうに思うんですが。

今、星原委員のほうから、指名○宮原委員長

競争入札、最低制限価格の引き上げという点に

ついて、直接、知事に委員会に来ていただい

て、申し入れるべきじゃないかという意見のよ

うなんですが、委員の皆さん、いかがでしょう

か。知事に来ていただくということで御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、知事に来ていただく○宮原委員長

ことにしたいと思います。

知事の予定もあるというふうに思いますの

で、委員会としては、ここで暫時休憩をとらせ

ていただきたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後２時58分休憩

午後３時20分再開
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委員会を再開いたします。○宮原委員長

まず、議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

それでは、一括して採決いたし○宮原委員長

ます。

議案第１号、第３号及び第４号については、

原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、よって、議案○宮原委員長

第１号、第３号及び第４号につきましては、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第９号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔「採決」「継続」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。○宮原委員長

請願第９号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数によって、請願第９号○宮原委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第19号の取り扱いについてはいか

がいたしましょうか。

〔「採決」「継続」と呼ぶ者あり〕

お諮りいたします。請願第19号○宮原委員長

を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数によって、請願第19号○宮原委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第25号の取り扱いについてはいか

がいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

請願第25号については採決との○宮原委員長

意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、請願第25号の賛否を○宮原委員長

お諮りいたします。

請願第25号について採択すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員によって、請願第25号○宮原委員長

は採択することに決定いたしました。

次に、請願第27号の取り扱いについてはいか

がいたしましょうか。

27号、28号は同じものを求めてい○井上委員

ますので、同時に審議していただいて、これは

採決ということでお願いします。

請願第27号、第28号については○宮原委員長

採決との意見がございますので、お諮りいたし

ます。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、請願第27号、第28号○宮原委員長

の賛否をお諮りいたします。

請願第27号、第28号については、採択すべき

ものとすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員によって、請願第27○宮原委員長

号、第28号は採択することに決定いたしまし

た。

ただいま、第25号、第27号、第28号が採択と

なりましたが、第27号及び第28号は意見書の提
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出を求める請願であります。お手元に配付の改

正貸金業法早期完全施行及び多重債務救済制度

充実等を求める意見書案について、御意見はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。○宮原委員長

意見書案については、案文のとおり、当委員

会発議とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ありませんので、そのよう○宮原委員長

に決定いたします。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査につきましては、閉会中の継続審査とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この旨○宮原委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の項目として、特に御要望はあ

りませんか。

〔「一任」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。○宮原委員長

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくということで御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○宮原委員長

す。

暫時休憩いたします。

午後３時31分休憩

午後３時33分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

その他、何かありませんか。

委員会審議の途中でいろいろ出ま○井上委員

したが、環霧島観光圏について、１泊ぐらいで

も行けるし、何か考えていただけないかどう

か。都城市やらが入ったりして議論はしている

んです。あそこについては委員会として一度足

を延ばしていただくといいかなと思います。

今、井上委員より、環霧島とい○宮原委員長

うことでの調査をしたいということのようであ

りますが、いかがでしょうか。

書記を含めて正副委員長で調整をさせていた

だきたいと思いますので、よろしいでしょう

か。

そのほか何かございませんか。

知事に要請して不在だったことに○坂口委員

対して、去年申し合わせたとおり、議会を尊重

しなさいということを口頭で申し入れてほしい

と思います。

今回、委員会としては知事に出○宮原委員長

席いただくという状況でしたが、不在というこ

とでありますので、議長にこの部分については

申し入れをしておきたいと思います。議長のほ

うに、注意していただくようにお願いしておき

たいと思います。

常任委員会で申し入れするという○太田委員

ところの日程は決まっているんですか。

調整中ということであります。○宮原委員長

私たちも、時間が十分なかったも○太田委員

のですから、戻って党議等にかけましたが、今

までの議論の中で足らんところもあると思いま

す。そういう中で意見が出たのは、申し入れ等

について、入札改革ということでありますが、

法に基づいてきちっとやって、例えば指名競争

入札なり最低制限価格等を引き上げることにつ

いては、今後、談合が起きないようにという知
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恵を出そうという議論もありましたので、その

辺をきちっとせないかんなということと、慎重

にやってほしいということもあったということ

を報告します。

ほかにございませんか。○宮原委員長

来週の「海幸山幸」、商工建○西村副委員長

設常任委員会と総務政策常任委員会でしたか。

所管する委員会ですので、参加○宮原委員長

できる方は参加していただくとありがたいと思

います。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ないようですので、○宮原委員長

以上をもって委員会を終了いたします。委員の

皆様には、大変お疲れさまでした。

午後３時37分閉会




